
日医発第731号（保152）

平成20年10月8目

都道府県医師会長　殿

日本医師会長

　唐　澤　祥　人

　社会保険庁の再編成に伴う地方厚生（支）局の組織変更および

全国健康保険協会の設立等に伴う政令、省令、告示、通知等について

社会保険庁の再編成に伴い、平成20年10月より地方厚生（支）局の組織が再編され、

現行の特定機能病院の立ち入り検査、薬事監視などの事務の他、これまで社会保険事務局で

行われてきた保険医療機関・保険薬局に対する指導監査等の事務、地方社会保険医療協議会

の運営等が新たな事務として移管されることとなりました。

　また、国（社会保険庁）により運営されてきた政府管掌健康保険についても、新たに設立

された全国健康保険協会が運営する「全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）」に引

き継がれることとなりました。

　これらの件に関して、下記のような政令、省令、告示および通知が発出されておりますの

でご連絡申し上げますとともに、貴会会員への周知方ご高配賜わりますようお願い申し上げ

ます。

記

＜添付資料及び改正の主な内容＞

1．　「日本年金機構法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平20．9．24政令第307号）

　　r日本年金機構法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平20．9．30　厚生労働省令第150号）

　　r日本年金機構法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令等の施行について」

　　　　　　　　　　　　　　　（平20．9．30　保発第0930003号　厚生労働省保険局長）

　　「日本年金機構法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令等の施行に伴う関係

　　諸通知の取扱いについて」

　　　（平20．9．30保医発第0930007号　厚生労働省保険局医療課長・歯科医療管理官）



【改正の主な内容】

　　平成20年10月以降に予定されている社会保険庁の再編成に伴う事務の移管によ

　り、保険医療機関等に対する指導、監査等の事務については、平成20年10月1目以

　降、地方厚生（支）局が実施することとしていることを踏まえ、厚生労働大臣から地方

　社会保険事務局長に委任されている保険医療機関等に対する指導、監査等に関する権限

　を地方厚生（支）局長に移管する等の改正を行うもの。

　　また、政令第307号では、社会保険医療協議会令の一部改正として、地方社会保険

　医療協議会の部会、地方社会保険医療協議会の議事の運営等について示されている。

2．　r全国健康保険協会の設立に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平20．9．30　厚生労働省令第149号）

　【改正の主な内容】

　　全国健康保険協会の設立に伴い、①健康保険法施行規則、②厚生年金保険法施行規則、

　③保険医療機関及び保険医療養担当規則、④保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則、⑤

　指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準、⑥厚生年金保険法施行規則等の一部

　　を改正する省令等について一部改正を行うもの。

3．r健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に

　　関する告示」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平20．9．30　厚生労働省告示第465号）

　　「診療報酬等請求書の取り繕い等について（通知）」

　　（平20．10．8　本業統業管001567　基金本部業務・統計部長（社会保険診療報酬支払基金））

　　「「保険者番号等の設定について」の一部改正について」

　　　　　　　　　　　　　　　（平20．9．30　保発第0930002号　厚生労働省保険局長）

　　「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」

　　　（平20．9．30　保医発第0930008号　厚生労働省保険局医療課長・歯科医療管理官）

　　「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について　新旧対照表」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日本医師会作成）

　【改正の主な内容】

　　（1）　診療報酬請求書等の様式の変更等について

　　　　　平成20年10月1日より、①療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求

　　　　に関する省令附則第5条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式（平成2

　　　　0年厚生労働省告示第126号）様式第一（診療報酬請求書）及び第四（調剤報酬請

　　　求書）、②訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第2

　　　条の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式（平成20年厚生労働省告示第127

　　　　号）様式第一（訪問看護療養費請求書）中、　「（政）」を「（協会）」に改める。

　　　　　なお、改正前の様式による用紙については、当分の間、取り繕って使用すること

　　　　ができる。



　　具体的な取り繕い方法については、社会保険診療報酬支払基金よりその取扱いが

　示され、①診療報酬等請求書の取り繕いについては、旧様式については、各区分の

　　rO1（政）」を「01（協会）」に訂正することなく読み替えることとし、②診療報

　酬請求書等の編てつ方法等については、新証分レセプトについては、診療報酬請求

　　書等の各レセプト区分の「01」区分に、新証分（8桁）の上部に旧証分（4桁）を

　　とりまとめて編てっすることとする。

　　　月の途中で旧証から新証に変更され、同一月において旧証及び新証による診療が

　　混在した場合の診療報酬請求については、旧証と新証をそれぞれ分けて請求しても

　　良いし、旧証又は新証のどちらかにまとめて請求しても良いが、当該患者が高額療

　　養費の対象になるかどうか判断の上、適切な対応をとられたい。

（2）　「保険番号等の設定」について

　　　政府管掌健康保険について国とは切り離した新たな保険者である全国健康保険

　　協会が設立されること、及び保険医療機関の指定等に関する厚生労働大臣の権限が

　　地方社会保険事務局長から地方厚生（支）局長に移管されることに伴い改正され、

　　平成20年10月1目より適用される。

（3）　診療報酬請求書等の記載要領等の一部改正について

　　①「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一一部改正について、②「厚生労

　働大臣が定める病院の診療報酬請求書等の記載要領について」の一部改正について、

　　③r訪問看護療養費請求書等の記載要領について」の一部改正についてに関して、

　　全国健康保険協会の設立及び保険医療機関の指定等に関する厚生労働大臣の権限

　　が地方厚生（支）局長に移管されることに伴い改正が行われたものである。　（詳細

　　については、日本医師会作成『新旧対照表』等をご参照ください。）

4．　「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」　（平20．9．30　厚生労働省告示第468号）

　　r基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」　（　〃　第469号）

　　「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」　（　〃　第470号）

　　「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部

　　　を改正する件」　（　〃　第471号）

　　「厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準の一部を改正する件」（　〃　第472号）

　　r厚生労働大臣が定める療養の一部を改正する件」　（　〃　第473号）

　　「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の

　　　算定に関する基準の一部を改正する件」　（　〃　第474号）

　　「入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等の一部を改正する

　　　件」　（　〃　第475号）

　　「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件」

　　　（　〃　第476号）

　　「訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等の一部を改正する件」

　　　（　〃　第477号）

　　「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一

　　　部を改正する件」　（　〃　第478号）



　r健康保険法第六十五条第四項第一号に規定する厚生労働大臣の定める基準の一部を改

　正する件」　（　〃　第479号）

　r　r診療報酬の算定方法の一部を改正する件」等の適用等について」

　　（平20．9．30　保医発第0930005号　厚生労働省保険局医療課長・歯科医療管理官）

【改正の主な内容】

　（1）　改正告示の内容

　　　　現在、保険医療機関等が地方社会保険事務局に対して行っている診療報酬の施設

　　　基準に係る届出、入院時食事療養及び入院時生活療養に係る届出、訪問看護療養費

　　　に係る届出等については、平成20年10月1日以降、届出等を行う保険医療機関

　　　等の所在地を管轄する地方厚生（支）局長に対して行うものとする。また、当該所

　　　在地を管轄する地方厚生（支）局長の分室がある場合には、当該分室を経由して行

　　　うものとする。

　（2）　改正告示に伴う届出等の取扱い

　　　①平成20年10月より前に行われた届出等の取扱いについて

　　　　　改正告示の適用前に地方社会保険事務局長に対してされている届出等につい

　　　　ては、改正告示適用後は、適用後の関係告示に基づき、地方厚生（支）局長に対

　　　　してされたものとみなすものとする。

　　　②　平成20年10月における施設基準等の届出に関する手続き

　　　　　診療報酬等の算定に必要な保険医療機関等の届出時における要件審査等の業

　　　　務について、地方社会保険事務局から地方厚生（支）局への移管を円滑なものと

　　　　するため、「基本診療料の施設基準等の届出」、「特掲診療料の施設基準等の届

　　　　出」、「入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等に係

　　　　る届出」及び「訪問看護ステーションの基準に係る届出」については、平成20

　　　　年10月14目までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出

　　　　の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるもの

　　　　とする。
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公
債
償
還
（
東
京
都
区
）
関
係

会
社
そ
の
他

本
日
公
布
ざ
れ
た
法
令
の
「
あ
ら
ま
し
」
は
、

次
の
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

茜
三〇
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日
本
年
金
機
構
法
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の

整
備
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御
　
名
　
　
御
　
璽

平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
内
閣
総
理
大
臣

福
田
　
康
夫

政
令
第
三
百
七
号

　
　
　
日
本
年
金
機
構
法
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政

　
　
　
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

　
内
閣
は
、
日
本
年
金
機
構
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百

九
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
健
康
保
険
法
（
大

正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
五
条
第
一
項
、
第
七

十
一
条
第
四
項
及
び
第
二
百
四
条
、
船
員
保
険
法
（
昭
和

十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
九
条
ノ
五
、
社
会
保
険
医

療
協
議
会
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
九

条
並
び
に
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
百
六
十
三
条
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

　
（
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条
健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二

　
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
六
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
、
第
九
号
、
第

　
十
三
号
及
び
第
二
十
号
の
権
限
に
あ
っ
て
は
厚
生
労
働

　
大
臣
が
」
を
削
り
、
同
項
第
九
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま

　
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
九
か
ら
二
十
一
ま
で
　
削
除

　
　
第
六
十
三
条
第
二
項
中
「
か
ら
第
九
号
ま
で
」
を

　
「
、
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　
（
船
員
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条
船
員
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第

　
二
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
、
第
六
号
、
第
十
二

　
号
及
ぴ
第
十
七
号
の
権
限
に
あ
っ
て
は
厚
生
労
働
大
臣

　
が
」
を
削
り
、
「
社
会
保
険
庁
長
官
」
を
「
、
社
会
保
険

　
庁
長
官
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め

　
る
。

　
　
六
　
削
除

　
　
第
一
条
第
一
項
第
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
十
二
　
削
除

　
　
第
一
条
第
一
項
第
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
十
七
　
削
除

　
　
第
一
条
第
二
項
及
び
第
二
条
第
一
項
中
「
、
第
十
二

　
号
、
第
十
七
号
」
を
削
る
。

　
　
第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
健
康
保
険
法
」

　
の
下
に
「
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
」
を
加
え
る
。

　
　
附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
、
第
六
号
」
を
削
る
。

　
（
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険

　
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改

　
正
）

第
三
条
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に

　
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
（
昭

　
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

　
に
改
正
す
る
。

　
　
第
一
条
及
び
第
一
条
の
二
を
削
る
。

　
　
第
二
条
中
「
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
」
を
「
厚
生

　
労
働
大
臣
」
に
改
め
、
同
条
を
第
一
条
と
す
る
。

　
　
第
二
条
の
二
中
「
法
第
六
十
九
条
」
を
「
健
康
保
険

　
法
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
八
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い

　
う
。
）
第
六
十
九
条
」
に
改
め
、
「
当
該
指
定
の
権
限
及
び
」

　
を
削
り
、
「
前
三
条
」
を
「
前
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第

　
二
条
と
す
る
。

　
　
第
三
条
を
削
る
。

　
　
第
四
条
中
「
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
」
を
「
厚
生

労
働
大
臣
」
に
改
め
、
「
（
以
下
「
名
簿
」
と
い
う
。
）
」

　
を
削
り
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

　
　
第
五
条
中
「
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
」
を
「
厚
生

労
働
大
臣
」
に
、
「
以
下
」
を
「
次
条
に
お
い
て
」
に
改

　
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

　
　
第
六
条
中
「
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
」
を
「
厚
生

労
働
大
臣
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

　
　
第
七
条
及
び
第
八
条
を
削
る
。

　
　
第
九
条
中
「
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
」
を
「
厚
生

労
働
大
臣
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
し
、
同
条
の

次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
権
限
の
委
任
）

第
七
条
　
こ
の
政
令
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権

　
　
限
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

　
　
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
さ
れ

　
　
た
権
限
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
　
り
、
地
方
厚
生
支
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
第
十
条
を
第
八
条
と
す
る
。

　
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政

　
令
第
三
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

　
る
。

　
　
目
次
中
「
1
第
四
十
一
条
」
を
「
・
第
四
十
条
」
に

　
改
め
る
。

　
　
第
四
十
条
を
削
り
、
第
四
十
一
条
を
第
四
十
条
と
す

　
る
。

　
（
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
施
行
令
の
一
部
改

　
正
）

第
五
条
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
施
行
令
（
平

　
成
十
一
年
政
令
第
三
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

　
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
二
条
を
削
り
、
第
一
条
中
「
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
」

　
を
削
り
、
同
条
の
見
出
し
及
び
条
名
を
削
る
。

　
（
社
会
保
険
医
療
協
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条
　
社
会
保
険
医
療
協
議
会
令
（
平
成
十
八
年
政
令

　
第
三
百
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
一
条
第
二
項
中
「
部
会
」
を
「
中
央
協
議
会
の
部

　
会
」
に
改
め
、
「
又
は
地
方
協
議
会
」
及
び
「
、
そ
れ
ぞ

　
れ
」
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
部
会
」
の
下
に
「
（
そ

　
の
部
会
長
が
委
員
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、

　
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
公
益
を

　
代
表
す
る
委
員
」
を
「
公
益
委
員
又
は
公
益
臨
時
委
員
」

　
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を

　
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
部
会
に
部
会
長
」

　
を
「
中
央
協
議
会
の
部
会
に
部
会
長
」
に
改
め
、
「
公
益

　
を
代
表
す
る
委
員
」
の
下
に
「
（
次
項
、
第
九
項
及
び
次

条
第
二
項
に
お
い
て
「
公
益
委
員
」
と
い
う
。
）
」
を
加

　
え
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一

　
項
を
加
え
る
。

　
7
　
地
方
協
議
会
の
部
会
に
部
会
長
を
置
き
、
当
該
部

　
　
会
に
属
す
る
公
益
委
員
及
び
公
益
臨
時
委
員
（
臨
時

　
　
委
員
の
う
ち
公
益
を
代
表
す
る
も
の
を
い
う
。
第
九

　
　
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
か

　
　
ら
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
及
び
臨
時
委
員
が
選

　
　
挙
す
る
。

　
　
第
一
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
第
二
項
」
に
、
「
以

下
」
を
「
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
」

　
に
改
め
、
「
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
」
の

下
に
「
（
次
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
支
払
側
委

員
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も

　
の
」
を
「
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
（
次

項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
診
療
側
委
員
」
と
い

う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
項
の

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
　
地
方
協
議
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
及
び
議

　
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
で
会
議
に
出
席
し
た
も

　
の
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長

　
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
第
二
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
　
地
方
協
議
会
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る

　
臨
時
委
員
の
半
数
以
上
で
、
か
つ
、
支
払
側
関
係
委

　
員
（
支
払
側
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
支
払
側

　
臨
時
委
員
を
い
う
。
）
、
診
療
側
関
係
委
員
（
診
療
側

　
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
診
療
側
臨
時
委
員
を

　
い
う
。
）
及
び
公
益
関
係
委
員
（
公
益
委
員
及
び
議
事

　
に
関
係
の
あ
る
公
益
臨
時
委
員
を
い
う
。
）
の
各
三
分

　
の
一
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議

　
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
部
会
の
議
事
に
準
用
す
る
。

　
第
四
条
第
二
項
中
「
地
方
社
会
保
険
事
務
局
」
を
「
地

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一

26
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
地
方
協
議
会
の

方
厚
生
局
（
地
方
厚
生
支
局
を
含
む
。
）
」
に
改
め
る
。

5
第
三
項
の
委
員
及
び
臨
時
委
員
に
つ
い
て
は
、
支

　
払
側
委
員
の
数
と
支
払
側
臨
時
委
員
（
臨
時
委
員
の

　
う
ち
健
康
保
険
、
船
員
保
険
及
び
国
民
健
康
保
険
の

　
保
険
者
並
び
に
被
保
険
者
、
事
業
主
及
び
船
舶
所
有

　
者
を
代
表
す
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い

　
て
同
じ
。
）
の
数
の
合
計
数
及
び
診
療
側
委
員
の
数
と

　
診
療
側
臨
時
委
員
（
臨
時
委
員
の
う
ち
医
師
、
歯
科

　
医
師
及
び
薬
剤
師
を
代
表
す
る
も
の
を
い
う
。
同
条

　
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
の
合
計
数
は
、
同
数

　
と
す
る
。

　
第
一
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3
　
地
方
協
議
会
の
部
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委

　
員
及
び
専
門
委
員
は
、
地
方
協
議
会
の
承
認
を
経
て
、

　
会
長
が
指
名
す
る
。

　
第
二
条
第
一
項
中
「
及
び
地
方
協
議
会
」
を
削
り
、

同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
一
項
及
び
第
三
項
」

に
、
「
部
会
」
を
「
中
央
協
議
会
の
部
会
」
に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
地
方

協
議
会
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
項

の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

4

　
部
改
正
）

第
七
条
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令

　
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

　
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
目
次
中
「
・
第
三
十
八
条
」
を
削
る
。

　
　
第
三
十
七
条
を
削
り
、
第
三
十
八
条
を
第
三
十
七
条

　
と
す
る
。
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附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施

　
行
ず
る
。

　
（
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の

　
一
部
改
正
）

第
二
条
　
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政

　
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
百
九
十
号
）
の
一
部
を
次

　
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
附
則
第
十
条
中
「
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
」

　
及
び
「
第
一
条
」
を
削
り
、
「
同
条
」
を
「
同
令
本
則
」

　
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
閣
総
理
大
臣
　
福
田
　
康
夫

　
ネ
パ
ー
ル
国
際
平
和
協
力
隊
の
設
置
等
に
関
す
る
政
令

の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御
　
名
　
　
御
　
璽

平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
内
閣
総
理
大
臣

福
田
　
康
夫

政
令
第
三
百
八
号

　
　
　
ネ
パ
ー
ル
国
際
平
和
協
力
隊
の
設
置
等
に
関
す
る

　
　
　
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

　
内
閣
は
、
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力

に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
五
条

第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

　
ネ
パ
ー
ル
国
際
平
和
協
力
隊
の
設
置
等
に
関
す
る
政
令

（
平
成
十
九
年
政
令
第
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　
第
一
条
中
「
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
」
を
「
平
成
二

十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
閣
総
理
大
臣
　
福
田
　
康
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
務
大
臣
　
高
村
　
正
彦

…
省

令
l
I
l
l
I
I
I

O
財
務
省
令
第
五
十
八
号

　
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
四
十
四
条
第
三
項
に
基
づ
き
、
株
式
会

社
日
本
政
策
金
融
公
庫
の
決
算
報
告
書
等
の
閲
覧
期
間
に

関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
財
務
大
臣
　
伊
吹
　
文
明

　
　
　
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
の
決
算
報
告
書
等

　
　
　
の
閲
覧
期
間
に
関
す
る
省
令

　
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
第
四
十
四
条
第
三
項

に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
間
と
す

る
。　

　
　
附
　
則

　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

O
財
務
省
令
第
五
十
九
号

　
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

第
八
十
三
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
、
租
税
特
別
措
置
法

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。　

平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
財
務
大
臣
　
伊
吹
　
文
明

　
　
　
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　
　
省
令

　
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
蔵
省

令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
目
次
中
「
第
三
十
一
条
の
十
」
を
「
第
三
十
一
条
の
十

一
」
に
改
め
る
。

　
第
五
草
中
第
三
十
一
条
の
十
を
第
三
十
一
条
の
十
一
と

し
、
第
三
十
一
条
の
九
を
第
三
十
一
条
の
十
と
し
、
第
三

十
一
条
の
八
を
第
三
十
一
条
の
九
と
し
、
第
三
十
一
条
の

七
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
認
定
鉄
道
事
業
再
構
築
実
施
計
画
に
基
づ
き
鉄
道
施

　
設
を
取
得
し
た
場
合
の
所
有
権
の
移
転
登
記
等
の
税
率

　
の
軽
減
を
受
け
る
た
め
の
手
続
）

第
三
十
一
条
の
八
　
法
第
八
十
三
条
の
四
の
規
定
の
適
用

　
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
登
記
の
申
請
書
に
、

　
当
該
登
記
が
同
条
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ

　
と
に
つ
い
て
の
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
書
で
、
当
該
登

　
記
に
係
る
不
動
産
を
取
得
し
た
者
が
同
条
に
規
定
す
る

　
旅
客
鉄
道
事
業
者
で
あ
る
こ
と
、
当
該
不
動
産
が
同
条

　
に
規
定
す
る
特
定
鉄
道
施
設
に
該
当
す
る
こ
と
及
び
当

　
該
特
定
鉄
道
施
設
が
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再

　
生
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
九
号
）

　
第
二
条
第
九
号
の
二
に
規
定
す
る
鉄
道
事
業
再
構
築
事

　
業
に
係
る
同
号
の
旅
客
鉄
道
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め

　
に
法
第
八
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る
鉄
道
事
業
再
構
築

　
実
施
計
画
に
基
づ
い
て
取
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

　
並
び
に
当
該
鉄
道
事
業
再
構
築
実
施
計
画
に
つ
い
て
国

　
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
日
の
記
載
が
あ
る
も
の

　
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
省
令
は
、
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法

律
第
四
十
九
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

O
経
済
産
業
省
令
第
六
士
ハ
号

　
中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
済
産
業
大
臣
　
二
階
　
俊
博

　
　
　
中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

　
　
　
す
る
省
令

　
中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
通

商
産
業
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。　

第
十
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
一
条
の
六
第
十

一
号
」
を
「
第
一
条
の
六
第
十
二
号
」
に
、
「
か
ら
第
十
号
」

を
「
か
ら
第
十
一
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

　
第
十
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
一
条
の
六
第
十

三
号
」
を
「
第
一
条
の
六
第
十
四
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

O
総
務
省
告
示
第
五
百
三
士
ハ
号

　
特
別
と
ん
譲
与
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
令
第
二
十
一
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
一
の
開
港
に

係
る
二
以
上
の
開
港
所
在
市
町
村
の
区
域
が
一
の
税
関
（
当
該
開
港
所
在
市
町
村
の
区
域
を
管
轄
区
域
と
す
る
税
関
の

支
署
若
し
く
は
出
張
所
又
は
支
署
の
出
張
所
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
税
関
の
支
署
若
し
く
は
出
張
所
又
は
支
署
の
出
張

所
と
す
る
。
）
の
管
轄
区
域
に
属
す
る
場
合
に
お
け
る
平
成
二
十
年
度
分
の
特
別
と
ん
譲
与
税
の
額
の
算
定
に
用
い
る
当

該
開
港
所
在
市
町
村
ご
と
の
率
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　
平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
総
務
大
臣
　
増
田
　
寛
也

道
府
県
名

開
港
名

税
　
　
　
関
　
　
　
名

開
港
所
在
市
町
村
名

率

函
館
港

函
館
税
関

函
館
市
北
斗
市

O
・
九
〇
〇
〇
〇
・
一
〇
〇
〇

北
海
道

苫
小
牧
港

函
館
税
関
苫
小
牧
税
関
支
署

苫
小
牧
市
勇
払
郡
厚
真
町

O
・
九
二
五
七
〇
・
〇
七
四
三

石
狩
湾
港

函
館
税
関
小
樽
税
関
支
署
石
狩
出
張
所

小
樽
市
石
狩
市

○
・
五
五
六
二
〇
・
四
四
三
八

宮
城
県

仙
台
塩
釜
港

横
浜
税
関
仙
台
塩
釜
税
関
支
署

仙
台
市
塩
竈
市
多
賀
城
市
宮
城
郡
七
ヶ
浜
町

○
・
八
九
三
八
O
・
〇
五
二
四
〇
・
〇
二
八
八
○
・
〇
二
五
〇

福
島
県

相
馬
港

横
浜
税
関
小
名
浜
税
関
支
署
相
馬
出
張
所

相
馬
市
相
馬
郡
新
地
町

O
・
〇
六
九
六
〇
・
九
三
〇
四

茨
城
県

常
陸
那
珂
港

横
浜
税
関
鹿
島
税
関
支
署
日
立
出
張
所

ひ
た
ち
な
か
市
那
珂
郡
東
海
村

○
・
五
〇
六
七
〇
．
・
四
九
三
三

鹿
島
港

横
浜
税
関
鹿
島
税
関
支
署

鹿
嶋
市
神
栖
市

O
・
一
〇
〇
〇
〇
・
九
〇
〇
〇
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〔
府
　
　
令
〕

O
沖
縄
総
合
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改

　
正
す
る
内
閣
府
令
（
内
閣
府
五
七
）

O
前
払
式
証
票
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施

　
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

　
（
同
五
八
）〔

府
令
・
省
令
〕

O
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
施
行
規
則
の

　
一
部
を
改
正
す
る
命
令

　
（
内
閣
府
・
財
務
九
）

O
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
施
行
規
則
の
一

　
部
を
改
正
す
る
命
令

　
（
内
閣
府
・
国
土
交
通
三
）

〔
省
　
　
令
〕

O
更
生
保
護
委
託
費
支
弁
基
準
の
一
部
を
改

　
正
す
る
省
令
（
法
務
五
六
）

O
国
外
に
お
け
る
旅
券
手
数
料
の
額
を
定
め

　
る
省
令
及
び
領
事
官
の
徴
収
す
る
手
数
料

　
の
額
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る

　
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
（
外
務
一
一
）

O
領
事
官
の
徴
収
す
る
手
数
料
の
額
を
定
め

　
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
（
同
一
二
）

三四四五六

O
国
際
協
力
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の

　
実
施
方
針
に
関
す
る
省
令
を
廃
止
す
る
省

　
令
（
同
一
三
）

O
国
際
協
力
銀
行
法
施
行
規
則
及
び
国
際
協

　
力
銀
行
の
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
に
関

　
す
る
命
令
を
廃
止
す
る
省
令

　
（
外
務
・
財
務
一
）

O
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
法
の
一
部

　
を
改
正
す
る
法
律
、
株
式
会
社
日
本
政
策

　
金
融
公
庫
法
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融

　
公
庫
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備

　
に
関
す
る
法
律
、
地
方
公
営
企
業
等
金
融

　
機
構
法
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫

　
法
及
び
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
法

　
の
施
行
等
に
伴
う
財
務
省
関
係
省
令
の
整

　
備
等
に
関
す
る
省
令
（
財
務
六
一
）

O
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
の
財
務
諸

　
表
等
の
閲
覧
期
間
並
び
に
附
属
明
細
書
及

　
び
業
務
報
告
書
の
記
載
事
項
に
関
す
る
省

　
令
（
同
六
二
）

O
事
業
運
営
安
定
資
金
事
務
取
扱
規
則
を
廃

　
止
す
る
等
の
省
令
（
同
六
三
）

O
登
録
免
許
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

　
す
る
省
令
（
同
六
四
）

O
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

　
正
す
る
省
令
（
同
六
五
）

O
国
民
生
活
金
融
公
庫
法
施
行
規
則
を
廃
止

　
す
る
省
令
（
財
務
・
厚
生
労
働
二
）

O
農
林
漁
業
金
融
公
庫
法
施
行
規
則
を
廃
止

　
す
る
省
令
（
財
務
・
農
林
水
産
四
）

O
農
林
漁
業
金
融
公
庫
の
出
資
業
務
に
関
す

　
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
同
五
）

O
中
小
企
業
金
融
公
庫
法
施
行
規
則
等
を
廃

　
止
す
る
省
令
（
財
務
・
経
済
産
業
七
）

O
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す

　
る
省
令
（
厚
生
労
働
日
四
八
）

O
全
国
健
康
保
険
協
会
の
設
立
に
伴
う
厚
生

　
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令

　
　
置

O
日
本
年
金
機
構
法
の
一
部
の
施
行
に
伴
う

　
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る

　
省
令
（
同
一
五
〇
）

六九5二一…

O
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
及
び
株

　
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
の
施
行
に

　
伴
う
農
林
水
産
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に

　
関
す
る
省
令
（
農
林
水
産
六
〇
）

O
種
苗
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

　
令
（
同
六
一
）

O
農
林
水
産
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す

　
る
省
令
（
同
六
二
）

O
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

　
行
に
伴
う
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る

　
省
令
（
経
済
産
業
六
九
）

O
中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部

　
を
改
正
す
る
省
令
（
同
七
〇
）

O
国
土
交
通
省
定
員
規
則
の
一
部
を
改
正
す

　
る
省
令
（
国
土
交
通
七
九
）

O
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
等
の
施

　
行
に
伴
う
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
整
理

　
に
関
す
る
省
令
（
同
八
O
）

O
排
水
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正

　
す
る
省
令
（
環
境
一
一
）

〔
告

示
〕

O
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
第
十
九
条
第

　
一
項
第
一
号
及
び
第
一
号
の
二
の
規
定
に

　
基
づ
き
主
務
大
臣
が
定
め
る
資
金
を
定
め

　
る
件
（
内
閣
府
・
財
務
五
）

O
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
施
行
令
第
一

　
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
主
務
大
臣
が
定

　
め
る
小
口
の
教
育
資
金
の
貸
付
け
に
係
る

　
所
得
の
金
額
の
算
定
方
法
等
を
定
め
る
件

　
（
同
六
）

O
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
第
十
九
条
第

　
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
主
務
大
臣

　
が
定
め
る
も
の
を
定
め
る
件
（
同
七
）

O
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
施
行
令
第
二

　
条
の
規
定
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
指
定
す

　
る
も
の
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る

　
件
（
同
八
）

O
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
規
定
に
基
づ
き

　
内
閣
総
理
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
の
指

　
定
す
る
有
価
証
券
及
び
金
融
機
関
を
定
め

　
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

　
（
内
閣
府
・
農
林
水
産
一
）

三六三
七

四
四豊豊異四

七
四
八

四
九

O
国
際
協
力
機
構
債
券
の
発
行
に
係
る
基
本

　
方
針
の
提
出
日
を
定
め
る
件

　
（
外
務
・
財
務
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
究

O
外
国
為
替
令
第
二
十
五
条
第
二
項
か
ら
第

　
五
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
な
い
財
務
大

　
臣
の
権
限
を
指
定
す
る
件
の
一
部
を
改
正

　
す
る
件
（
財
務
二
八
一
）

O
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る

　
法
律
施
行
令
第
二
十
八
条
第
五
項
及
び
第

　
三
十
二
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
財
務

　
大
臣
の
指
定
す
る
両
替
業
者
及
び
外
国
為

　
替
取
引
業
者
を
指
定
す
る
件
の
一
部
を
改

　
正
す
る
件
（
同
二
八
二
）

O
各
都
道
府
県
共
同
募
金
会
が
平
成
二
十
年

　
十
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま

　
で
の
間
に
募
集
す
る
寄
附
金
を
寄
附
金
控

　
除
の
対
象
と
な
る
寄
附
金
又
は
法
人
の
各

　
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
金

　
の
額
に
算
入
す
る
寄
附
金
と
し
て
承
認
す

　
る
件
（
同
二
八
三
）

O
関
税
暫
定
措
置
法
第
八
条
の
四
第
一
項
の

　
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
特
恵
鉱
工
業
産
品

　
等
に
つ
い
て
、
輸
入
額
等
が
限
度
額
等
を

　
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
特
定
特
恵
鉱
工
業

　
産
品
等
及
び
月
を
告
示
す
る
件

　
（
同
工
八
四
）

O
予
算
決
算
及
び
会
計
令
第
百
条
の
三
第
二

　
号
に
規
定
す
る
財
務
大
臣
の
指
定
す
る
金

　
融
機
関
を
指
定
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す

　
る
件
（
同
二
八
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

〇
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
施
行
令

　
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
大

　
臣
の
定
め
る
日
を
定
め
る
件
（
同
二
八
六
）

O
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
の
社
債
及

　
び
日
本
政
策
投
資
銀
行
債
の
発
行
並
び
に

　
借
入
金
の
借
入
れ
に
係
る
基
本
方
針
の
提

　
出
日
を
定
め
る
件
（
同
二
八
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
次
の
ペ
ー
ジ
へ
続
く
）



N
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（
ゆ
の
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N
蕪
ま
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轡
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肝

　　轡帽搬十ゆe口（田田）任r健康保険の被保険者証の番号」鯉r被保険者整理番号」ぜr政府」

　如r全国健康保険協会」息諮奮ゆ。

　　轡帽堰十一1ゆ（榔湿）任r健康保険被保険者証の番号」如r被保険者整理番号」息諮碧ノ匝奪帽

　（“湿）任「回収不能届を添付する」如「回収不能の」思’r滅失届を添付する」麹r滅失した」想’

　r政府」如r全国健康保険協会」想蓄倉噸。

　　雛精髄111十1ゆ晋r郵便局」如r郵便局等」息潜£ゆ。

　（嘩鰹團褒継認怒為吐鰹困衰稲田罰軽症e1籠諮固）

搬IIl艦　畦鰹困衰継認離b瞳鰹團爆無理蜘藤豆（蟄眞川十11塒恥釧網＜F甑十閑口恥）e1籠如意e絶い

　建諮旧b＠。

　　塒十蘇任r蓬⇒ト」」麹rセ」ト」」思’r迦簿習頼翠く口嘩鰹榔総理略」脚r細図製笹瞳鏗鏗く口」思詰

　£陣。

　　澱11十団蘇e囎十蘇e晋甚r髄㌍署頼翠ぐU嘩鰹怖総曝蝋」如r細図製遊艇鰹望く口」想諮奮＠。

　（駈鰹櫟塵隠る駆鱗羅猛爆湘照蜘環辰e1鍛渚固）

搬団嗜　継鰹櫟曝凶b瞳鱗羅駐轟稲理知寝辰（蟄曇111十11塒阯釧網＜F搬十→（ゆ）e1籠脚気e怖い

　建萱網bゆ。

　　甑ギ駅長r蓬⊃トノ」細r芝⇒ト・」思’r迦㌍習頼調ぐK嘩鰹脇櫓暎剛」如r細図製櫃騒優越く陶製諮

　倉ゆ。

　　蕪十1蘇e織早藤e晋任r迦聖翌夜翠く肖継継怫然哩略」如r細図製世継纒頭くh」足湯£岬。

　（聖製需囮爬耀e怖蝋e＜皿終篇製麺想認赫ゆ期辮e1開田）
搬国蘇　聖製捻短艇綴e怖蝋e・＜皿怒る則迦想認bゆ期薪（肝罎十11廿阯釧細くF甑く十日い）e1論麹

　蝿e蝿ゆ思潮H価＠。

　　駅十く蘇丑r翼頼翠顛嘩鰹蹄総暎蝋」やr細図型世継鰹頸く陶製蓄碧面。

　　甑11十く網無1醤晋「期樋冨匪湘e暎暉憩細細撫恒ゆ罫頼牽く紅嘩鰹怫然曝剛」如r畑圃製遊艇鰹

　膣く憤」想諮碧ゆ。

　（回訓囎瞳鰹斑濃に畷温帥e1量脚諮円価ゆ細＜Fe1論詰田）

鯛H（蘇　殴釧囎吐鰹斑濃に環辰即e1籠姻諮田恒ゆ細くP（周一盗十目母阯釧菱R遍細＜P脚1十国ゆ）e

　1籠細螺Q妬’い息諮円価ゆ。

　　炭需遜帽甑H壬「健康保険被保険者証の記号」如「事業所整理記号」思’「健康保険被保険者証の

　番号」細r被保険者整理番号」思詰倉瞳。

　　　豊　蕨

　（溜に畏ロ1）

搬1蘇　｝Je細くFぜ降餐1H一世十皿1［ロ灸。退に恒＠。

　（製遷嘩鰹輝退紅竪颪e1開田思迷い鯉顛顯胞）

澱l　I磯　｝Je細＜Fe溜にe継ぜ塒1蘇e寝製製酪⑱湯田寝e製遷駈鰹斑濃に暖颪e聚製想枯。初裏

　》二ゆ岳寵’瞳田中e型eに報回Je細くFe溜にe田2稗3ト’トJ嘉①eに寝想迷細越題嘩鰹櫛蝋e

　蹄燃姻にゆで柵即灸蝋麺ゆ｝J潟刃麺ゆ惰ρe楚〆回田誉鰹足稗匁⑬潜固鰹e鯉題駈軽艇溜に駆颪e駆

　製e鯉旺想O13トノ慧’諮旧鰹e型遜瞳鰹斑濃に屡颪e睾蜘環製思妬。初裏製缶聡’瞳ヨヨ申e摯eに

　轄劃菌麺赫。

城川囁　酬圃製世継鰹値くにe嗜皐e櫛蝋廿遡e澱1蘇e霞製想起岬諮旧輕e鯉題瞳鰹斑濃に原蚕臓11

　蘇eく1」畷製bゆ騨釦思〇ニト」鍾’匝艦長r鷹皿e怖縣弊罵如調度桜田悦P慰」刃槍＠eぜr和取

　e怖縣萎駆心強く属e畷膠e禰熊冴遡e輿卜r鰹製薄…麺v」劃赫瞳。

　（攣宿運趣いゆ騨璽鞭胆）

城団“　卜Je細く円呈超＠語間温e申嘉距宴e細くFe攣冨（恥理巽蘭b製造吐鰹鰹網羅細謹v。）楚’罰

　余e湿’トJe細＜F9蝿ゆ洛田鰹e申裏矩嘉Q細＜pe肇冨9妬画ρe円心麺幅。

N　ue細＜F思蝿＠諮問温e申裏矩‘e細くpe遜帽！9舶ゆ物理弊雌b型迎鐘軽軽網羅ぜ細魚e麗’

　卜J嘉脚督9黎Oトノ駆旺価ゆJ潟灸P榊即。

O瞳釧菱RO細くF搬睡国十Φ

　田粁母媚翠撃斑（肝蟹十《母斑㈱佃《ロじ）e1籠e溜に爆為田粁覇傘鯉炬e1籠e溜に急きゆ
遜涌くpe翻選建認bゆ督＜F（岳ト蟹11十母騒ぐF甑11細ギロい）e溜1む想起二’将b想麩瞳斑難敵b認瞳

軽くFe環製慰畑℃痢ゼ田終囎翠轄炬e1籠e溜に思社ゆ恥釧数遍細越迷細＜Fe訓選思毬bゆ細＜F如
尽e蝿ゆ慰製£ゆ。

　　降罎11十母子ミ皿111十［ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　画釧数遍→く囲　芯踵　臨1

　　　田粁繍継轄斑e1籠Q溜亡19吐ゆ阯釧数遍細認瞳細くFe細選慰認価ゆ細＜F
　（製遷瞳鰹斑摺に環辰e1籠渚H）
搬1嗜　越遷継鰹斑濃亡環辰（→くH十閑麗櫓細＜P徳川十→（nい）e1最知慧e蝿・02渚旧稿面。

　　堰1蘇甑1欄干r澱4」十目蝋’甑ギ十→（蘇酋b蕪ギ十ぺ蘇」如「駅￥十図蘇塒1腎搬1曜蕪ギ
　十→（蘇甑1四駅11ゆ終る甑ギ十《蘇澱11ゆ」思詰£＠。

　　蕪＜十ギ駅長r醸一十団照」如r蘇ギ十目蘇駅1醤蘇《ロ陶製渚倉ゆ。
　　堰4」十目照（任r署襖潔く属継鰹怖総嗅脳」如r翌頼画釧喧喧恥」思詰封〆匝蘇9気e1四姫島kゆ。

　N　粗野e緊製思蝿ゆ畳総締惑b禰賑e螺ヨヨ想’蜘樋怖縦陛e陛担翼脚迦稗b面翼頼回1州嶼区想憩
　　頼吐釧似與e魚側裂膾岬嚢和製牌3トノ慧■蜘幡鎌淵麹鯉租⊃トノに・蝕ρe刃b⑱。

　　堰4」十→（蘇任r習頼翠く蔦騒鰹怖総虞蝋」如r署頼唖州嶼剛帥」想繕奪回蘇思気e1腎掴暑kゆ。
　N　醸ギ十目照甑11賢e霞製楚’寝腎e番目…［締e螺…ヨ思〇ニト’新田bゆ。

　　憾ギ十ギ駅長「駅一十団駅蘇1nい」如「駅A」十目照塒1田無1⑩」息溶食噸。

　　燃ギ十く艦長r翼紋翠姻吐鰹笹櫓罎蝋」如r憩襖魁洲嶼略馳」足湯碧一回蘇9灯e1四脚暴戻ゆ。

　N　蕪岬十目蘇燃U醤e畷製楚■寝醤e瞳…日思03ト」磐田bゆ。
　　燃海国十《蘇甑1醤任reゆρ鍾姻e超喫即怖燃陸離b越運転鰹禦釦e聖勲怒る湖物思瞳ゆへρe」
　如r（頸くKe州喫＠怫然陛e聖勲酋b胡物思瞳順ρe如遜v。）」想諮£’r駅国ロい」eF思r’澱国nい

　ellr欄（互いQ111」如暴ぺ匝凹独国ロい甚聡11晋」eド一思r（卜J“①e躍製姻斑甑胆団十《蘇建碑
　ニトノ磐田bゆ馨くロ匙く旧ね。）」如轟皇民’匝ゆe意想気e11ゆ卿暴吠面。

　　園el　I囎→（一←111蘇憩111腎燃10厄燃→（十目蘇’酬（十く駅翼翼」）和声堰く十一蘇ヂ融く十1蘇

　　　怒る堰く十111蘇e畷週足蝿瞳攣医

　　国e111欄や十111照（欄早十く蘇憾11醤〆堰く十閣蘇燃《醤’憾く十国蘇e11堰国野ノ堰く
　　　→一→（蘇堰団醤ダ甑腫十蘇楓ギ晋怒る甑髄団十《艦建碑3ト」磐田価ゆ嚢如如釦ね。）軽め甑ギ幸く

　　　蘇甑1晋（輝釈く十旧蘇甑《晋ノ酸く十国蘇e11堰国晋’堰く十『（蘇蕪団晋’懺悔十蘇蘇ギ1晋

　　　軽め猷梱団十ぺ蘇慰埠ニト」丹田bゆ窪くロ姻釦ね。）e緊製思蝿ゆ選慶

　　蕪海国十《照堰1野駅→（ゆe気息郵el　lゆ如轟咽ゆ。

　　→（e11難く十く駅憩1四e深裂埋樋即㌍製e理豊潤る想欄《十111蘇軽め甑ぺ十閑蝋e曜製
　　　思拓ゆ㌍蔓
　　→（e川　煙駅《十1痢（怒る駅《十目蘇堰1腎（｝J嘉Φe痩型鯉輝欄皿十1照（髄111晋終篇澱阻団十

　　　《蘇製4禦3ト’野田bゆ聖血麹釦ね。）e環裂足舶＠㌍畷

　　轡帽燃11十11ゆ（剛胆）任「、地方厚生支局長、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長」

　如r又は地方厚生支局長」思詰£ゆ。

　　逆帽堰11十111ゆ（剛1国）葭～b逆帽燃11十団ゆ（椰1国）任r又は地方社会保険事務局長」麹r、地

　方厚生局長又は地方厚生支局長」想潜碧ゆ。

　（襲皿騒鰹斑摺に環症e1籠溶出）

　　搬《十く蘇＼嗣e意想蝿e1照如暴戻＠。
　城ぺ幸く磯＼1く　欄ヰミ蘇＼→（堰！四＼鰹製l　I趣コ気ll鰻黙rミ吐釧数遍→く囲＼顰蹙く翌頓吐釧喰蝋

　　！1幅出rく副あ回：釧数遍十く囲蜘樋理慶応・皿小にNr↓郎螺冬N

　　1　欄干ミ蘇＼111臓1晋霞甑11興＼環製1！溢ミ攣轡
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2
　
法
第
九
条
ノ
六
第
二
項
ノ
規
定
二
依
リ
前
項
各
号
二
掲
グ
ル
権
限
ノ
内
地
方
厚
生
支
局
ノ
管
轄
区
域
二
係
ル
モ

　
　
ノ
ハ
地
方
厚
生
支
局
長
二
委
任
ス
但
シ
同
項
第
一
号
ノ
権
限
二
在
リ
テ
ハ
地
方
厚
生
局
長
自
ラ
権
限
ヲ
行
フ
コ
ト

　
　
ヲ
妨
ゲ
ズ

　
　
様
式
第
十
一
号
（
裏
面
）
及
び
様
式
第
十
一
号
ノ
ニ
（
裏
面
）
中
「
落
掛
洋
ゆ
究
弼
珊
誤
訓
知
×
や
卿
畔
ゆ
究
藩
蝦

　
麟
ヨ
蜘
」
を
「
薔
尋
遍
肝
抑
蜘
×
“
卿
薔
尋
価
貯
掛
細
蜘
」
に
改
め
る
。

　
　
様
式
第
十
一
号
ノ
三
（
裏
面
）
及
び
様
式
第
十
二
号
（
裏
面
）
中
「
×
舜
蒔
尋
洋
ゆ
菊
藩
蜘
麟
珈
蜘
」
を
「
ノ
誉

　
誹
細
肝
珈
蜘
×
“
卿
誉
財
画
餅
鴎
醜
蜘
」
に
改
め
る
。

　
（
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

　
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
権
限
の
委
任
）

　
第
十
四
条
　
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
を
そ
れ
ぞ
れ
当
該

　
　
各
号
に
定
め
る
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。

　
　
一
　
法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
委
員
会
に
対
す
る
法
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
十
九
条
の
規
定
に
よ

　
　
　
る
権
限
　
当
該
審
査
委
員
会
が
設
け
ら
れ
た
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
長

　
　
二
　
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
従
た
る
事
務
所
又
は
そ
の
出
張
所
の
代
表
者
、
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他

　
　
　
の
従
業
者
に
対
す
る
法
第
二
十
八
条
第
一
項
及
ぴ
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
（
定
款
の
変
更
の
命
令
を

　
　
　
除
く
。
）
　
当
該
従
た
る
事
務
所
又
は
そ
の
出
張
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
長

　
2
　
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
権
限
の
う
ち
地
方
厚
生
支
局
の
管
轄
区
域
に
係
る

　
　
も
の
は
、
地
方
厚
生
支
局
長
に
委
任
す
る
。

　
　
別
記
様
式
（
裏
面
）
中
「
×
眞
薔
誹
＃
恥
菊
藩
颯
讃
和
知
」
を
7
誉
誹
輯
貯
抑
海
図
舜
薔
誹
価
貯
渦
珈
知
」
に

　
改
め
る
。

　
（
社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
審
査
委
員
会
及
び
社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
特
別
審
査
委
員
会
規
程
の
一
部
改

　
正
）

第
四
条
社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
審
査
委
員
会
及
び
社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
特
別
審
査
委
員
会
規
程
（
昭
和

　
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
五
条
中
「
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
」
を
「
地
方
厚
生
局
長
又
は
地
方
厚
生
支
局
長
」
に
改
め
る
。

　
　
第
五
条
の
二
中
「
地
方
社
会
保
険
事
務
局
に
」
を
「
地
方
厚
生
局
又
は
地
方
厚
生
支
局
に
」
に
、
「
地
方
社
会
保
険

　
事
務
局
長
」
を
「
地
方
厚
生
局
長
又
は
地
方
厚
生
支
局
長
」
に
改
め
る
。

　
　
第
六
条
中
「
地
方
社
会
保
険
事
務
局
」
を
「
地
方
厚
生
局
又
は
地
方
厚
生
支
局
」
に
改
め
る
。

　
　
第
十
三
条
中
「
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
」
を
「
地
方
厚
生
局
長
又
は
地
方
厚
生
支
局
長
」
に
改
め
る
。

　
（
保
険
医
療
機
関
及
ぴ
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三

　
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
目
次
中
「
第
五
条
」
を
「
第
十
条
」
に
、
「
第
六
条
－
第
十
三
条
」
を
「
第
十
一
条
－
第
二
十
二
条
」
に
改
め
る
。

　
　
第
十
四
条
中
「
管
轄
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
」
を
「
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を

　
加
え
る
。

　
2
　
第
十
五
条
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
返
納
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
　
第
十
四
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

　
　
第
十
三
条
中
「
第
九
条
」
を
「
第
六
条
」
に
、
「
地
方
社
会
保
険
事
務
局
」
を
「
地
方
厚
生
局
等
」
に
改
め
、
同
条

　
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。

　
　
第
十
二
条
中
「
管
轄
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
」
を
「
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を

　
加
え
る
。

　
3
　
第
十
五
条
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
申
出
及
び
第
二
項
の
返
納
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
　
第
十
二
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

　
第
十
一
条
中
「
管
轄
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
」
を
「
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

2
　
第
十
五
条
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
第
十
一
条
を
第
十
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
登
録
の
取
消
し
に
係
る
諮
問
）

第
十
九
条
　
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
の
登
録
の
取
消
し
に
係
る
地
方
社
会
保
険
医
療
協
議
会
へ
の
諮
問
は
、
登
録

　
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
が
行
う
も
の
と
す
る
。

　
第
十
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

　
第
九
条
第
一
項
中
「
管
轄
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
」
を
「
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
」
に
、
「
、
届
出
」
を
「
、
そ

の
届
出
」
に
改
め
、
「
書
類
を
」
の
下
に
「
、
そ
の
届
出
が
第
三
号
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
登
録
票
を
」
を
加

え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
三
　
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
健
康
保
険
の
診
療
に
従
事
す
る
保
険
医
又
は
保
険
薬
局
に
お
い
て
健
康
保
険
の
調

　
　
剤
に
従
事
す
る
保
険
薬
剤
師
に
あ
っ
て
は
当
該
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
所
在
地
の
、
法
第
六
十
九
条

　
　
に
規
定
す
る
診
療
所
又
は
薬
局
の
開
設
者
で
あ
る
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
に
あ
っ
て
は
当
該
診
療
所
又
は
薬

　
　
局
の
所
在
地
の
、
そ
の
他
の
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
に
あ
っ
て
は
そ
の
者
の
住
所
地
の
属
す
る
都
道
府
県
に

　
　
変
更
が
あ
っ
た
と
き
。

　
第
九
条
第
二
項
中
「
管
轄
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
」
を
「
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
保
険
医
登
録
票
又
は
保
険
薬
剤
師
登
録
票
（
以
下
登
録
票
と
い
う
。
）
」
を
「
登
録
票
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二

項
を
加
え
る
。

4
　
前
条
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項

　
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
同
項
第
三
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
五
項
中
「
保
険
医
療
機
関
に

　
お
い
て
健
康
保
険
の
診
療
に
従
事
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
前
に
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
健
康
保
険
の
診
療

　
に
従
事
し
て
い
た
」
と
、
「
保
険
薬
局
に
お
い
て
健
康
保
険
の
調
剤
に
従
事
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
前
に
保
険

　
薬
局
に
お
い
て
健
康
保
険
の
調
剤
に
従
事
し
て
い
た
」
と
、
「
法
第
六
十
九
条
に
規
定
す
る
診
療
所
又
は
薬
局
の
開

　
設
者
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
前
に
法
第
六
十
九
条
に
規
定
す
る
診
療
所
又
は
薬
局
の
開
設
者
で
あ
っ
た
」

　
と
、
「
そ
の
者
の
住
所
地
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
者
の
変
更
前
の
住
所
地
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

5
　
登
録
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
は
、
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
由
に
係
る
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、

　
当
該
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
に
登
録
票
を
書
き
換
え
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

　
第
九
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

　
第
八
条
中
「
第
五
条
」
を
「
第
四
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
登
録
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
の
変
更
）

第
十
五
条
　
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
は
、
登
録
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
に
変
更
を
生
ず
る
に
至
っ
た
と

　
き
は
、
十
日
以
内
に
、
保
険
医
登
録
票
又
は
保
険
薬
剤
師
登
録
票
（
以
下
「
登
録
票
」
と
い
う
。
）
を
添
え
て
、
そ

　
の
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
変
更
前
の
登
録
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
変
更
後
の
登
録
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
は
、
前
項
の
届
出
に
基
づ
き
名
簿
に
当
該
保
険
医
又
は
保
険

　
薬
剤
師
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
変
更
前
の
登
録
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
は
、
前
項
の
記
載
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
保
険
医
又
は

　
保
険
薬
剤
師
に
関
す
る
名
簿
の
記
載
を
消
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
変
更
後
の
登
録
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
名
簿
に
記
載
し
た
と
き
は
、
当

　
該
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
に
登
録
票
を
書
き
換
え
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

5
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
健
康
保
険
の
診
療
に
従
事
す
る
保
険
医
又
は
保
険

　
薬
局
に
お
い
て
健
康
保
険
の
調
剤
に
従
事
す
る
保
険
薬
剤
師
に
あ
っ
て
は
当
該
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の

　
所
在
地
を
、
法
第
六
十
九
条
に
規
定
す
る
診
療
所
又
は
薬
局
の
開
設
者
で
あ
る
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
に
あ
っ

　
て
は
当
該
診
療
所
又
は
薬
局
の
所
在
地
を
、
そ
の
他
の
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
に
あ
っ
て
は
そ
の
者
の
住
所
地

　
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
等
の
分
室
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
分
室
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
第
七
条
中
「
第
四
条
第
四
号
」
を
「
第
三
条
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
管
轄
地
方
社
会
保
険
事
務
局

長
」
を
「
登
録
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。
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第
六
条
中
「
令
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
関
す
る
管
轄
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
（
以
下
「
登
録
に
関
す
る

管
轄
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
」
と
い
う
。
）
」
を
「
登
録
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
」
に
、
「
第
六
十
三
条
第

一
項
第
一
号
」
を
「
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
」
に
、
「
第
一
条
第
一
号
」
を
「
第
三
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、

同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
申
請
書
の
提
出
は
、
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
健
康
保
険
の
診
療
に
従
事
す
る
医
師

　
若
し
く
は
歯
科
医
師
又
は
保
険
薬
局
に
お
い
て
健
康
保
険
の
調
剤
に
従
事
す
る
薬
剤
師
に
あ
っ
て
は
当
該
保
険
医

　
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
所
在
地
を
、
法
第
六
十
九
条
に
規
定
す
る
診
療
所
又
は
薬
局
の
開
設
者
で
あ
る
医
師
若

　
し
く
は
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
に
あ
っ
て
は
当
該
診
療
所
又
は
薬
局
の
所
在
地
を
、
そ
の
他
の
医
師
若
し
く
は
歯

　
科
医
師
又
は
薬
剤
師
に
あ
っ
て
は
そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
等
の
分
室
が
あ
る
場
合
に
お
い
て

　
は
、
当
該
分
室
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
第
二
章
中
第
六
条
を
第
十
二
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
登
録
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
）

第
十
一
条
　
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
百
五
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
二
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
厚

　
生
局
長
等
に
委
任
さ
れ
た
法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
の
登
録
の
権
限
は
、
保
険
医

　
療
機
関
に
お
い
て
健
康
保
険
の
診
療
に
従
事
す
る
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
又
は
保
険
薬
局
に
お
い
て
健
康
保
険

　
の
調
剤
に
従
事
す
る
薬
剤
師
に
つ
い
て
は
当
該
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生

　
局
長
等
、
法
第
六
十
九
条
に
規
定
す
る
診
療
所
又
は
薬
局
の
開
設
者
で
あ
る
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
又
は
薬
剤

　
師
に
つ
い
て
は
当
該
診
療
所
又
は
薬
局
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
長
等
、
そ
の
他
の
医
師
若
し
く
は
歯

　
科
医
師
又
は
薬
剤
師
に
つ
い
て
は
そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
長
等
（
以
下
「
登
録
に
関
す
る
管

　
轄
地
方
厚
生
局
長
等
」
と
い
う
。
）
が
行
う
も
の
と
す
る
。

2
　
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
が
同
時
に
二
以
上
の
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
健
康
保
険
の
診
療
に
従
事
し
、
又
は

　
薬
剤
師
が
同
時
に
二
以
上
の
保
険
薬
局
に
お
い
て
健
康
保
険
の
調
剤
に
従
事
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
前
項
の

　
規
定
に
よ
り
そ
の
者
の
登
録
の
権
限
を
行
う
地
方
厚
生
局
長
等
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
の
権
限
は
、
主
と
し

　
て
当
該
診
療
又
は
調
剤
に
従
事
す
る
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
長
等
が

　
行
う
も
の
と
す
る
。

　
第
五
条
中
「
管
轄
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
」
を
「
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

2
　
第
八
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
申
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
第
五
条
を
第
十
条
と
し
、
第
四
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　
第
三
条
第
一
項
中
「
管
轄
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
」
を
「
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

「
第
一
条
」
を
「
第
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
管
轄
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
」
を
「
管
轄
地
方

厚
生
局
長
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
当
該
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
等

　
の
分
室
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
分
室
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
第
三
条
を
第
八
条
と
し
、
第
二
条
を
第
七
条
と
す
る
。

　
第
一
条
の
三
中
「
管
轄
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
」
を
「
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

2
　
第
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
指
定
変
更
申
請
書
及
び
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
第
一
条
の
三
を
第
六
条
と
す
る
。

　
第
一
条
の
二
中
「
第
二
条
」
を
「
第
一
条
」
に
、
「
地
方
社
会
保
険
事
務
局
」
を
「
地
方
厚
生
局
等
」
に
改
め
、
同

条
を
第
五
条
と
す
る
。

　
第
一
条
中
「
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
」
を
「
法
」
に
、
「
保
険
医
療

機
関
及
ぴ
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八

十
七
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
関
す
る
管
轄
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
（
以
下
「
指

定
に
関
す
る
管
轄
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
」
と
い
う
。
）
」
を
「
指
定
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
」
に
改
め
、

同
条
第
一
号
中
「
登
録
票
」
を
「
許
可
証
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
申
請
書
及
び
書
類
の
提
出
は
、
当
該
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
の
所
在
地
を

　
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
又
は
地
方
厚
生
支
局
（
以
下
「
地
方
厚
生
局
等
」
と
い
う
。
）
の
分
室
が
あ
る
場
合
に
お
い

　
て
は
、
当
該
分
室
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　
第
一
条
を
第
三
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
指
定
に
係
る
諮
問
）

　
第
四
条
　
保
険
医
療
機
関
若
し
く
は
保
険
薬
局
の
指
定
又
は
そ
の
指
定
の
取
消
し
に
係
る
地
方
社
会
保
険
医
療
協
議

　
　
会
へ
の
諮
問
は
、
当
該
病
院
若
し
く
は
診
療
所
若
し
く
は
薬
局
又
は
当
該
保
険
医
療
機
関
若
し
く
は
保
険
薬
局
の

　
　
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
長
等
が
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　
第
一
条
及
び
第
二
条
と
し
て
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　
　
（
権
限
の
委
任
）

　
第
一
条
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
（
以
下

　
　
「
令
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
第
一
条
（
令
第
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

　
　
及
び
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。

　
2
　
令
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
前
項
に
規
定
す
る
地
方
厚
生
局
長
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
支
局
長
に
委
任

　
　
す
る
。

　
　
（
指
定
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
）

　
第
二
条
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
五
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
二
及

　
　
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
厚
生
局
長
又
は
地
方
厚
生
支
局
長
（
以
下
「
地
方
厚
生
局
長
等
」
と
い
う
。
）

　
　
に
委
任
さ
れ
た
健
康
保
険
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
保
険
医
療
機

　
　
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
の
権
限
は
、
当
該
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生

　
　
局
長
等
（
以
下
「
指
定
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
」
と
い
う
。
）
が
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　
様
式
第
一
号
（
表
面
）
、
様
式
第
一
号
の
二
（
表
面
）
、
様
式
第
二
号
（
表
面
）
、
様
式
第
三
号
及
び
様
式
第
四
号

　
中
「
薔
廿
洋
ゆ
菊
藩
珊
漆
迦
湘
」
を
「
蒔
誹
細
餅
（
糾
）
抑
湘
」
に
改
め
る
。

　
（
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条
保
険
医
療
機
関
及
ぴ
保
険
医
療
養
担
当
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

　
に
改
正
す
る
。

　
　
第
二
条
の
三
中
「
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
」
を
「
地
方
厚
生
局
長
若
し
く
は
地
方
厚
生
支
局
長
」
に
改
め
る
。

　
　
第
十
一
条
の
三
中
「
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
」
を
「
地
方
厚
生
局
長
又
は
地
方
厚
生
支
局
長
」
に
改
め
、
同
条

　
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
2
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
当
該
保
険
医
療
機
関
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
又
は
地
方
厚
生
支
局

　
　
の
分
室
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
分
室
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
（
保
険
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条
　
保
険
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

　
に
改
正
す
る
。

　
　
第
二
条
の
二
中
「
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
」
を
「
地
方
厚
生
局
長
若
し
く
は
地
方
厚
生
支
局
長
」
に
改
め
る
。

　
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条
　
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
五
条
の
八
第
一
項
中
「
第
一
条
の
三
」
を
「
第
一
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
一
条
の
四
」
を
「
第
一

　
条
の
二
」
に
改
め
る
。

　
　
第
十
三
条
第
一
項
中
「
前
条
各
号
」
を
「
第
十
二
条
各
号
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
条
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
」
に
、
「
第
一
条
の
三
」
を
「
第
一
条
」
に
、
「
第
一
条
の
四
」

　
を
「
第
一
条
の
二
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
第
三
号
中
「
第
三
項
第
二
号
」
を
「
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
六
条
の
六
の
三
中
「
適
用
に
関
し
て
は
」
の
下
に
「
、
同
条
第
一
号
中
「
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号

　
ハ
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二

　
号
）
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
第
三
号
イ
及
び
ロ
の
区
分
に
従
い
そ
れ
ぞ
れ
同
号
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
者
の
す
べ
て

　
に
つ
い
て
同
号
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の
と
保
険
者
が
認
め
た
被
保
険
者
」
と
」
を
加
え
、
「
国
民
健
康
保
険
法
施

　
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
第
二
十
九
条
の
四
」
を
「
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条

　
の
四
」
に
改
め
る
。
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第
二
十
七
条
の
十
四
の
二
第
二
項
及
び
第
五
項
中
「
第
一
条
の
三
」
を
「
第
一
条
」
に
改
め
る
。

　
第
二
十
八
条
第
九
項
中
「
第
一
条
の
四
」
を
「
第
一
条
の
二
」
に
改
め
る
。

　
第
三
十
二
条
の
三
中
「
第
一
条
の
三
」
を
「
第
一
条
」
に
改
め
る
。

　
第
三
十
二
条
の
九
の
二
の
見
出
し
中
「
第
二
十
九
条
の
七
第
二
項
」
を
「
第
二
十
九
条
の
七
第
三
項
」
に
、
「
第
七

号
」
を
「
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
の
七
節
二
項
」
を
「
第
二
十
九
条
の
七
節
三
項
」
に
、

「
同
項
第
七
号
」
を
「
同
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
中
「
第
百
九
条
第
一
項
」
を
「
第
百
十
九
条
の
二
第
一
項
」
に
、
「
法
第
百
六
条
第
一
項

及
び
第
百
八
条
に
規
定
す
る
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

　
　
一
　
法
第
四
十
一
条
第
一
項
（
法
第
五
十
二
条
第
六
項
、
第
五
十
二
条
の
二
第
三
項
、
第
五
十
三
条
第
三
項
及
び

　
　
　
第
五
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
（
法
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
、

　
　
　
第
五
十
二
条
第
六
項
、
第
五
十
二
条
の
二
第
三
項
、
第
五
十
三
条
第
三
項
及
び
第
五
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お

　
　
　
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
権
限
（
法
弟
四
十
五
条
第
三
項
（
法
第
五
十
二
条
第
六
項
、
第

　
　
　
五
十
二
条
の
二
第
三
項
、
第
五
十
三
条
第
三
項
及
び
第
五
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

　
　
　
む
。
次
号
及
び
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
別
段
の
定
め
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

　
　
二
　
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
（
法
第
五
十
二
条
第
六
項
、
第
五
十
二
条
の
二
第
三
項
、
第
五
十
三
条
第
三
項

　
　
　
及
び
第
五
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
権
限
（
法
第
四
十
五
条
第

　
　
　
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
別
段
の
定
め
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

　
　
三
　
法
第
五
十
四
条
の
二
の
二
（
法
第
五
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

　
　
　
る
権
限

　
　
四
　
法
第
五
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
法
第
五
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

　
　
　
定
に
よ
る
権
限

　
　
五
　
法
第
百
六
条
第
一
項
及
び
第
百
八
条
の
規
定
に
よ
る
権
限

　
　
六
　
法
第
百
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
（
法
第
四
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
別
段
の

　
　
　
定
め
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

　
　
第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
中
「
第
百
九
条
第
二
項
」
を
「
第
百
十
九
条
の
二
第
二
項
」
に
、
「
前
項
」
を
「
前
項
各

　
　
　
た
だ
し
、
同
項
第
六
号
の
権
限
に
あ
っ
て
は
、
地
方
厚
生
局
長
が
自
ら
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

　
　
第
四
十
四
条
の
三
を
第
四
十
四
条
の
二
と
す
る
。

　
　
様
式
第
一
号
の
五
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

蕪
協
調
－
巾
S
団
S
口
（
頴
十
口
氷
3
口
囲
索
）

　
号
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。
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叢
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蕪
蝋
　
一
・
臼
3
嵐
叢
姻
“
銑
諏
圧
叫
ぶ
嘩
叢
時
置
注
C
パ
ノ
画
t
3
嘩
辛
π
武
C
パ
つ
葎
鵡
蔚
画
一
障
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駅
頭
醸
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＞
q
偉
π
寄
島
叫
ぴ
∩
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N
・
臼
3
誼
蕗
舜
’
＞
豊
“
蝋
伴
叫
酬
臼
斥
。

　
　
　
ω
・
像
畑
噛
猷
ぴ
伴
世
外
巾
蔦
3
田
瑚
蒔
囎
C
〈
糊
油
叫
卵
円
㏄
弾
く
ヨ
畑
O
測
温
贈
営
菌
餌
臼
㏄
州
3
凄

　
　
　
　
熱
燗
3
盤
騰
磁
曽
鴻
伽
臼
㏄
堂
頑
簡
ぴ
田
代
。

　
　
様
式
第
一
号
の
七
（
表
面
）
中
「
被
保
険
者
名
」
を
「
被
保
険
者
」
に
、
同
様
式
（
裏
面
）
中
「
減
額
認
定
証
」

　
を
「
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
」
に
改
め
る
。

　
　
様
式
第
三
（
裏
面
）
中
「
薔
掛
洋
ゆ
究
醒
無
漆
細
知
」
を
「
諄
断
面
肝
魂
蜘
’
蒔
誹
癩
肝
鴎
魂
蜘
」
に
改
め
る
。

　
　
様
式
第
三
の
二
（
裏
面
）
中
「
苗
誹
洋
ゆ
霜
弼
蜴
漆
迦
畑
」
を
「
言
掛
細
肝
油
蜘
ノ
誉
叫
細
肝
糾
醜
勲
」
に
改
め
、

　
「
面
鰯
×
“
艸
」
を
削
る
。

　
　
様
式
第
六
（
裏
面
）
中
「
輯
陪
聴
慈
湯
田
×
“
卿
書
風
濠
知
醤
蝦
碧
」
を
「
価
陪
聴
慈
汁
同
苗
計
画
肝
魂
蜘
♂
誉

　
尋
価
貯
糾
湘
蜘
図
“
僻
書
磁
蚕
知
杏
劇
暑
」
に
改
め
る
。

　
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部

　
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
百
十
九
条
第
一
項
中
「
法
第
十
条
及
び
第
百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、

　
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

　
　
一
　
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
権
限

　
　
二
　
法
第
六
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
（
法
第
七
十
条
第
二
項
（
法
第
七
十
四
条
第
十
項
、
第
七
十
五

　
　
　
条
第
七
項
、
第
七
十
六
条
第
六
項
及
び
第
八
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
及
び
第

　
　
　
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
別
段
の
定
め
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

　
　
三
　
法
第
六
十
六
条
第
一
項
（
法
第
七
十
四
条
第
十
項
、
第
七
十
五
条
第
七
項
、
第
七
十
六
条
第
六
項
及
び
第
八

　
　
　
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
（
法
第
七
十
二
条
第
二
項
、
第
七
十
四
条
第

　
　
　
十
項
、
第
七
十
五
条
第
七
項
、
第
七
十
六
条
第
六
項
及
び
第
八
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

　
　
　
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
権
限
（
法
第
七
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
別
段
の
定
め
に
係
る
も
の
を
除

　
　
　
く
。
）

　
　
四
　
法
弟
七
十
二
条
第
一
項
（
法
第
七
十
四
条
第
十
項
、
第
七
十
五
条
第
七
項
、
第
七
十
六
条
第
六
項
及
び
第
八

　
　
　
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
権
限
（
法
弟
七
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

　
　
　
り
定
め
ら
れ
た
別
段
の
定
め
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

　
　
五
　
法
第
八
十
条
（
法
弟
八
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
権
限

　
　
六
　
法
第
八
十
一
条
第
一
項
（
法
第
八
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
権
限

　
　
七
　
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
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第
百
十
九
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
　
　
た
だ
し
、
同
項
第
二
号
の
権
限
に
あ
っ
て
は
、
地
方
厚
生
局
長
が
自
ら
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

　
　
様
式
第
六
号
（
裏
面
）
、
様
式
第
七
号
（
裏
面
）
、
様
式
第
八
号
（
裏
面
）
及
び
様
式
第
九
号
（
裏
面
）
中
「
薔
誹

　
洋
ゆ
究
弼
珊
液
面
蜘
」
を
「
落
断
面
肝
油
知
’
薔
母
楓
時
圏
油
油
」
に
改
め
る
。

　
　
様
式
第
十
一
号
（
裏
面
）
中
「
’
落
掛
洋
ゆ
究
藩
珊
齪
諏
蜘
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
日
本
年
金
機
構
法
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
に
よ
る

　
改
正
前
の
健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
第
九
号
、
第
十
一
号
、

　
第
十
三
号
、
第
十
九
号
又
は
第
二
十
号
の
規
定
に
よ
り
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
が
し
た
指
定
そ
の
他
の
処
分
又
は

　
通
知
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
の
法
令
の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
、
地
方

　
厚
生
局
長
又
は
地
方
厚
生
支
局
長
が
し
た
指
定
そ
の
他
の
処
分
又
は
通
知
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

2
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
七
十
四
条
、
第
七
十
六
条
若
し
く
は
第
七
十
八
条
、
保
険

　
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令

　
第
八
十
七
号
）
又
は
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省

　
令
の
規
定
に
よ
り
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
に
対
し
て
さ
れ
て
い
る
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
省
令
の

　
施
行
後
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
の
法
令
の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
、
地
方
厚
生
局
長
又
は
地
方
厚
生
支
局
長
に
対

　
し
て
さ
れ
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

O
農
林
水
産
省
令
第
六
十
号

　
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律

第
五
十
七
号
）
及
び
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
（
平

成
十
九
年
法
律
第
七
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に

関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融

公
庫
法
及
び
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
の
施
行
に

伴
う
農
林
水
産
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
農
林
水
産
大
臣
　
石
破
　
　
茂

　
　
　
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
及
ぴ
株
式
会
社

　
　
　
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
の
施
行
に
伴
う
農
林
水
産

　
　
　
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令

　
（
農
地
法
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
）

第
一
条
次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「
農
林
漁
業
金
融

　
公
庫
」
を
「
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
」
に
改
め

　
る
。

　
一
　
農
地
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
農
林
省
令
第

　
　
七
十
九
号
）
第
三
条
第
四
号

　
二
　
酪
農
及
び
肉
用
牛
生
産
の
振
興
に
関
す
る
法
律
施

　
　
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
農
林
省
令
第
五
十
一
号
）

　
　
第
二
条
の
五
第
三
号

　
三
　
国
有
林
野
の
活
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭

　
　
和
四
十
六
年
農
林
省
令
第
六
十
一
号
）
第
一
条
第
一

　
　
号
ロ

　
四
　
林
業
経
営
基
盤
の
強
化
等
の
促
進
の
た
め
の
資
金

　
　
の
融
通
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成

　
　
五
年
農
林
水
産
省
令
第
三
十
五
号
）
第
五
条
第
一
号

　
（
山
村
振
興
法
第
十
七
条
の
農
林
漁
業
の
経
営
改
善
又

　
は
振
興
の
た
め
の
計
画
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
村
振
興
法
第
十
七
条
の
農
林
漁
業
の
経
営
改

　
善
又
は
振
興
の
た
め
の
計
画
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五

　
十
年
農
林
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

　
改
め
る
。

　
　
第
一
条
第
五
号
中
「
農
林
漁
業
金
融
公
庫
法
（
昭
和

　
二
十
七
年
法
律
第
三
百
五
十
五
号
）
別
表
第
二
の
第
五

　
号
」
を
「
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
（
平
成
十

　
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）
別
表
第
五
の
第
五
号
」
に
改

　
め
る
。

　
　
第
二
条
第
五
号
中
「
農
林
漁
業
金
融
公
庫
法
別
表
第

　
二
の
第
五
号
」
を
「
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法

　
別
表
第
五
の
第
五
号
」
に
改
め
る
。

　
（
漁
業
経
営
の
改
善
及
び
再
建
整
備
に
関
す
る
特
別
措

　
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
漁
業
経
営
の
改
善
及
び
再
建
整
備
に
関
す
る
特

　
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
農
林
省
令
第
二

　
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
別
記
様
式
第
一
号
別
紙
七
中
「
睡
糞
鋒
淋
ゆ
輿
珍
屈
」

　
を
「
繋
跳
ゆ
津
田
銑
痔
無
紗
馨
分
岳
」
に
改
め
る
。

　
（
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
第
二
十
六
条
の
農

　
林
漁
業
の
経
営
改
善
又
は
振
興
の
た
め
の
計
画
に
関
す

　
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
第
二
十
六
条

　
の
農
林
漁
業
の
経
営
改
善
又
は
振
興
の
た
め
の
計
画
に

　
関
す
る
省
令
（
平
成
十
二
年
農
林
水
産
省
令
第
四
十
七

　
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
第
一
条
第
五
号
中
「
農
林
漁
業
金
融
公
庫
法
（
昭
和

　
二
十
七
年
法
律
第
三
百
五
十
五
号
）
別
表
第
二
の
第
五

　
号
」
を
「
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
（
平
成
十

　
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）
別
表
第
五
の
第
五
号
」
に
改

　
め
る
。

　
　
第
二
条
第
五
号
中
「
農
林
漁
業
金
融
公
庫
法
別
表
第

　
二
の
第
五
号
」
を
「
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法

　
別
表
第
五
の
第
五
号
」
に
改
め
る
。

　
（
農
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条
農
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
農

　
林
水
産
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

　
め
る
。

　
　
第
二
十
二
条
の
十
二
第
二
号
ハ
中
「
、
商
工
組
合
中

　
央
金
庫
法
（
昭
和
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
十
条

　
ノ
ニ
ノ
三
に
規
定
す
る
特
定
預
金
」
を
削
り
、
「
及
び
農

　
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第

　
五
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
」
を
「
、
農

　
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第

　
五
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
及
び
株
式
会

　
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
七
十

　
四
号
）
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
」
に
改

　
め
る
。

　
　
別
紙
様
式
第
六
号
6
第
六
1
⑧
イ
②
中
「
畑
糞
鋒
糠

　
ゆ
鯉
励
楓
」
を
「
薬
跳
ゆ
＃
田
銑
痔
繍
ゆ
鯉
励
岳
」
に

　
改
め
、
同
様
式
第
六
1
⑧
イ
③
中
「
贈
糞
鋒
鷺
ゆ
甦
励

　
岳
蹄
ゆ
」
を
「
雲
斗
ゆ
＃
m
一
銚
痔
輝
ゆ
醒
励
海
路
紗
」

　
に
改
め
る
。

　
（
水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条
水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年

　
農
林
水
産
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め

　
る
。

　
　
第
三
十
二
条
第
二
号
ハ
中
「
、
商
工
組
合
中
央
金
庫

　
法
（
昭
和
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
十
条
ノ
ニ
ノ

　
三
に
規
定
す
る
特
定
預
金
」
を
削
り
、
「
及
び
農
林
中
央

　
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
五
十
九

　
条
の
三
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
」
を
「
、
農
林
中
央

　
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
五
十
九

　
条
の
三
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
及
び
株
式
会
社
商
工

　
組
合
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
七
十
四
号
）

　
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
」
に
改
め
る
。

　
　
第
六
十
九
条
第
二
項
第
六
号
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と

　
し
、
二
か
ら
ト
ま
で
を
ハ
か
ら
へ
ま
で
と
す
る
。

　
　
別
紙
様
式
第
六
号
H
第
五
1
9
ω
中
「
職
糞
懸
想
紗
齋

　
坤
岳
」
を
「
黄
ゆ
洋
□
銚
簿
湘
紗
聲
倉
岳
」
に
改
め
、

　
同
様
式
第
五
2
6
q
D
②
中
「
職
敦
鋒
懸
ゆ
譜
珍
海
路
ゆ
」

　
を
「
菜
跳
ゆ
＃
□
銚
興
繍
ゆ
躍
惇
楓
痛
ゆ
」
に
改
め
、

　
同
様
式
第
五
2
6
ω
③
中
「
睡
＃
鋒
滌
除
鯉
倉
岳
」
を
「
蕪

　
跳
ゆ
津
田
銑
興
繍
紗
鯉
珍
屈
」
に
改
め
る
。

　
　
別
紙
様
式
第
七
号
e
第
五
1
9
㈹
中
「
贈
糞
鋒
海
砂
聲

　
ゆ
厩
」
を
「
責
ゆ
洋
田
銚
興
遍
ゆ
醒
励
風
」
に
改
め
、

　
同
様
式
第
五
1
9
G
り
①
中
「
畑
＃
鋒
鵜
ゆ
馨
励
楓
」
を
「
蕪

　
跳
ゆ
津
田
銑
興
繍
ゆ
甦
倉
岳
」
に
、
「
臨
鵡
ゆ
鯉
倉
岳
」

　
を
「
謄
陸
識
興
蕗
＞
蒔
繭
ゆ
鯉
糾
臨
藻
轟
」
に
改
め
る
。

　
　
別
紙
様
式
第
八
号
日
第
五
1
7
ω
中
「
職
糞
藩
惣
ゆ
鯉

　
励
磁
」
を
「
黄
ゆ
津
田
銚
興
熟
紗
聲
励
冊
」
に
改
め

　
る
。

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施

　
行
ず
る
。

　
（
水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う

　
経
過
措
置
）

第
二
条
　
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
の
施
行
の
日

　
前
に
商
工
組
合
中
央
金
庫
が
発
行
し
た
短
期
商
工
債
に

　
つ
い
て
の
水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
の
規
定
の
適

　
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
短
期
商
工
債
を
同
規
則
第
六
十

　
九
条
第
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
債
券
と
み
な
す
。

O
農
林
水
産
省
令
第
六
十
一
号

　
種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
五
条
第
一

項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た

め
、
種
苗
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

　
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
農
林
水
産
大
臣
　
石
破
　
　
茂

　
　
　
種
苗
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
種
苗
法
施
行
規
則
（
平
成
十
年
農
林
水
産
省
令
第
八
十

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
五
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
五
　
農
林
漁
業
有
機
物
資
源
の
バ
イ
オ
燃
料
の
原
材
料

　
　
と
し
て
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

　
　
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の

　
　
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
農

　
　
林
漁
業
有
機
物
資
源
の
バ
イ
オ
燃
料
の
原
材
料
と
し

　
　
て
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成

　
　
　
　
　
農
林
水
産
省

　
　
二
十
年
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）
第
十
条
の
確
認
書

　
　
　
　
　
環
　
境
　
省

　
　
の
番
号



　
　
　
　
ポ

写
｛

F
．
奮
．
露
！
1
・

保発第0930003号
平成20年9月30日

地方厚生（支）局長

地方社会保険事務局長

都道府県知事

殿

　　　　　　　　　　　　　　　　一鞭澗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞭聾蟹

日本年金機構法の一部の施行に伴う関係政令の整備に

関する政令等の施行について

　日本年金機構法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成20年政令第

307号。以下r改正政令」という。）が平成20年9月24日に、また、日本年金機

構法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令（平成20年厚生労働

省令第150号。以下r改正省令」という。）が本日公布され、いずれも平成20年1

0月1日から施行されるところである。

　これらの改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、その運用に当たっては

十分に留意の上、遺漏なきを期されたい。

記

第1　改正の趣旨及び主な内容

　平成20年10月以降に予定されている社会保険庁の再編成に伴う事務の移管によ

り、保険医療機関等に対する指導、監査等の事務については、平成20年10月1日

以降、地方厚生（支）局が実施することとしていることを踏まえ、厚生労働大臣から

地方社会保険事務局長に委任されている保険医療機関等に対する指導、監査等に関す

る権限を地方厚生（支）局長に移管する等の改正を行うものである。
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第2　改正の具体的内容

1　健康保険法施行令、船員保険法施行令、国民健康保険法施行令及び高齢者の医療

の確保に関する法律施行令の一部改正（改正政令第1条、第2条、第4条及び第7

条関係）

　現在、厚生労働大臣から地方社会保険事務局長に委任している権限のうち、保険

医療機関等の指導及び監査並びに保険医療機関等の指定等に関するものに係る委任

を終了すること。

2　健康保険法施行規則の一部改正，（改正省令第1条関係）

（1）指定訪問看護事業者の指定関係（第74条、第76条及び第78条関係）

　　指定訪問看護事業者の指定の申請又は指定訪問看護事業者の事業の廃止、休止

　若しくは再開の届出に係る関係書類の提出先を地方厚生（支）局長とすること。

　　また、提出の際、事業所の所在地を管轄する地方厚生（支）局の分室がある場合

　　には、当該分室を経由して提出するものとすること。

（2）厚生労働大臣から地方厚生（支）局長への権限の委任関係（第159条関係）

　　保険医療機関等の指導及び監査、保険医療機関奪の指定等に関する厚生労働大

　　臣の権限を地方厚生（支）局長に委任すること。また、地方厚生（支）局長に委

　任することに伴い、施行規則に定められている検査証の様式について、所要の改

　　正を行うこと。

3　船員保険法施行規則、国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する

法律施行規則の一部改正（改正省令第2条、第8条及び第9条関係）

　保険医療機関等の指導及び監査等に関する厚生労働大臣の権限を地方厚生（支）

局長に委任すること。また、地方厚生（支）局長に委任することに伴い、各施行規

則に定められている検査証の様式について、所要の改正を行うこと。

4　保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政

令及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関す

　る省令の一部改正（改正政令第3条及び改正省令第5条関係）

（1）保険医療機関等の指定に関する公示、保険医名簿等の管理、登録票の交付、保

　　険医等の登録に関する公示に関する厚生労働大臣の権限を地方厚生（支）局長に

　　委任すること。

（2）指定に関する地方厚生（支）局長の管轄を病院若しくは診療所又は薬局の所在

　　地を管轄する地方厚生（支）局長とすること。

（3）登録に関する地方厚生（支）局長の管轄を、保険医療機関において健康保険の

　　診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従

　　事する薬剤師については当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方

　　厚生（支）局長、健康保険法第69条に規定する診療所又は薬局の開設者である

　　医師若しくは歯科医師又は薬剤師については当該診療所又は薬局の所在地を管轄
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　する地方厚生（支）局長、その他の医師若しくは歯科医師又は薬剤師については

　その者の住所地を管轄する地方厚生（支）局長とすること。

（4）保険医等が従事する保険医療機関等又はその者の住所地に関して、都道府県に

　変更があったときには、速やかに、管轄の地方厚生（支）局長に届け出るものと

　すること。

（5）指定の申請等の手続について、手続を行う者に関係する施設等の所在地を管轄

　する地方厚生（支）局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うものとす

　ること。

5　社会保険診療報酬支払基金法施行令及び社会保険診療報酬支払基金法施行規則の

一部改正（改正政令第5条及び改正省令第3条関係）

　　現在、厚生労働大臣から地方社会保険事務局長に委任している社会保険診療報酬

支払基金（以下r基金」という。）の従たる事務所の行う業務の監督に関する権限

について、地方社会保険事務局長への委任を終了し、地方厚生（支）局長に委任す

　ること。また、地方厚生（支）局長に委任することに伴い、施行規則に定められて

いる検査証の様式について、・所要の改正を行うこと。

　　なお、基金の従たる事務所の行う業務の監督に関する具体的な事務取扱いについ

ては、追って通知すること。

6　社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会

規程の一部改正（改正省令第4条関係）

　　指定訪問看護事業者又は指定医療機関に関する診療内容又は診療報酬請求の著し

い不正又は不当の事実を発見したときの通報先を、その所在する区域を管轄する地

方社会保険事務局長から地方厚生（支）局長に変更すること。

7　社会保険医療協議会令の一部改正（改正政令第6条関係）

　　日本年金機構法（平成19年法律第1’09号）附則第27条による改正後の社会

保険医療協議会法（昭和25年法律第47号）において、地方社会保険医療協議会

　（以下r地方協議会」という。）の設置を地方社会保険事務局から地方厚生（支）

局に変更したこと及び地方協議会に臨時委員を置くことができることとしたことに

伴い、所要の改正を行うこと。

　　なお、地方協議会の運営に関する具体的な事務取扱いについては、追って通知す

　ること。

8　保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正（改正省令第6条関係）

　　保険医療機関が実施する厚生労働大臣が定める療養の給付の担当に関する事項の

定期的な報告について、報告先を地方社会保険事務局長から地方厚生（支）局長に

改めることとすること。また、報告の際、保険医療機関の所在地を管轄する地方厚

生（支）局の分室がある場合には、当該分室を経由して報告するものとすること。

3



9　健康保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置（改正省令附則第2条関係）

　　改正省令の施行前に地方社会保険事務局長が行った保険医療機関の指導及び監査

並びに保険医療機関等の指定等に関する処分等については、施行後は、施行後の関

係法令に基づき、地方厚生（支）局長が行ったものとみなすものとすること。また、

改正省令の施行前に地方社会保険事務局長に対してされている保険医療機関等の指

定等に関する申請等は、施行後は、施行後の関係法令に基づき、地方厚生（支）局

長に対してされたものとみなすものとすること。

4一
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地方厚生（支）局長
地方社会保’険事務局長
都道府県民生主管部（局）

　国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）

　後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課

鍵繭瞳榿

鼠蹊冒螺

幅
躍
嘗
賑
い

藩
醗一

溜

　
　
理

　
　
管

　
　
療

　
　
医

　
　
科

　
　
歯

　
　
局

　
　
険

　
　
保

　
　
省
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労

　
　
生

　
　
厚

日本年金機構法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令等の

施行に伴う関係諸通知の取扱いについて

　日本年金機構法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成20年政令第307

号）が平成20年9月24日に、また、日本年金機構法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省

令の整備に関する省令（平成20年厚生労働省令第150号）及び診療報酬の算定方法の一部

を改正する件（平成20年厚生労働省告示第468号）等が本日公布され、それぞれ平成20年1

0月1日から施行又は適用されることにより、．従来社会保険事務局長が行っていた保険．医

療機関等に対する指導1’監督、．保険医療機関等の指定、保険医等の登録、保険医療機関等

の診療報酬算定に必要な届出の受理等の事務については、地方厚生（支）局長に移管され

ることとなる。

　これらの改正に伴い、従来地方社会保険事務局長あてに発出してきた当課関係の通知等

（保険局長、当職及び医療指導監査室長が発出した通知及び事務連絡をいう。）のうちこ

れら移管される事務に関するもの（以下r通知等」という。）については、今後、地方厚

生（支）局長あてに発出したものとみなし、通知等の関係規定中「地方社会保険事務局長」

又はr社会保険事務局長」とあるのはr地方厚生（支）局長』と、「地方社会保険事務局」

又はr社会保険事務局」とあるのはr地方厚生（支）局」と読み替えるものとするので、

今後の事務処理に遺漏なきを期されたい。
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称

位
置

管
轄
区
域

第
一
分
室

徳
島
市

徳
島
県

第
二
分
室

松
山
市

愛
媛
県

第
三
分
室

高
知
市

高
知
県

　
別
表
第
五
熊
本
の
款
熊
本
（
上
益
城
）
の
項
管
轄
区
域
の
欄
中
「
熊
本
市
」
の
下
に
「
（
宇
城
公
共
職
業
安
定
所
の
管

轄
区
域
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
款
宇
城
の
項
管
轄
区
域
の
欄
中
「
宇
土
市
」
を
「
熊
本
市
の
う
ち
富
合
町
、
宇
土
市
」

に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
五
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十

　
年
十
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
労
働
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を

　
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
四
条
の
二
の
二
第
三
号
中
「
国
立
身
体
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
」
を
「
国
立
障
害
者
リ
ハ
ビ

　
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

　
（
不
動
産
登
記
の
嘱
託
職
員
を
指
定
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条
不
動
肇
記
の
嘱
託
賢
を
指
定
す
る
省
令
（
平
成
＋
二
年
耀
讐
第
五
号
）
の
一
部
羨
の
考
に
改

　
正
す
る
。

　
　
「
国
立
身
体
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
総
長
」
を
「
国
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

　
総
長
」
に
改
め
る
。

　
（
厚
生
労
働
省
関
係
研
究
交
流
促
進
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条
厚
生
労
働
省
関
係
研
究
交
流
促
進
法
施
行
規
則
（
平
成
＋
二
年
耀
讐
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

　
改
正
す
る
。

　
　
第
一
条
の
表
国
立
高
度
専
門
医
療
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
国
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
研
究
所
」
の
下
に
「
並
び
に
中
央
病

　
院
臨
床
試
験
・
治
療
開
発
部
」
を
加
え
、
「
及
び
病
院
エ
イ
ズ
治
療
・
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
」
を
「
並
び
に
戸
山
病
院

　
エ
イ
ズ
治
療
・
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
及
び
国
府
台
病
院
肝
炎
・
免
疫
研
究
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
「
国
立
成
育
医
療
セ

　
ン
タ
ー
研
究
所
」
の
下
に
「
及
び
病
院
臨
床
研
究
開
発
部
」
を
加
え
、
同
表
中
「
国
立
身
体
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

　
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
」
を
「
国
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
条
の
表
中
「
国
立
身
体
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
」
を
「
国
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

　
ン
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

O
厚
生
労
働
省
令
第
百
四
十
九
号

　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
一
部
の
施
行
及
び
全
国
健
康
保
険

協
会
の
設
立
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
二
百
八
十
三
号
）
の

施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
律
及
び
関
係
政
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
全
国
健
康
保
険
協
会
の
設
立
に
伴
う
厚
生
労
働

省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
　
　
全
国
健
康
保
険
協
会
の
設
立
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令

　
（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
目
次
中
「
第
二
条
の
五
」
を
「
第
二
条
の
八
」
に
、
「
第
百
三
十
五
条
一
第
百
五
十
三
条
」
を
「
第
百
三
十
四
条
の

　
二
一
第
百
五
十
三
条
の
三
」
に
改
め
る
。

　
　
第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
（
選
択
）

　
第
一
条
　
被
保
険
者
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
同
時
に
二
以
上
の
事
業
所
又
は
事
務
所
（
第

　
　
七
十
四
条
、
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
九
条
を
除
き
、
以
下
「
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
使
用
さ
れ
る
場
合
に
お
い

　
　
て
、
保
険
者
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
の
被
保
険
者
の
保
険
を
管
掌
す
る
保
険
者
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
い
。

　
2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
被
保
険
者
が
健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
。
以
下
「
令
」

　
　
と
い
う
。
）
第
六
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
被
保
険
者
に
関
す
る
令
第
六
十
三
条
第
一
項

　
　
各
号
の
権
限
を
行
う
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
若
し
く
は
社
会
保
険
事
務
所
長
（
以
下
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
」

　
　
と
い
う
。
）
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
第
二
条
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
、
「
そ
の
選
択
し
よ
う
と
す
る
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
」

を
「
全
国
健
康
保
険
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
を
選
択
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
社
会
保
険
事
務
所
長
等
に
、

健
康
保
険
組
合
を
選
択
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
一
　
事
業
所
整
理
記
号
及
び
被
保
険
者
整
理
番
号
（
健
康
保
険
組
合
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
に
あ
っ
て
は
、
被
保

　
　
　
険
者
証
の
記
号
及
び
番
号
）

　
　
第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
4
　
前
三
項
の
規
定
は
、
前
条
第
二
項
の
選
択
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
全
国
健

　
　
康
保
険
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
を
選
択
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
社
会
保
険
事
務
所
長
等
に
、
健
康
保
険

　
　
組
合
を
選
択
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
健
康
保
険
組
合
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
の
選
択
し
よ
う
と
す
る
社
会
保
険
事
務

　
　
所
長
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
　
第
二
条
の
四
第
一
項
中
「
全
国
健
康
保
険
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
」
を
「
協
会
」
に
改
め
る
。

　
第
一
章
第
一
節
の
二
中
第
二
条
の
五
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

　
　
（
協
会
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

第
二
条
の
六
法
第
五
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す

　
　
る
。

　
　
一
　
第
十
九
条
、
第
二
十
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
、
第
三
十
条
、

　
　
第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
適
用
事
業
所
の
事
業
主
に
係
る
届
出
又
は
申
請
に
関
す
る
事
項

　
　
二
　
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
八
条
、
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
九
条
第
一
項
、
第
三
十
二
条
第

　
　
　
一
項
、
第
三
十
七
条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
の
資
格
等
に
係

　
　
　
る
届
出
並
び
に
第
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
証
の
訂
正
に
関
す
る
事
項

　
　
三
　
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
の
二
及
ぴ
第
三
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
被
保

　
　
険
者
の
報
酬
月
額
に
係
る
届
出
又
は
申
出
に
関
す
る
事
項

　
　
四
第
百
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
手
帳
の
交
付
の
申
請
並
び
に
第
百
十
八
条
第
一
項
及

　
　
び
第
二
項
に
規
定
す
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
手
帳
の
返
納
に
関
す
る
事
項
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五
　
法
第
百
八
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
年
金
給

　
　
付
等
の
支
給
状
況
に
関
す
る
事
項

　
六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
社
会
保
険
庁
長
官
が
保
有
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
協
会
の
業
務
の
実
施
に

　
　
必
要
な
も
の
に
関
す
る
事
項

　
（
診
療
報
酬
の
契
約
に
関
す
る
認
可
の
申
請
）

第
二
条
の
七
　
協
会
が
行
う
法
第
七
十
六
条
第
三
項
（
法
弟
八
十
五
条
第
九
項
、
第
八
十
五
条
の
二
第
五
項
、
第
八

　
十
六
条
第
四
項
及
び
第
百
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
条
及
び
第
百
五
十
九
条
第
一
項

　
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働

　
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
開
設
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
二
　
契
約
の
内
容

　
三
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

2
　
前
項
の
認
可
の
申
請
書
に
は
、
契
約
の
相
手
方
の
同
意
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
事
業
状
況
の
報
告
）

第
二
条
の
八
協
会
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
毎
月
の
事
業
状
況
を
翌
月
末
日
ま
で
に

　
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
九
条
第
四
号
中
「
政
府
」
を
「
協
会
」
に
改
め
る
。

　
第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
（
診
療
報
酬
の
契
約
に
関
す
る
認
可
の
申
請
）

第
十
条
第
二
条
の
七
の
規
定
は
、
健
康
保
険
組
合
が
行
う
法
弟
七
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
に

　
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
の
七
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
健
康

　
保
険
組
合
の
名
称
及
ぴ
住
所
並
び
に
次
に
掲
げ
る
事
項
」
と
、
「
厚
生
労
働
大
臣
に
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
健
康
保

　
険
組
合
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
長
等
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
第
十
四
条
中
「
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
」
の
下
に
「
（
当
該
健
康
保
険
組
合
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
地
方
厚
生
局
長
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

　
第
二
十
条
第
一
項
中
「
政
府
」
を
「
協
会
」
に
改
め
る
。

　
第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
第
三
十
六
条
」
の
下
に
「
、
第
三
十
六
条
の
二
」
を
加
え
、
「
政
府
」
を
「
協
会
」
に
改

め
、
「
、
住
所
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
保
険
者
が
」
を
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
が
」
に

改
め
る
。

　
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
の
二
及
び
第
二
十
八
条
中
「
政
府
」
を
「
協
会
」
に

改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
住
所
変
更
の
届
出
）

第
二
十
八
条
の
二
　
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
事
業
主
は
、
第
三
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
申

　
出
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
社
会
保
険
事
務
所
長
等
に
提
出
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
保
険
者
が
同
時
に
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
と
き

　
は
、
基
礎
年
金
番
号
及
び
第
三
種
被
保
険
者
に
該
当
す
る
こ
と
の
有
無
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
事
業
所
整
理
記
号
及
び
被
保
険
者
整
理
番
号

　
　
　
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

　
　
　
変
更
前
の
被
保
険
者
の
住
所

　
　
　
住
所
の
変
更
年
月
日

　
　
　
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
十
条
及
び
第
三
十
一
条
中
「
政
府
」
を
「
協
会
」
に
改
め
る
。

　
二

　
三

　
四

　
五

2
　
第
二
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
、

第
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　
事
業
所
整
理
記
号
及
び
被
保
険
者
整
理
番
号
（
健
康
保
険
組
合
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
及
ぴ
任

　
意
継
続
被
保
険
者
に
あ
っ
て
は
、
被
保
険
者
証
の
記
号
及
び
番
号
。
以
下
同
じ
。
）

　
第
三
十
二
条
第
二
項
中
「
前
項
の
例
に
よ
り
、
」
を
「
五
日
以
内
に
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
保
険
者
に
」
に

改
め
る
。

　
第
三
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
住
所
変
更
の
申
出
）

第
三
十
六
条
の
二
　
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
は
、
そ
の
住
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

　
変
更
後
の
住
所
を
事
業
主
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
三
十
七
条
第
二
項
中
「
政
府
」
を
「
協
会
」
に
改
め
る
。

　
第
三
十
八
条
第
三
項
中
「
事
業
主
を
経
由
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
」
を
「
前
二
項
中
「
事
業
主
を
経
由
し
て
社
会

保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
と
あ
る
の
は
、
「
保
険
者
」
と
す
る
」
に
改
め
る
。

　
第
三
十
八
条
の
二
中
「
政
府
」
を
「
協
会
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
被
保
険
者
証
の
記
号
及
び
番
号
」
を
「
事

業
所
整
理
記
号
及
び
被
保
険
者
整
理
番
号
」
に
改
め
る
。

　
第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
一
　
事
業
所
整
理
記
号
及
ぴ
被
保
険
者
整
理
番
号

　
第
四
十
条
第
二
項
中
「
事
業
主
を
経
由
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
」
を
「
同
項
中
「
事
業
主
を
経
由
し
て
社
会
保
険

事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
と
あ
る
の
は
、
「
保
険
者
」
と
す
る
」
に
改
め
る
。

　
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
一
　
事
業
所
整
理
記
号
及
び
被
保
険
者
整
理
番
号

　
第
四
十
二
条
中
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
を
「
保
険
者
」
に
改
め
、
第
四
号
を
削
り
、
第

五
号
を
第
四
号
と
す
る
。

　
第
四
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
（
任
意
継
続
被
保
険
者
が
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
き
等
の
申
出
）

第
四
十
三
条
　
任
意
継
続
被
保
険
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
被

　
保
険
者
証
の
記
号
及
び
番
号
、
氏
名
並
び
に
生
年
月
日
を
記
載
し
た
申
出
書
を
保
険
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

　
一
　
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
き
。

　
二
　
船
員
保
険
の
被
保
険
者
と
な
っ
た
と
き
。

　
三
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
「
高
齢
者
医
療
確
保
法
」

　
　
と
い
う
。
）
第
五
十
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
と
き
。

　
第
四
十
三
条
の
二
を
削
る
。

　
第
四
十
四
条
及
び
第
四
十
五
条
中
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
を
「
保
険
者
」
に
改
め
る
。

　
第
四
十
六
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
被
保
険
考
証
の
記
号
及
び
番
号
」
を
「
事
業
所
整
理
記
号
及
び
被
保
険
者

整
理
番
号
」
に
改
め
る
。

　
第
四
十
七
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
を

「
保
険
者
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
」
を
削
り
、
同

項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
　
協
会
は
、
社
会
保
険
事
務
所
長
等
か
ら
、
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
の
資
格
の
取
得
の

　
確
認
を
行
っ
た
又
は
事
業
所
整
理
記
号
及
び
被
保
険
者
整
理
番
号
の
変
更
を
行
っ
た
旨
の
情
報
の
提
供
を
受
け
た

　
と
き
は
、
様
式
第
九
号
に
よ
る
被
保
険
者
証
を
被
保
険
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
情
報

　
の
提
供
が
、
同
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更
に
伴
い
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

　
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
変
更
」
の
下
に
「
（
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
に
あ
っ
て
は
、
同
一
の
都
道
府
県
の
区

域
内
に
お
け
る
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
を

「
保
険
者
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
協
会
に
提
出
す
る
と
き
は
事
業
主
及
び
社
会
保
険
事
務
所
長
等
の
順
に
、
健
康
保
険
組

　
合
に
提
出
す
る
と
き
は
事
業
主
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
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第
四
十
八
条
第
二
項
中
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
を
「
保
険
者
」
に
、
「
訂
正
し
て
、
」
を
「
訂

正
し
、
事
業
主
を
経
由
し
て
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
を
除
き
、
事
業
主
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
」
を

「
は
、
事
業
主
及
び
社
会
保
険
事
務
所
長
等
を
経
由
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
」
に
改
め
る
。

　
第
四
十
九
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
を
「
保
険
者
」

に
改
め
る
。

　
第
五
十
条
の
見
出
し
を
「
（
被
保
険
者
証
の
検
認
又
は
更
新
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
社
会
保
険
事
務
所
長

等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
を
「
保
険
者
」
に
、
「
又
は
更
新
」
を
「
若
し
く
は
更
新
又
は
被
扶
養
者
に
係
る
確
認
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
更
新
」
を
「
若
し
く
は
更
新
又
は
被
扶
養
者
に
係
る
確
認
」
に
改
め
、
「
被
保
険
者
証
」

の
下
に
「
又
は
被
扶
養
者
に
係
る
確
認
に
必
要
な
書
類
」
を
加
え
、
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」

を
「
保
険
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
被
保
険
者
証
」
の
下
に
「
又
は
被
扶
養
者
に
係
る
確
認
に
必
要
な
書
類
」

を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
又
は
更
新
」
を
「
若
し
く
は
更
新
又
は
被
扶
養
者
に
係
る
確
認
」
に
改
め
、
「
被
保
険
者

証
」
の
下
に
「
又
は
被
扶
養
者
に
係
る
確
認
に
必
要
な
書
類
」
を
加
え
、
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組

合
」
を
「
保
険
者
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
を
「
保
険
者
」
に

改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
被
保
険
者
資
格
証
明
書
）

第
五
十
条
の
二
　
社
会
保
険
事
務
所
長
等
は
、
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
対
し
、
こ
の
省
令
の
規

　
定
に
よ
る
被
保
険
考
証
の
交
付
、
返
付
又
は
再
交
付
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
に
当
該
被
保
険
者
を
使
用
す
る
事
業

　
主
又
は
当
該
被
保
険
者
か
ら
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
療
養
を
受

　
け
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
に
限
り
、
被
保
険
者
資
格
証
明
書
を
有
効
期
限
を
定
め
て
交
付
す
る
も
の
と
す

　
る
。

2
　
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
被
保
険
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
間
、
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
被
保

　
険
者
証
の
提
出
に
代
え
て
、
被
保
険
者
資
格
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
療
養
の
給
付
を
受
け
る
資
格
を

　
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
被
保
険
者
は
、
被
保
険
者
証
の
交
付
、
返
付
若
し
く
は
再
交
付
を
受

　
け
た
と
き
、
又
は
被
保
険
者
資
格
証
明
書
が
有
効
期
限
に
至
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
被
保
険
者
資
格
証
明
書
を

　
事
業
主
を
経
由
し
て
社
会
保
険
事
務
所
長
等
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
五
十
一
条
第
一
項
前
段
中
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
を
「
保
険
者
」
に
改
め
、
同
項
た

だ
し
書
を
削
り
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
こ
の
場
合
（
被
保
険
者
が
任
意
継
続
被
保
険
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
協
会
に
返
納
す
る
と
き
は

　
社
会
保
険
事
務
所
長
等
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
第
五
十
一
条
第
四
項
中
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
を
「
保
険
者
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の

た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
　
た
だ
し
、
埋
葬
料
又
は
埋
葬
に
要
し
た
費
用
に
相
当
す
る
金
額
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
者
が
な
い
と
き
は
、
埋

　
葬
を
行
っ
た
者
に
お
い
て
被
保
険
者
証
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
五
十
一
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
被
保
険
者
が
任
意
継
続
被
保
険
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
被
保
険
者
は
、
五
日
以
内

　
に
、
こ
れ
を
保
険
者
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
五
十
二
条
第
一
項
中
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
を
「
保
険
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

前
段
中
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
を
「
保
険
者
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

　
　
こ
の
場
合
（
被
保
険
者
が
任
意
継
続
被
保
険
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
協
会
の
管
掌
す
る
健
康
保

　
険
の
被
保
険
者
が
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
と
き
は
、
社
会
保
険
事
務
所
長
等
を
経
由

　
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
第
五
十
二
条
第
三
項
中
「
第
四
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
四
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
に
、
「
第

五
十
一
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
を
「
前
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、

同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
被
保
険
者
が
任
意
継
続
被
保
険
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
被
保
険
者
は
、
五
日
以
内

　
に
、
こ
れ
を
保
険
者
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
五
十
六
条
、
第
六
十
一
条
第
二
項
、
第
六
十
二
条
の
四
第
二
項
、
第
六
十
五
条
、
第
六
十
六
条
第
一
項
及
び
第

八
十
二
条
第
一
項
中
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
を
「
保
険
者
」
に
改
め
る
。

　
第
八
十
三
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
中
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
を
「
保
険
者
」

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
被
保
険
者
証
を
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
を
「
特
別
療
養
証
明
書

を
保
険
者
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
を
「
保
険
者
」
に
改
め
る
。

　
第
八
十
四
条
第
一
項
中
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
を
「
保
険
者
」
に
改
め
る
。

　
第
八
十
五
条
第
一
項
中
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
を
「
保
険
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
被
保
険
者
証
及
び
」
を
削
る
。

　
第
八
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
七
条
第
一
項
、
第
八
十
八
条
、
第
九
十
六
条
第
一
項
及
び
第
九
十
七
条
第
一
項
中

「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
を
「
保
険
者
」
に
改
め
る
。

　
第
九
十
九
条
第
一
項
、
第
四
項
、
第
五
項
及
び
第
八
項
中
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
を
「
保

険
者
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
第
四
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
四
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」

に
、
「
第
五
十
一
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
を
「
第
五
十
一
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

　
第
百
三
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
中
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
を
「
保
険

者
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
第
四
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
四
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
に
、

「
第
五
十
一
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
を
「
第
五
十
一
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

　
第
百
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
を
「
保
険
者
」

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第
四
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
四
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
に
、
「
第

五
十
一
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
を
「
第
五
十
一
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

　
第
百
九
条
第
一
項
、
第
百
九
条
の
十
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
百
九
条
の
十
一
中
「
社
会
保
険
事

務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
を
「
保
険
者
」
に
改
め
る
。

　
第
百
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
保
険
給
付
に
関
す
る
手
続
の
特
例
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
健
康
保
険
組
合
」
を
「
協

会
」
に
改
め
、
「
手
続
に
つ
い
て
」
の
下
に
「
、
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
得
て
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

2
　
前
項
の
規
定
は
、
健
康
保
険
組
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
手
続
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働

　
大
臣
の
承
認
を
得
て
」
と
あ
る
の
は
、
「
手
続
に
つ
い
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
第
百
十
二
条
中
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
を
「
保
険
者
」
に
改
め
る
。

　
第
百
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
手
帳
の
様
式
）

第
百
十
五
条
　
介
護
保
険
第
二
号
被
保
険
者
で
あ
る
旦
届
特
例
被
保
険
者
以
外
の
日
雇
特
例
被
保
険
者
及
び
介
護
保

　
険
第
二
号
被
保
険
者
で
あ
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
に
交
付
す
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
手
帳
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ

　
様
式
第
十
五
号
及
び
様
式
第
十
五
号
の
二
に
よ
る
。

　
第
百
十
六
条
第
三
項
中
「
、
「
第
四
十
一
条
第
一
項
」
を
「
「
第
四
十
一
条
第
一
項
」
と
、
第
二
項
中
「
様
式
第
十
五

号
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
十
五
号
の
二
」
に
改
め
る
。

　
第
百
十
七
条
中
「
所
在
地
」
の
下
に
「
又
は
被
扶
養
者
の
氏
名
に
変
更
（
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
に
あ
っ
て

は
、
同
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
若
し
く
は
居
所
」
と
、

第
四
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
」
を
「
又
は
居
所
に
変
更
」
と
、
「
保
険
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
協
会
に
提
出
す
る
と
き
は
事
業
主
及
ぴ
社
会
保
険
事
務
所
長
等
の
順
に
、
健
康
保
険
組
合
に

提
出
す
る
と
き
は
事
業
主
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
指
定
市
町

村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又

は
指
定
市
町
村
長
」
と
、
「
訂
正
し
、
事
業
主
を
経
由
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
訂
正
し
て
、
」
と
、
」
に
、
「
社
会
保
険
事
務

所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
を
「
保
険
者
」
に
改
め
る
。

　
第
百
十
八
条
第
二
項
中
「
受
け
た
者
は
」
を
「
受
け
る
べ
き
者
は
、
そ
の
申
請
の
際
」
に
改
め
る
。
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第
百
十
九
条
第
一
項
中
「
発
行
」
を
「
交
付
」
に
、
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
指
定
市
町
村
長
」
を
「
協
会
又

は
令
第
六
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
協
会
が
日
雇
特
例
被
保
険
者
に
係
る
事
務
を
委
託
し
た
市
町
村
（
以
下

「
委
託
市
町
村
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
指
定
市
町
村
長
」
を
「
協

会
又
は
委
託
市
町
村
」
に
改
め
る
。

　
第
百
二
十
条
第
一
項
中
「
同
時
に
、
旦
雇
特
例
被
保
険
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
後
に
被
扶
養
者
を
有
す
る
に
至
っ

た
と
き
は
そ
の
と
き
か
ら
五
日
以
内
に
、
」
を
「
、
社
会
保
険
事
務
所
長
等
を
経
由
し
て
協
会
に
、
又
は
委
託
市
町
村

に
」
に
改
め
、
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
指
定
市
町
村
長
に
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
社
会
保
険
事
務
所
長

等
又
は
指
定
市
町
村
長
」
を
「
協
会
又
は
委
託
市
町
村
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2
　
日
雇
特
例
被
保
険
者
は
、
日
雇
特
例
被
保
険
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
後
に
被
扶
養
者
を
有
す
る
に
至
っ
た
と

　
き
は
、
五
日
以
内
に
、
被
扶
養
者
届
を
協
会
又
は
委
託
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
百
二
十
一
条
中
「
の
規
定
（
第
三
項
を
除
く
。
）
」
を
「
（
第
三
項
を
除
く
。
）
の
規
定
」
に
、
「
の
規
定
（
第
五
項
を

除
く
。
）
」
を
「
（
第
五
項
を
除
く
。
）
の
規
定
」
に
改
め
、
「
又
は
被
扶
養
者
の
氏
名
に
変
更
」
の
下
に
「
（
協
会
が
管
掌
す

る
健
康
保
険
に
あ
っ
て
は
、
同
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、

「
第
四
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
」
を
「
「
保
険
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

協
会
に
提
出
す
る
と
き
は
事
業
主
及
び
社
会
保
険
事
務
所
長
等
の
順
に
、
健
康
保
険
組
合
に
提
出
す
る
と
き
は
事
業

主
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
又
は
委
託
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、

同
条
第
二
項
中
「
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
又
は
委
託
市
町
村
」
と
、
「
訂
正
し
、
事
業
主
を
経
由
し
て
」
と
あ

る
の
は
「
訂
正
し
て
、
」
と
、
」
に
、
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
保
険
事
務
所

長
等
又
は
指
定
市
町
村
長
」
を
「
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
又
は
委
託
市
町
村
」
に
改
め
る
。

　
第
百
二
十
二
条
第
一
項
中
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
指
定
市
町
村
長
」
を
「
協
会
又
は
委
託
市
町
村
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
受
け
た
者
は
」
を
「
受
け
る
べ
き
者
は
、
そ
の
申
請
の
際
」
に
、
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又

は
指
定
市
町
村
長
」
を
「
協
会
又
は
委
託
市
町
村
」
に
改
め
る
。

　
第
百
二
十
三
条
中
「
指
定
地
域
」
及
び
「
指
定
市
町
村
長
」
を
「
委
託
市
町
村
」
に
改
め
る
。

　
第
百
二
十
八
条
第
一
項
中
「
指
定
地
域
」
を
「
委
託
市
町
村
」
に
、
「
第
百
四
十
五
条
第
八
項
」
を
「
第
百
四
十
五

条
第
七
項
」
に
、
「
指
定
市
町
村
長
」
を
「
委
託
市
町
村
」
に
改
め
る
。

　
第
百
三
十
条
中
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
指
定
市
町
村
長
」
を
「
協
会
又
は
委
託
市
町
村
」
に
改
め
る
。

　
第
百
三
十
二
条
中
「
又
は
被
扶
養
者
の
氏
名
に
変
更
」
の
下
に
「
（
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
に
あ
っ
て
は
、
同

一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
第
四
十
八
条
第
一
項
及
び
第

二
項
並
び
に
」
を
「
「
保
険
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
協
会
に
提
出
す
る
と
き
は
事

業
主
及
び
社
会
保
険
事
務
所
長
等
の
順
に
、
健
康
保
険
組
合
に
提
出
す
る
と
き
は
事
業
主
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と

す
る
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
又
は
委
託
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
保
険
者
」

と
あ
る
の
は
「
協
会
又
は
委
託
市
町
村
」
と
、
「
訂
正
し
、
事
業
主
を
経
由
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
訂
正
し
て
、
」
と
、
」

に
、
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
指
定
市
町
村
長
」

を
「
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
又
は
委
託
市
町
村
」
に
改
め
る
。

　
第
百
三
十
三
条
第
一
項
中
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
指
定
市
町
村
長
」
を
「
協
会
又
は
委
託
市
町
村
」
に
改

め
る
。

　
第
百
三
十
四
条
第
一
項
中
「
第
八
十
九
条
」
を
「
第
八
十
九
条
第
一
項
」
に
、
「
並
び
に
第
百
十
二
条
」
を
「
及
び

第
百
十
二
条
」
に
、
「
第
八
十
四
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
八
十
五
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
八
十
四
条
第
一
項
第

九
号
及
び
第
八
十
五
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
「
、
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
と
あ
る
の
は

「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
」
と
」
を
削
り
、
同
項
の
表
第
三
十
二
条
第
一
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項

事
業
主
は
、
被
保
険
者

日
雇
特
例
被
保
険
者
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）
は
、
そ
の
者

協
会

事
業
所
整
理
記
号
及
ぴ
被
保
険
者
整
理
番
号
（
健
康
保
険
組
合
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
及
び
任
意
継
続
被
保
険
者
に
あ
っ
て
は
、
被
保
険
者
証
の
記
号
及
び
番
号
。
以
下
同
じ
。
）

日
雇
特
例
被
保
険
者
手
帳
の
記
号
及
び
番
号

第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
表
第
五
十
四
条
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
十
四
条

法
第
六
十
三
条
第
三
項
各
号

法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
又
は
第
二
号

保
険
医
療
機
関
等

法
弟
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
病
院
又
は
診
療
所

被
保
険
者
証
の

受
給
資
格
者
票
又
は
特
別
療
養
費
受
給
票
の

被
保
険
考
証
を
（
被
保
険
者
が
法
第
七
十
四
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
き
は
、
高
齢
受
給
者
証
を
添
え
て
）

受
給
資
格
者
票
又
は
特
別
療
養
費
受
給
票
を

第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
表
第
五
十
四
条
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
表
第
六
十
二
条
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
六
十
二
条
の
二

　
第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
表
第
七
十
条
の
項
中
「
被
保
険
者
証
」
を
「
被
保
険
考
証
を
（
被
保
険
者
が
法
第
七
十

四
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
き
は
、
高
齢
受
給
者
証
を
添
え
て
）
」
に
、
「
特
別
療
養

費
受
給
票
」
を
「
特
別
療
養
費
受
給
票
を
」
に
改
め
、
同
表
第
七
十
一
条
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
十
一
条

前
条

法
第
百
三
十
三
条

訪
問
看
護
療
養
費

訪
問
看
護
療
養
費
、
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
又
は
特
別
療
養
費

第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
表
第
九
十
八
条
の
項
中
「
第
九
十
八
条
第
十
号
」

め
、
同
表
第
百
三
条
の
二
第
一
項
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

を
「
第
九
十
八
条
第
十
一
号
」
に
改

第
百
三
条
の
二
第

三
項
第
四
号

たロ認に該
とに定掲当
き掲をげし
　げ受るな
　るけ場く
　場て合な
　合いにつ
　にる該た
　該被当と
　当保しき
　し険て又
　な吝いは
　くがる同
　な同旨号
　つ号のロ

該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き

第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
表
第
百
九
条
の
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

第
百
九
条
の
三

令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で

第
百
九
条
の
九

令
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項

令
第
四
十
四
条
第
四
項



（号外第215号）報官火曜日平成20年9月30日25
　
第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
表
第
百
九
条
の
十
及
び
第
百
九
条
の
十
一
の
項
中
「
第
百
九
条
の
十
及
び
第
百
九
条
の

十
一
」
を
「
第
百
九
条
の
十
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

第
百
九
条
の
十
一
第
一
項

法
第
百
十
五
条
の
二

法
第
百
四
十
七
条
の
二

令
第
四
十
三
条
の
二
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で

令
第
四
十
三
条
の
二
第
三
項
及
び
第
五
項

第
百
九
条
の
十
一
第
二
項

　
第
百
三
十
四
条
第
二
項
中
「
被
保
険
者
証
」
と
あ
る
の
は
「
日
雇
特
例
被
保
険
者
手
帳
」
を
「
事
業
所
整
理
記
号

及
び
被
保
険
者
整
理
番
号
」
と
あ
る
の
は
「
日
雇
特
例
被
保
険
者
手
帳
の
記
号
及
び
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
」
を
「
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
、
」
に
改
め
、
「
、
「
社
会

保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
り
、
「
所

在
地
」
の
下
に
「
又
は
被
扶
養
者
の
氏
名
に
変
更
（
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
に
あ
っ
て
は
、
同
一
の
都
道
府
県

の
区
域
内
に
お
け
る
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更
を
除
く
。
）
」
を
、
「
居
所
」
の
下
に
「
又
は
被
扶
養
者
の
氏
名
に
変
更
」

と
、
「
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
協
会
に
提
出
す
る
と
き
は
事
業
主
及
び
社
会
保
険
事
務

所
長
等
の
順
に
、
健
康
保
険
組
合
に
提
出
す
る
と
き
は
事
業
主
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
訂
正
し
、
事
業
主
を
経
由
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
訂
正
し
て
、
」

を
加
え
、
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
指
定
市
町
村
長
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
」
を
「
協
会
又
は

委
託
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
」
に
改
め
る
。

　
第
五
車
中
第
百
三
十
五
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
保
険
料
等
交
付
金
の
額
の
算
定
）

第
百
三
十
四
条
の
二
　
令
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
料
等
交
付
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保

　
険
料
等
交
付
金
」
と
い
う
。
）
は
、
同
一
の
月
に
年
金
特
別
会
計
の
健
康
勘
定
に
お
い
て
収
納
さ
れ
た
保
険
料
等
（
同

　
項
に
規
定
す
る
保
険
料
等
を
い
う
。
）
の
額
の
合
算
額
（
同
月
に
保
険
料
等
交
付
金
と
し
て
交
付
さ
れ
た
額
が
あ
る

　
場
合
に
は
、
当
該
交
付
さ
れ
た
額
を
除
く
。
）
か
ら
、
同
月
に
社
会
保
険
庁
長
官
が
行
う
健
康
保
険
事
業
の
事
務
の

　
執
行
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
と
し
て
年
金
特
別
会
計
の
健
康
勘
定
か
ら
業
務
勘
定
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る
べ

　
き
額
（
同
月
に
当
該
費
用
に
相
当
す
る
額
と
し
て
繰
り
入
れ
ら
れ
た
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
繰
り
入
れ
ら
れ

　
た
額
を
除
く
。
）
を
控
除
し
た
額
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

　
第
百
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
被
保
険
者
証
の
記
号
及
び
番
号
」
を
「
事
業
所
整
理
記
号
及
び
被
保
険
者
整

理
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
政
府
」
を
「
協
会
」
に
改
め
る
。

　
第
百
三
十
六
条
中
「
健
康
保
険
組
合
」
を
「
保
険
者
」
に
改
め
る
。

　
第
百
三
十
八
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
書
は
、
保
険
者
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
第
百
三
十
八
条
第
三
項
中
「
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
を
「
保
険
者
」
に
改
め
る
。

　
第
百
四
十
一
条
第
一
項
中
「
際
に
お
け
る
住
所
地
（
当
該
請
求
を
し
ょ
う
と
す
る
者
が
当
該
資
格
を
喪
失
し
な
い

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
住
所
地
）
を
管
轄
す
る
地
方
社
会
保
険
事
務
局
の
年
金
特
別
会
計
資
金
前
渡
官
吏

若
し
く
は
社
会
保
険
事
務
所
の
年
金
特
別
会
計
分
任
資
金
前
渡
官
吏
又
は
当
該
資
格
を
喪
失
し
た
」
及
び
「
で
あ
る

健
康
保
険
組
合
」
を
削
る
。

　
第
百
四
十
二
条
中
「
（
事
業
主
に
限
る
。
ご
を
削
る
。

　
第
百
四
十
五
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
一
　
事
業
所
整
理
記
号
（
健
康
保
険
組
合
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
被
保
険
考
証
の
記
号
）

　
第
百
五
十
三
条
中
「
規
定
」
の
下
に
「
（
法
第
百
八
十
一
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
第
五
章
中
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　
（
協
会
に
よ
る
保
険
料
の
徴
収
に
係
る
通
知
）

第
百
五
十
三
条
の
二
　
法
第
百
八
十
一
条
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と

　
す
る
。

　
一
　
協
会
が
当
該
滞
納
者
に
係
る
保
険
料
の
徴
収
を
行
う
こ
と
と
な
る
旨

　
二
　
協
会
が
当
該
滞
納
者
に
係
る
保
険
料
の
徴
収
を
行
う
こ
と
と
な
る
期
間

　
三
　
協
会
が
当
該
滞
納
者
か
ら
徴
収
を
行
う
こ
と
と
な
る
保
険
料
の
額

　
（
協
会
に
よ
る
保
険
料
の
徴
収
の
認
可
の
申
請
）

第
百
五
十
三
条
の
三
　
社
会
保
険
庁
長
官
は
、
令
弟
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
法
第
百
八
十
一
条
の
三
第
一
項

　
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
協
会
に
保
険
料
の
徴
収
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
な
る
日
の
一
月
前
ま
で
に
、

　
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
百
五
十
四
条
第
一
項
中
「
保
険
者
が
定
め
る
」
を
「
協
会
に
あ
っ
て
は
定
款
で
、
健
康
保
険
組
合
に
あ
っ
て
は

規
約
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

　
第
百
五
十
七
条
第
一
号
中
「
第
二
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
の
三
十
八
第
一
項
（
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「
第
二
十
七
条
第
二
項
」

を
「
第
七
条
の
三
十
八
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
申
請
書
等
の
回
付
）

第
百
五
十
七
条
の
二
　
社
会
保
険
事
務
所
長
等
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
協
会
に
提
出
す
べ
き
書
類
の
提
出
を

　
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
協
会
に
回
付
す
る
も
の
と
す
る
。
協
会
が
、
こ
の
省
令
の
規
定

　
に
よ
り
社
会
保
険
事
務
所
長
等
に
提
出
す
べ
き
書
類
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

　
第
百
五
十
九
条
第
一
項
中
「
権
限
の
う
ち
」
の
下
に
「
協
会
の
従
た
る
事
務
所
及
び
」
を
、
「
た
だ
し
」
の
下
に

「、

謌
鼾
�
v
を
加
え
、
第
一
号
を
第
一
号
の
二
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
一
　
法
第
七
条
の
三
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限

　
第
百
五
十
九
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
第

二
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
三
十
八
及
び
法
第
七
条
の
三
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中

「
後
段
（
法
第
八
十
五
条
第
九
項
、
第
八
十
五
条
の
二
第
五
項
、
第
八
十
六
条
第
四
項
及
び
第
百
十
条
第
七
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
八
号
中
「
第
百
六
十
条
第
十
項
」
を
「
第
百
六
十
条
第
十
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
権
限
」
の
下
に
「
（
法
第
百
八
十
一
条
の
三
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
同
項
第
五
号
」
を
「
同
項
第
一

号
、
第
五
号
」
に
改
め
る
。

　
第
百
六
十
条
中
「
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
」
を
「
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報

通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　
第
百
七
十
二
条
中
「
社
会
保
険
庁
長
官
又
は
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
（
以
下
「
承
認
庁
」
と
い
う
。
）
」
を
「
厚

生
労
働
大
臣
」
に
改
め
る
。

　
第
百
七
十
三
条
、
第
百
七
十
七
条
及
び
第
百
七
十
八
条
中
「
承
認
庁
」
を
「
厚
生
労
働
大
臣
」
に
改
め
る
。

　
様
式
第
二
号
中
「
講
齎
究
藩
藩
究
弼
蝋
融
3
融
畑
」
を
「
鰍
糠
ヨ
鵬
幅
跳
畑
」
に
改
め
る
。

　
様
式
第
三
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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厚生年金保険
被保険者氏名変更届

◎
記
入
の
方
法
は
裏
面
に
書
い
て
あ
り
ま
す
か
ら
よ
く
読
ん
で
く
だ
さ
い

◎
「
※
』
印
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入
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な
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さ
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様
式
第
七
号
（
裏
面
）
中
「
膚
瓢
菊
騨
3
薄
究
騨
雌
閏
3
疎
砲
」
を
「
露
霜
弼
雌
曝
鰯
蝋
畑
」
に
、
「
爵
毒
」
を
「
ゆ

圓
寓
細
窺
甕
ゆ
」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

ω
一
醜
燭
ひ
一
献
卵
㏄
磁
算
、
ヨ
燗
O
糊
矧
×
算
盤
曝
融
け
ロ
渉
崩
臼
斥
噛
d
磁
ぴ
。

様
式
第
八
号
（
表
面
）
中
「
寵
瓢
究
藩
藩
究
弼
蝋
融
3
蝋
岨
」
を
「
藩
霜
解
蝋
鵬
幅
蹄
畑
」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏

面
）
中
「
回
娼
引
欝
副
断
熱
｛
4
叫
び
」
を
「
回
渇
引
熟
3
」
に
、
「
蓮
冷
面
酵
辣
｛
4
叫
が
」
を
「
蓮
冷
C
葎
」
に
、
「
居

蚤
」
を
「
障
囲
震
無
知
藩
臨
ゆ
」
に
改
め
る
。

様
式
第
九
号
ω
（
裏
面
）
、
様
式
第
九
号
の
（
裏
面
）
、
様
式
第
十
号
ω
（
裏
面
）
及
び
様
式
第
十
号
の
（
裏
面
）

中
「
薗
C
パ
〈
議
研
ぐ
♂
」
の
次
に
「
葎
議
C
ノ
中
軸
識
灘
薄
菊
藩
蝋
3
莇
ゆ
舜
究
騨
疎
π
嵐
C
パ
〈
滝
所
つ
。
」
を

加
え
、
「
唄
所
ぐ
♂
」
を
「
〈
議
所
つ
。
葎
就
ダ
中
敵
叢
戴
鶏
霜
解
蝋
3
緬
ゆ
眞
蝦
淋
時
磁
識
巴
町
酬
臼
代
歯
畑
C

冊
咋
ン
。
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
二
号
（
表
面
）
中
「
㏄
鉢
O
葎
㏄
錯
薄
菊
弼
雌
」
を
7
薄
菊
郵
雌
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
五
号
ω
を
様
式
第
十
五
号
と
し
、
様
式
第
十
五
号
③
を
様
式
第
十
五
号
の
二
と
す
る
。

様
式
第
十
六
号
の
備
考
及
び
様
式
第
十
七
号
の
備
考
中
「
苗
廿
洋
ゆ
究
弼
蜴
麟
珈
図
眞
瞠
ゆ
癒
弼
蜘
漆
ヨ
」
を
「
ゆ

国
隣
無
究
藩
爵
ゆ
」
に
、
「
索
皿
」
を
「
鵡
皿
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
九
号
ω
及
び
様
式
第
十
九
号
③
中
「
腐
熟
菊
弼
藩
｛
知
藩
疎
開
3
田
畑
」
を
「
蝸
淋
ヨ
曝
幅
出
畑
」
に
改

め
る
。様

式
第
二
十
号
中
「
懊
颪
細
」
を
「
製
海
釣
婚
」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
一
号
（
第
百
五
十
七
条
関
係
）

健康保険検査証
（法第七条の三十八関係）

（法第二十九条関係）

写
真

日生）年月（

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（表　面）

第二百十二条の二　第七条の三十八第一項の規定i
　による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、i

　若しくは同項の規定による当該職員の質問に対i
　して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、i

　若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、i

　若しくは忌避し、又は第七条の三十九第一項のi

　規定による命令に違反したときは、その違反行i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　為をした協会の役員又は職員は、．三十万円以下i

　の罰金に処する。　　　　　　　　　　　　　　　i

第二百十九条　健康保険組合又は連合会が、第十i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　六条第三項（第百八十八条において準用する場i
　合を含む。）の規定による届出をせず、若しくはi

　虚偽の届出をし、第二十九条第一項若しくは第i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　百八十八条において準用する第七条の三十八のi

　規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をi
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　し、若しくは第二十九条第一項若しくは第百八i　官職又は職名
　十八条において準用する第七条の三十八の規定i
　による当該職員の質問に対して、答弁せず、若i　氏　　　　名

　しくは虚偽の答弁をし、若しくは同条の規定にi

　よる検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はi
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第二十九条第一項若しくは第百八十八条においi

　て準用する第七条の三十九第一項の規定によるi
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　命令に違反したときは、その役員を二十万円以i
　下の過料に処する。　　　　　　　　　　　　　i
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（裏　面）

健康保険法（抄）
号第

　（報告の徴収等）

第七条の三十八　厚生労働大臣は、協会につい
　て、必要があると認めるときは、その事業及び
　財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員
　をして協会の事務所に立ち入って関係者に質問
　させ、若しくは実地にその状況を検査させるこ
　とができる。

2・3　（省略）

　（報告の徴収等）

第二十九条　第七条の三十八及び第七条の三十九
　の規定は、健康保険組合について準用する。こ
　の場合において、同条第一項中「厚生労働大臣
　は」とあるのは「厚生労働大臣は、第二十九条
　第一項において準用する前条の規定により報告
　を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合に
　おいて」と、「定款」とあるのは「規約」と読み
　替えるものとする。
2　（省略）

平成　　年　　月　　日交付

厚生労働大臣、

地方厚生局長又

は地方厚生支局
長

　　　印

備考　この用紙は、A列7番とし、厚紙を用い、中央の点線の所から二つ折とすること。

　
様
式
第
二
十
二
号
（
裏
面
）
中
「
頴
口
十
倉
融
識
口
温
」
を
「
頴
“
勘
3
川
十
＞
頴
口
温
」
に
改
め
る
。

　
様
式
第
二
十
三
号
（
裏
面
）
中
「
繍
口
十
“
氷
韻
口
温
」
を
「
韻
倉
勘
3
田
十
＞
頴
口
温
」
に
、
「
顎
口
十
六
融
韻

　
山
畑
」
を
「
闘
“
麹
O
川
十
＞
韻
川
漁
」
に
改
め
る
。

　
様
式
第
二
十
四
号
（
裏
面
）
及
び
様
式
第
二
十
五
号
（
裏
面
）
中
「
識
口
十
“
麹
斜
日
温
」
を
「
頴
倉
熟
e
川
十

　
＞
韻
日
蝕
」
に
改
め
る
。

　
（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
厚
生
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
一
条
第
三
項
中
「
政
府
」
を
「
全
国
健
康
保
険
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

　
第
二
条
第
二
項
、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
五
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第
十
九
条
の

　
二
第
一
項
、
第
十
九
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
政
府
」
を
「
協
会
」
に
改
め
る
。

　
第
二
十
一
条
の
二
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次

　
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
2
　
事
業
主
が
、
被
保
険
者
が
同
時
に
協
会
の
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
健
康
保
険

　
法
施
行
規
則
第
二
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
と
き
は
、
あ
わ
せ
て
、
前
項
の
届
出
を
し
た
も
の
と

　
み
な
す
。

　
第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
政
府
」
を
「
協
会
」
に
改
め
る
。

　
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
中
「
政
府
」
を
「
協
会
」
に
改
め
、
「
健
康
保
険
又
は
」
の
下
に
「
政
府
の
管
掌
す
る
」

　
を
加
え
る
。

　
様
式
第
六
号
（
表
面
）
中
「
寵
無
知
藩
藩
究
添
離
開
O
剖
巾
」
を
「
倒
淋
ヨ
鵬
幅
出
中
」
に
改
め
る
。

　
様
式
第
七
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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　　攣冨撫牛ゆe11（繍1国）仔r健康保険の被保険者証の番号」捉r被保険者整理番号」ぜr政府」

　鯉「全国健康保険協会」9潜心即。

　　轡宿臓十1ゆ（榔魑）任r健康保険被保険者証の番号」如r被保険者整理番号」製溶食’回避帽

　（憾1目）任「回収不能届を添付する」如r回収不能の」思’「滅失届を添付する」鯉「滅失した」1三’

　r政府」如r全国健康保険協会」足溢台ゆ。

　　遜帽澱111十1中昔r郵便局」脚r郵便局等」19繕薄⑱o

　（懸鰹国庫継圖離b哩函嶺湘田知環憲e1籠諮固）
搬lII蘇　嘩鰹團爆運認凶b哩圏爆湘覇罰黙最（蟄暴川十11措置圏細＜F駅十閣即）e1籠如気e細い

　9渚田恒ゆ。

　　甑十照壬r豊⊃ト」」麹rセ⊃ト」」ぜr即鰹憩頼＃“哩怖趣曝剛」如r酬圃型遊哩頸く憤」思詰
　£ゆ。

　　澱11十91艦e織十艦e腎｛壬r迦擢署頼＃ぐ属嘩鰹怫然哩略」心r酬圃廻遊転鰹彊ぐ属」建諮台＠。

　（蝋醐喫離b騒舗融猛爆瀬頭罰曠原Q1籠潜田）
搬団蝶　瞳鰹檬瞳霞め瞳舗破堤輿欄軸罰緊蛋（蟄暴川十1階闘細くF独十ヨ（ゆ）e1籠細慧e柚い

　9萱網bゆ。

　　駅ギ顧任r豊⇒ト・」如rセ⊃ト’」ぜr麺樫署頼＃“騒鰹怖総理剛」如r細図製題瞳鰹頸ぐ掬息倦

　£ゆ。

　　蘇十1蘇e榔蕪￥艦e腎丑r迦搾習較輯くK継継蹄総理剛」脚r酬圃製琶瞳鰹強く雨足経台即。

　（鞭鰻掴誼伽巖e怖縣e＜面隠b製麺慰認恒心糊辮e1開田）
搬国蝶　鞍製粗湿榊鰹e怖縣e＜甑霞め馴魎遅駆恒⑱期糾（蒔罎十U母盛釧細くF堰く十ゆ）e1最奥

　慧e細い想諮円価ゆ。

　　澱十く網干r憩頼＃〈h駈鰹蹄穗腿剛」細r細図型遊艇纒頭く掬思溢碧9。

　　楓1H一く艦報斜属音r蜘樋碇暖和e奥週憩細細橡恒ゆ爵頓牽くK騒鰹蹄総喰略」麹r細図製遜肇鰹
　章…ぐh」思詰碧ゆ。

　（回畑囎継鰹斑濃に環颪恥e1籠麹諮H恒ゆ細くFe1論詰田）
創Hく艦　避趙囎瞳鰹斑濃に緊置帥e1籠細読円bゆ細くF（肝罎十91母戦釧数週細く円環日十国ロP）e

　1籠脚気e櫓い思詰周恒ゆ。

　　品需軍帽甑1任r健康保険被保険者証の記号」脚r事業所整理記号」思’r健康保険被保険者証の

　番号」麹「被保険者整理番号」思詰£ゆ。

　　　詮　蕨
　（樋に罧［n）

搬1囁　レJe細＜F楚ノ目一餐11十一世十匹1［ロ灸。紹にb噸。

　（製遷駈鰹斑濃に寝蕨e1開田製造・い騨貝鞍■）

搬I　l蝶　りe細くFe橿にe謎ぜ澱1艦e黙製思妬噸諮旧温G・製遷嘩鰹輝退に鰻辰e環週足蝿9初裏

　ト’二ゆ冊麗’瞳ヨヨ申e憩eに頼凹Je細くFe溜にe田g稗ニト」レJ宴①eに寝息瞳ゆ製遜哩怖桜e

　蹄穗麹に・いで粥榊魚蝋畑＠J渕勾麺ゆ張ρeぜ匝：田誉継足埠公邸諮田鰹e製題哩輝橿に駆辰e環

　製e璽匪思いニトノぜ諮旧鰹e製遷瞳鰹斑濃に緊颪e罩剤環製思蝿。杓宴翼壁驚ノ胆壷中e憩eに

　蒋劃給費b。

搬川顧　細図製選嘩鰹鍾く聡嗜檸Q怖蝋塒遡Q駅1艦e環裂足蝿⑬諮旧継e製琶嘩鰹斑濃に環置醸11

　蘇eく9環製極ゆ興趣思O：3トノぜ匝艦長r遭殴e怖蝋萎虞如翻皿根国悩や9」勾櫓＠e楚下和皿

　Q怖蝋弊駆姻偲く聡畷辱e怖蝋刷e辮r鰹製艇麺v」劃恒ゆ。
　（遜帽思誣いゆ騨璽鞭劇）

搬回顧　レJe細くF足桶ゆ溶出塩e申裏矩宴e細くFe響胴（物理巽霞め製題騒鰹軽綱嗣掴謹v。）ぜ罰

　魚e艇’トJe細くF1ま妬ゆ渚田鰹e申裏矩宴e細くFe轡精製りQ虫peN癒樋卜。

N　｝Je細＜F思蝿面諮田寝e申裏矩嘉e細くFe遜帽製酪卜。物理萎軽め型遊騒鰹鰹糊認楚ヂ細魚e誕

　り寒心螢9黎Oトノ駆旺価ゆレJ割裂和椥ゆo

O回訓㌍餌くF搬1皿旧十砂
　田粁囎継導燈（目一環→一ぺ母斑㈱悔《ゆ）e1籠e橿に離bロ1終囎翠導燈e1籠e溜に忠孝ゆ
趣騨＜Fe棚選想趣価ゆ軽くF（降罎11十塒軽くF甑川睡ギ口恥）e橿に足堅二’輔b1旦認迷坦雌悶b認迷
督＜Fe駆製思潮で椥’［ロ粁囎翠準斑G・1籠e退に1三幽い回訓駅◎細腿迷細くFe細逕製医bゆ細くF如
意eふひf、思｛固碧瞳。

　　降罎11十廿《ロ：111十田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回訓駅奪→く囲　鞭　繍1

　　　［n粁瀦翠轄坦e1籠e濃紅想ミ上ゆ回訓菱R遍細認瞳細＜Fe謝選想認価ゆ細くF

　（越遇瞳鰹輝橿燦蚕e　l籠溶旧）
搬1蝶　越笹騒鰹輝樋に畷辰（→く田十閑麗櫓細くF臓川十→（ロレ）e1籠脚気e枯ゆ足諮円価⑱。

　　澱1蘇澱1四号r醸ギ十91蘇ノ澱」P十→（蘇蘭b搬4」十《蘇」如r澱ギ十91蘇澱1腎塒1ゆ’澱ギ
　十『（蘇臓1腎堰11ゆ葭㌔b臓4」十ぺ艦憾11ゆ」遅諮碧ゆ。

　　澱＜→一ギ網壬r駅ギ十91蝋」如r澱ギ十目蘇駅1腎臓＋釦陶製諮倉9。

　　搬ギ十91総r習紋＃〈口瞳鰹怖総喫剛」麹r翼頼回州嶼剛馳」想溶奪回蘇想郵e1四脚愚kゆ。
　N　粗野e畷製19蝿ゆ丑麗仰函嶺籟賑e螺……1：ぜ期樋怖蝋霞e怪担翌鯉迦鯉価9習頼臥釧哩Pく想憩

　　頼殴釧似暎Q魚棚灸檜⑱螂如思緯3ド想’罰糖中側如鯉冊⊃ト」に・餌ρe対価即。

　　堰」ρ十→（紐r憩頼翠く属曝鰹怖総咀略」麹r習紋臥胡喰剛帥」19溶£プ匝：照9孫e1晋脚暴・kゆ。

　N　駅亭十目照澱11晋Q照製ぜ寝属e｛日翰e騨モ90ニト’磐田…恒即。
　　甑ギ→一ギ綱玉r臓ギ→一91蘇澱10陶鯉r駅ギ十91蘇甑1醤臓1ゆ」息督£ゆ。

　　澱ギ十く蘇丑r署頼翠く属継継怖燃喧剛」狸r署紋回訓瞑剛馳」思潜心ヂ回顧19螺e1腎心嚢畷ゆ。

　N　搬ギ十91網（堰11野e環製ぜ粗野e腿壬【思Clニト」理櫃i恒ゆ。

　　齪阻国十イミ瞭臓1腎・任roい周頸くにe超喫即怖総碇凶b製遊離鰹興くロe聖難幡b胡物19瞳画pe」

　如r（頸く聡梱喫ゆ怖総陛e鞍難韓b胡寧遅瞳画ρe麹謹v。）」思溶食’r駅開口い」e円g　r憾国ロい

　e川’闘（ゆQ川」狸寝ぜ匝：腎臓開脚岳r脚1興」eド幽思「（｝J“⑩e駆製細斑駅ドngI十《蘇2魯
　ニト・薪旺b細嚼如寒卵ね。）」細轟・民’匝ゆe気息螺e日ゆ廻暴戻岬。

　　国e11斑駅『（十川蝋腺111野搬1曜酬（十91照ノ欄（十ぺ艦翼翼」細’釈く十蘇’燃く十1艦
　　　霞め臓く十一川照e環製足桶ゆ翠畷

　　園e”1欄ギ十一川蝉（炬搬｝十く蝋澱11腎’澱く十国艦搬ぺ騨’堰く十旧艦e11臓国郡’憾く
　　　十→（蘇臓91賢ヂ懺悔十照澱ギ属離b搬掴91十ぺ蘇思牌ニト’薪旺恒ゆ蝉くロ顛旧ね。）爆b臓ギ幸く

　　　蘇澱1腎（斑髄く十国蘇厭《腎’澱く十国頭e11澱国醤ノ臓く十『（艦搬91四声懺悔十艦願ギ賢

　　　惑b搬掴91十＋ミ懸想緯ニト’磐田…bゆ喪釦麹釦ね。）e畷蟹足蝿ゆ理慶

　　爆睡園十ぺ照臓1晋㎜（ゆe気遅碁e11ゆ心嚢虻ゆ。
　　→（el　l炬堰く十く蘇臓1野e環製息筋ゆ聖製e理蜜蝋b19斑臓イミ十川瞭軽め搬《十唄照e緊製
　　　埋枯＠㌍些

　　→（e111欄ぺ十一1照惑b甑4ミ十91照畑11属（｝J嘉①e螺製如輝澱ドn十1照燃111晋怒為燃佃91十

　　　《艦埋稗ニト・濟旺恒ゆ藤如脚釦ね。）e環裂足超ゆ攣圏

　　遜宿禰1十11ゆ（憾闇）丑r、地方厚生支局長、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長」

　姻「又は地方厚生支局長」思渚£ゆ。
　　遜帽搬11十・111ゆ（傾1目）軽～b轡帽臓11十91ゆ（嶺旧）任r又は地方社会保険事務局長」脚r、地

　方厚生局長又は地方厚生支局長」思詰£＠。

　（程甑肇鰹斑濃澱認e　l關旧）

　　蕪《幸く艦＼閣e気遅気e1駅麹暴戻ゆ。
　搬ぺ幸く囁＼｛く炬燃ぺ蘇＼→（臓1輝＼寝製ll趣ひ懸ll囎転・ミ回畑数遍→く囲＼理暖く憩較回訓哩剛

　　11輻過」K鯉あ回訓数竈尋く囲蜘樋攣慶応・皿トにトr1ム爪蝶冬N

　　1　輝澱千ミ蘇＼川澱1腎燃11晋＼螺勘1還ミ理慶
　　11輝搬1H一く蝋＼国（輝蕪111十1蘇＼11蘇く醤11負1ト磐旺K；ミ聰¢N口く）’蕪11幸く蘇＼ギ
　　　堰4」輝’甑11十く照＼く堰91野怒臓11十《照臓91晋11名1ト薪旺K駕ミ型遊継継斑搬ギ十川蘇惑駅
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〔
府
令
・
省
令
〕

O
商
品
投
資
契
約
に
基
づ
い
て
出
資
さ
れ
た

　
財
産
の
分
別
管
理
に
関
す
る
命
令
の
一
部

　
を
改
正
す
る
命
令

　
（
内
閣
府
・
経
済
産
業
四
）

〔
省
　
　
令
〕

O
法
務
局
及
び
地
方
法
務
局
の
支
局
及
び
出

　
張
所
設
置
規
則
及
び
登
記
事
務
委
任
規
則

　
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
法
務
五
五
）

O
大
学
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
及
び
届
出

　
に
係
る
手
続
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

　
改
正
す
る
省
令
（
文
部
科
学
三
〇
）

O
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

　
る
省
令
（
厚
生
労
働
一
四
七
）

O
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
の
業
務
運
営

　
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
（
厚
生
労
働
・
農
林
水
産
・
経
済
産
業
・

　
国
土
交
通
一
）

O
商
品
取
引
所
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

　
す
る
省
令
（
農
林
水
産
・
経
済
産
業
六
）

O
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱

　
物
資
源
機
構
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及

　
び
会
計
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す

　
る
省
令
（
経
済
産
業
六
七
）

O
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
法
の
施
行

　
に
伴
う
経
済
産
業
省
関
係
省
令
の
整
備
等

　
に
関
す
る
省
令
（
同
六
八
）

O
自
衛
隊
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

　
省
令
（
防
衛
七
）

〔
規
　
　
則
〕

O
公
正
取
引
委
員
会
事
務
総
局
組
織
規
程
の

　
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
公
正
取
引
委
二
）

〔
告

示
〕

　
O
政
見
放
送
及
び
経
歴
放
送
実
施
規
程
の
一

　
　
部
を
改
正
す
る
件
（
総
務
五
四
三
）

　
O
共
同
募
金
会
が
募
集
す
る
寄
附
金
を
寄
附

　
　
金
控
除
額
の
控
除
の
対
象
と
な
る
寄
附
金

　
　
と
し
て
承
認
す
る
件
（
同
五
四
四
）

　
O
無
線
局
免
許
申
請
書
等
に
添
付
す
る
無
線

　
　
局
事
項
書
の
無
線
局
の
目
的
コ
ー
ド
の
欄

　
　
及
び
通
信
事
項
コ
ー
ド
の
欄
に
記
載
す
る

　
　
た
め
の
コ
ー
ド
表
を
定
め
る
件
の
一
部
を

　
　
改
正
す
る
件
（
同
五
四
五
）

　
O
外
国
の
無
線
局
の
無
線
設
備
が
電
波
法
第

　
　
三
章
に
定
め
る
技
術
基
準
に
相
当
す
る
技

　
　
術
基
準
に
適
合
す
る
事
実
を
定
め
る
件
の

　
　
一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
五
四
六
）

　
O
特
定
通
信
・
放
送
開
発
事
業
実
施
円
滑
化

　
　
法
第
六
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
総

　
　
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
が
指
定
す
る
金
融

　
　
機
関
を
定
め
る
件
（
総
務
・
財
務
一
）

　
O
外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い

　
　
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
七
条
の
規
定
に

　
　
よ
る
承
認
を
し
た
件
（
法
務
四
五
〇
）

　
O
不
動
産
登
記
規
則
第
三
十
六
条
第
一
項
第

　
　
二
号
等
の
規
定
に
基
づ
き
登
記
所
を
指
定

　
　
す
る
件
（
同
四
五
一
）

　
O
関
税
暫
定
措
置
法
別
表
第
一
の
六
に
掲
げ

　
　
る
物
品
の
平
成
二
十
年
度
の
初
日
か
ら
平

　
　
成
二
十
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
輸
入
数

　
　
量
を
告
示
（
財
務
二
七
七
）

　
O
平
成
二
十
年
度
の
初
日
か
ら
平
成
二
十
年

　
　
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
生
鮮
等
牛
肉
及
び

　
　
冷
凍
牛
肉
の
各
輸
入
数
量
を
告
示

　
　
　
（
同
二
七
八
）

　
O
平
成
二
十
年
度
の
初
日
か
ら
平
成
二
十
年

　
　
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
豚
肉
等
並
び
に
生

　
　
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
各
輸
入
数
量

　
　
を
告
示
（
同
二
七
九
）

ニニ三四

　
O
物
価
連
動
国
債
の
取
扱
い
に
関
す
る
省
令

　
　
第
四
条
に
規
定
す
る
者
を
定
め
る
件
の
一

　
　
部
を
改
正
す
る
件
（
同
二
八
○
）

　
O
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
公
示
す
る

　
　
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

　
　
　
（
国
税
庁
二
九
、
三
〇
）

　
O
大
学
、
大
学
院
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専

　
　
門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準
の

　
　
一
部
を
改
正
す
る
件
（
文
部
科
学
一
五
三
）

　
O
国
立
大
学
法
人
等
の
業
務
上
の
余
裕
金
を

　
　
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
金
融
機
関
を
指

　
　
定
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

　
　
　
（
同
一
五
四
）

　
O
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構

　
　
の
業
務
上
の
余
裕
金
を
運
用
す
る
こ
と
が

　
　
で
き
る
金
融
機
関
を
指
定
す
る
件
の
一
部

　
　
を
改
正
す
る
件
（
同
一
五
五
）

　
O
国
立
身
体
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

　
　
セ
ン
タ
ー
の
病
院
に
置
く
診
療
科
の
一
部

　
　
を
改
正
す
る
件
（
厚
生
労
働
四
六
二
）

　
O
国
立
身
体
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

　
　
セ
ン
タ
ー
学
院
養
成
訓
練
規
程
の
一
部
を

　
　
改
正
す
る
件
（
同
四
六
三
）

　
O
特
定
保
険
医
療
材
料
及
び
そ
の
材
料
価
格

　
　
　
（
材
料
価
格
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　
件
（
同
四
六
四
）

四四五六

O
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

　
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係

　
告
示
の
整
備
に
関
す
る
告
示
（
同
四
六
五
）

O
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

　
の
規
定
に
よ
り
申
請
の
あ
っ
た
全
国
健
康

　
保
険
協
会
の
定
款
、
事
業
計
画
及
び
予
算

　
に
つ
い
て
認
可
し
た
件
（
同
四
六
六
）

O
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

　
の
施
行
に
伴
う
社
会
保
険
庁
関
係
告
示
の

　
廃
止
に
関
す
る
件
（
社
会
保
険
庁
二
二
）

O
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件

　
（
農
林
水
産
一
四
二
三
）

O
平
成
十
七
年
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省

　
告
示
第
四
号
の
一
部
を
改
正
す
る
件

　
（
農
林
水
産
・
経
済
産
業
二
）

六七

O
中
小
企
業
信
用
保
険
法
第
二
条
第
四
項
第

　
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
業
種
を
指
定
す

　
る
件
（
経
済
産
業
二
〇
七
）

O
工
事
が
完
了
し
た
件

　
（
国
土
交
通
一
一
五
六
）

O
砂
防
法
第
二
条
の
土
地
を
指
定
す
る
件

　
（
同
一
一
五
七
～
一
一
五
九
）

O
都
市
再
開
発
法
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画

　
の
変
更
を
認
可
し
た
件
（
同
一
一
六
〇
）

O
水
先
人
の
免
許
を
与
え
た
件

　
（
同
工
六
一
）

O
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
に
係

　
る
環
境
大
臣
の
指
定
す
る
有
価
証
券
及
び

　
金
融
機
関
を
指
定
す
る
件
の
一
部
を
改
正

　
す
る
件
（
環
境
七
〇
）

〔
国
会
事
項
〕

〔
人
事
異
動
〕

内
閣
　
警
察
庁

〔
皇
室
事
項
〕

〔
官
庁
報
告
〕

　
　
　
　
官
庁
事
項

特
定
保
安
林
の
指
定
に
つ
い
て

（
農
林
水
産
省
）

特
定
保
安
林
の
指
定
の
解
除
に
つ
い
て
（
同
）

　
　
　
　
労
　
　
働

争
議
行
為
の
通
知
の
公
表
に
つ
い
て

（
厚
生
労
働
省
）

最
低
賃
金
の
改
正
決
定
に
関
す
る
公
示

（
岩
手
労
働
局
最
低
賃
金
公
示
一
、
山
形
同

一、

ｷ
崎
同
一
）

〔
資
　
　
料
〕

閣
議
決
定
等
事
項

七九δ＝二＝二三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

（
以
下
次
の
ペ
ー
ジ
へ
続
く
）
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O
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
六
十
五
号

　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関

係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
告

示
の
整
備
に
関
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
　
　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部

　
　
　
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
告
示
の
整
備
に

　
　
　
関
す
る
告
示

第
一
安
定
化
計
画
の
作
成
指
針
（
昭
和
六
十
三
年
厚
生

　
省
告
示
第
二
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

　
す
る
。

　
　
第
二
の
四
の
ω
中
「
社
会
保
険
事
務
所
」
を
「
全
国

　
健
康
保
険
協
会
」
に
改
め
る
。

第
二
　
次
に
掲
げ
る
告
示
の
規
定
中
「
政
府
」
を
「
全
国

　
健
康
保
険
協
会
」
に
改
め
る
。

　
一
　
介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政

　
　
令
第
十
九
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣

　
　
の
指
定
す
る
医
療
保
険
者
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
告

　
　
示
第
百
一
号
）
第
一
号

　
二
　
前
期
高
齢
者
交
付
金
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
国

　
　
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
第
三
条
に
規
定

　
　
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
保
険
者
（
平
成
十

　
　
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
九
十
九
号
）
第
一
号

　
三
　
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す

　
　
る
政
令
附
則
第
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
期
高
齢

　
　
者
交
付
金
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
国
庫
負
担
金
の

　
　
算
定
等
に
関
す
る
政
令
第
三
条
た
だ
し
書
の
規
定
に

　
　
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
被
用
者
保
険
等

　
　
保
険
者
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
三

　
　
十
九
号
）
第
一
号

第
三
　
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
第
四
十
九
条
の
二
第
一
号

　
ハ
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
組
合
等
（
平
成
十
四
年

　
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

　
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
本
則
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
四

　
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
本
則
に
第
一
号
と
し

　
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
一
　
全
国
健
康
保
険
協
会

第
四
次
に
掲
げ
る
告
示
の
規
定
中
「
政
府
管
掌
健
康
保

　
険
」
を
「
全
国
健
康
保
険
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
」

　
に
改
め
る
。

　
一
　
送
出
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針

　
　
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
五
十
六
号
）

　
　
第
二
の
四

　
二
　
受
入
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針

　
　
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
五
十
七
号
）

　
　
第
二
の
八

　
三
　
特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
の
適
切
か
つ

　
　
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針
（
平
成

　
　
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
五
十
号
）
第
2
の
一

　
　
の
2

第
五
　
次
に
掲
げ
る
告
示
の
規
定
中
、
「
（
爵
）
」
を
「
（
爵

　
ゆ
）
」
に
改
め
る
。

1　
る
。

2
　
こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
告
示
に
よ
る

　
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

　
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
六
士
ハ
号

　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
申
請
の
あ
っ
た
全
国
健
康
保
険
協
会
の
定
款
、
事
業

計
画
及
び
予
算
に
つ
い
て
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

　
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

〇
社
会
保
険
庁
告
示
第
二
十
二
号

　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
次
に
掲

げ
る
告
示
は
、
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
限
り
廃
止
す
る
。

　
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
社
会
保
険
庁
長
官
　
坂
野
　
泰
治

一
　
健
康
保
険
法
第
百
六
十
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ

　
き
政
府
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
介
護
保
険
料
率
を
定

　
め
る
件
（
平
成
二
十
年
社
会
保
険
庁
告
示
第
三
号
）

二
　
政
府
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
任
意
継
続
被
保
険
者

　
の
保
険
料
を
前
納
す
る
場
合
の
納
付
す
べ
き
額
（
平
成

　
二
十
年
社
会
保
険
庁
告
示
第
五
号
）

　
　
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用

　
の
請
求
に
関
す
る
省
令
附
則
第
五
条
第
三
項
の
規
定

　
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
（
平
成
二

十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号
）
様
式
第
一

　
及
び
様
式
第
四

費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
第
二
条
の
規
定
に
基
づ

き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
（
平
成
二
十
年
厚

生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
様
式
第
一

　
　
附
　
則

　
こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

一二
　
訪
問
看
護
療
養
費
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る

三
　
健
康
保
険
法
第
四
十
七
条
第
二
号
に
規
定
す
る
政
府

　
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
標
準
報
酬
月
額
に
関
す
る
件

　
（
平
成
二
十
年
社
会
保
険
庁
告
示
第
八
号
）

四
　
平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
健
康
保
険
法
第
百
六
十
条

　
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
府
が
管

　
掌
す
る
健
康
保
険
の
特
定
保
険
料
率
及
び
基
本
保
険
料

　
率
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
年
社
会
保
険
庁
告
示
第
十

　
六
号
）

O
農
林
水
産
省
告
示
第
千
四
百
二
十
三
号

　
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

　
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
農
林
水
産
大
臣
　
石
破
　
　
茂

一
　
保
安
林
の
所
在
場
所
　
秋
田
県
北
秋
田
市
森
吉
字
森

　
吉
沢
・
字
丹
瀬
沢
・
字
小
滝
沢
・
字
大
印
沢
・
字
尻
高

　
沢
・
阿
仁
比
立
内
字
鍛
内
沢
（
以
上
六
字
国
有
林
。
次

　
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二
　
指
定
の
目
的
　
水
源
の
か
ん
養

三
　
指
定
施
業
要
件

　
H
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
1
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ

　
　
　
る
。

　
　
　
　
字
鍛
内
沢
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
　
2
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐

　
　
　
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　
3
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

　
　
　
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

　
　
　
も
の
と
す
る
。

　
　
4
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
ω
　
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

　
　
及
び
樹
種
　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
秋
田
県
庁
及
び
北
秋
田
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

＆
葱
難
票
第
・
一
号

　
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律

第
七
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
商
品
取
引
所
法
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
＋
七
年
灘
難
館
告
示
第
四
号
（
商
品
取
引
所
法

第
三
百
二
十
条
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

委
託
者
保
護
基
金
の
業
務
上
の
余
裕
金
及
び
委
託
者
保
護

資
金
の
運
用
と
し
て
、
保
有
で
き
る
有
価
証
券
及
び
預
金

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
金
融
機
関
を
指
定
す
る
件
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

　
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
農
林
水
産
大
臣
　
石
破
　
　
茂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
済
産
業
大
臣
　
二
階
俊
博

　
第
一
号
ハ
中
「
商
工
組
合
中
央
金
庫
」
を
「
株
式
会
社

商
工
組
合
中
央
金
庫
」
に
改
め
る
。

　
第
一
号
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
二
　
金
融
機
関
の
合
併
及
び
転
換
に
関
す
る
法
律
（
昭

　
　
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
八
条
第
一
項
（
同

　
　
法
第
五
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

　
　
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
特
定
社
債
（
会
社
法
の
施

　
　
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平

　
　
成
十
七
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
百
九
十
九
条
の
規

　
　
定
に
よ
る
改
正
前
の
金
融
機
関
の
合
併
及
び
転
換
に

　
　
関
す
る
法
律
第
十
七
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
二
十

　
　
四
条
第
一
項
第
七
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

　
　
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
債
券
を
含
む
。
）

O
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
七
号

　
中
小
企
業
信
用
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

六
十
四
号
）
第
二
条
第
四
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

同
号
の
業
種
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

　
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
済
産
業
大
臣
　
二
階
俊
博

1
　
指
定
業
種

　
番
号
　
　
　
　
　
業
　
　
　
　
種
　
　
　
　
名

一二三四十十十十十十九八七六五
五四三二一

十十十十
九八七六

素
材
生
産
業
、
素
材
生
産
サ
ー
ビ
ス
業

砂
・
砂
利
・
玉
石
採
取
業

一
般
土
木
建
築
工
事
業

土
木
工
事
業
（
造
園
工
事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ

工
事
業
及
び
舗
装
工
事
業
を
除
く
。
）

造
園
工
事
業

し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業

舗
装
工
事
業

建
築
工
事
業
（
木
造
建
築
工
事
業
を
除
く
。
）

木
造
建
築
工
事
業

建
築
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
業

大
工
工
事
業

と
び
・
土
工
・
コ
ン
フ
リ
ー
ト
工
事
業

鉄
骨
工
事
業

鉄
筋
工
事
業

石
工
・
れ
ん
が
・
タ
イ
ル
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事

業左
官
工
事
業

金
属
製
屋
根
工
事
業

板
金
工
事
業

建
築
金
物
工
事
業
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平成20年10月8日

都道府県基金幹事長　殿

基金本部業務・統計部長

　（公　印　省　略）

診療報酬等請求書の取り繕い等について（通知）

　診療報酬等請求書については、平成20年9月30日付け「健康保険法等の一部

を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示」（厚

生労働省告示第465号）（以下「465号告示」という。）をもって改正されたこと

に伴い、旧様式の取り繕い及び診療報酬請求書等の編てつ方法を下記とおりとし

たので、保険医療機関等からの照会に対応願います。

　なお、この取り扱いについては、厚生労働省保険局医療課、日本医師会、日本

歯科医師会及び日本薬剤師会の了解を得ていることを申し添えます。

記

1　診療報酬等請求書の取り繕い

　　旧様式の取り繕いについては、465号告示の附則の2において、「この告示の

制定前に使用されていたこの告示に規定する様式に相当する様式については、

　当分の間、これを取り繕って使用することができる。」と規定されていることか

　ら、当該診療報酬等請求書の各区分の「01（政）」を「（01協会）」に訂正する

　ことなく読み替えることとしたこと。

2　診療報酬請求書等の編てつ方法

　　レセプトについては、別紙「診療報酬請求書等の編てつ方法」のとおり診療

報酬請求書等の各レセプト区分の「01」区分に、新証分（8桁）の上部に旧証

分（4桁）をとりまとめて編てっすること。

3　関係団体等への連絡

（1）　関係団体等への文書連絡

　　　医師会等及び保険医療機関等に連絡する場合については、支部の実情に応

　　じて、適宜の方法により実施すること。

　　　なお、文書により連絡する場合にあっては、別添1r都道府県医師会等連

　絡文書例」及び別添2「保険医療機関等連絡文書例」を参考とすること。



（2）その他

　　診療報酬等請求書の取り繕い等については、10月10日（金）から支払基

　金ホームページの「お知らせ」に掲載することとしたので活用すること。

本件に関する問合せ先

業務・統計部　業務管理課

　　　　　　　阿部、羽田、毛利

IPTEL．（内線発信番号）＋48＋756



別紙
診療報酬請求書等の煽てつ方法（医科）

【入院分】

　入院外分に同じ

【入院外分】

医保（70以上一般・低所得）と

　　　　　　　　　　　　公費の併用

医保（70以上一般・低所得）単独

　（医保単独本人と同じ配列）

医保（70以上7萄旧）と公費の併用

医保（70以上7割）単独
　（医保単独本人と同じ配列）

〔
高
齢
受
給
者
分
〕

〔

とじひも

医保本人と公費の併用

医保単独本人
協会けんぽ（01） ^羅留
船員保険（02） ﾄ購
日雇特例 ﾄ講lll
共済組合（31燭 ､類3月
健保組合（06）

自衛官等（07）

特定組合（63・72～75）

医保家族と公費の併用

医保単独家族
協会けんぽ（01） ﾄ羅雛翻

船員保険（02）

日雇特例 ﾄ讃lll
共済組合（31～34）

健保組合（06）

特定組合（63・72～75）

診療報酬請求書

　　（入院分）

〔
本
人
分
〕

〔
家
族
分
〕

医保（6歳）と公費の併用

医保（6歳）単独

　（医保単独家族と同じ配列）

〔
6
歳
分
〕

〔
公
費
分
〕

公費と公費の併用

〔

公費単独

D
P
C
分
に
つ
い

て
は
、
一
般
入
院
分

の
上
部
に
編
て
っ

し
ま
す
。

【
入
院
分
】

【
入
院
外
分
】

（注）　1　診療報酬明細書の編てつ順序は、原則として診療報酬請求書の記載順序とします。

　　　2　医療保険単独分の高額療養費長期疾病該当明細書は、入院、入院外ともそれぞれ各管掌の最上部

　　　　に編てっします。

　　　3　「01」の旧証分（4桁）については、」一に編てっします。



別添1

【都道府県医師会等速絡文書例】

事　　務　　連　　絡

平成20年○月○○日

○○○医師会　御中

○○○社会保険診療報酬支払基金

診療報酬請求書の取り繕い等について（お知らせ）

　平素、支払基金の業務運営に関しまして、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上
げます。

　さて、旧様式の取り繕いについては、平成20年9月30日付け厚生労働省告示

第465号において、請求省令の一部改正が行われ、同告示にrこの告示の制定前

に使用されていたこの告示に規定する様式に相当する様式については、当分の間、

これを取り繕って使用することができる。」と規定されたところです。

　つきましては、旧様式の取り繕い及び診療報酬請求書等の編てつ方法を下記と

おりと対応したいと考えておりますので、特段のご理解とご協力をお願い申し上
げます。

　なお、各保険医療機関等には、支払基金から連絡することを申し添えます。

記

1　診療報酬請求書等の取り繕い

　　旧様式については、各区分の「01（政）」を「01（協会）」に訂正することな

　く読み替えることとします。

2　診療報酬請求書等の編てつ方法等

　診療報酬明細書等については、別紙「診療報酬請求書等の編てつ方法」のと

　おり診療報酬請求書等の各レセプト区分の「01」区分に、新証分（8桁）の上

部に旧証分（4桁）をとりまとめて編てっされるようお願いいたします。



別添2

【保険医療機関等連絡文書例】

事　　務　　連　　絡

平成20年○月○○日

保険医療機関　各位

○○○社会保険診療報酬支払基金

診療報酬請求書の取り繕い等について（お知らせ）

　平素、支払基金の業務運営に関しまして、格別のご協力を賜り厚くお礼申し上
げます。

　さて、旧様式の取り繕いについては、平成20年9月30日付け厚生労働省告示

第465号において、請求省令の一部改正が行われ、同告示にrこの告示の制定前

に使用されていたこの告示に規定する様式に相当する様式については、当分の間、

これを取り繕って使用することができる。」と規定されたところです。

　つきましては、旧様式の取り繕い及び診療報酬請求書等の編てつ方法を下記と

おり対応したいと考えておりますので、ご協力をお願いいたします。

記

1　診療報酬請求書等の取り繕い

　　旧様式については、各区分の「01（政）」を「01（協会）」に訂正することな

　く読み替えることとします。

2　診療報酬請求書等の編てつ方法

　診療報酬明細書等については、別紙「診療報酬請求書等の締てつ方法」のと

　おり診療報酬請求書等の各レセプト区分の「01」区分に、新証分（8桁）の上

部に旧証分（4桁）をとりまとめて煽てつされるようお願いいたします。



厚1 保発第0930002号
平成20年9月30目

1轡藤蔓・｝・

　　　　　　　　　　　齢繭

厚生労働省保険局

「保険者番号等の設定について」の一部改正について

　r保険者番号等の設定について」　（昭和51年8月7日保発第45号）について、健康保険法等の一部を改

正する法律（平成18年法律第83号）の一部が平成20年10月1日に施行され、政府管掌健康保険について国

とは切り離した新たな保険者である全国健康保険協会が設立されること、及び日本年金機構法（平成19年

法律第109号）の一部等が平成20年10月1日に施行され、保険医療機関の指定等に関する厚生労働大臣の

権限が地方社会保険事務局長から地方厚生（支）局長に移管されることに伴い、別紙のとおり改正し、平

成20年10月1日から適用するので、その取扱いに遺漏のないよう貴管下の保険医療機関及び審査支払機関

等に対し周知徹底を図られたい。

冠



畢

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塵

1　1の（1）から（3）までを次のように改める。

（1）　全国健康保険協会管掌健康保険（日雇特例被保険者の保険を除く。以下「協会管掌健康保険」と

　　いう。）

　　　協会管掌健康保険の保険者番号については、全国健康保険協会（以下「協会」という。）の都道

　　府県支部ごとに平成20年9月18日庁保険発第091800ユ号によって定められた保険者番号をもって協

　　会管掌健康保険の保険者番号とすること。

　（2）船員保険

　　　船員保険の保険者番号については、船員保険事務を取り扱う社会保険事務所（地方社会保険事務

　　　局が事務を行うことになっている場合にあっては当該地方社会保険事務局を含む。）ごとに、昭和

　　　51年6月17日庁文発第1781号通知別添参考r別に通知する日から使用すう被保険者証等の課所名の

　　　うえに付する符号一覧」によ．り示された符号をもって船員保険の保険者番号とすること。

　（3）・日雇特例被保険者の保険』

　　　　日雇特例被保険者の保険の保険者番号については、協会の都道府県支部ごとに平成20年9月18日

　　　庁保険発第0918001号により定められた保険者番号をもって日雇特例被保険者の保険の保険者番号

　　　とすること。

　　　　なお、受給資格者票に記載する保険者番号については、上2桁の法別番号を03と、特別療養費受

　　　給票に記載する保険者番号については、04とすることとしているので留意されたいこと。

2　4を次のように改める。

　4　医療機関コード及び薬局コードの設定について

　　　医療機関コード及び薬局コードについては、現在要領と同様の方法により、医療機関又は薬局に設

　　定されている7桁の番号をもってそれぞれ当該医療機関又は薬局の医療機関コード又は薬局コードと

　　されたいこと。

　　　なお、今後の設定における医療機関コード及び薬局コードについては、保険医療機関の指定等の際、

　　別添要領に基づき、地方厚生（支）局長において定められたいこと。

3　別添の第1の4を次のように改める。

　4　保険者（市町村）別番号は、協会管掌健康保険にあっては協会の都道府県支部ごとに厚生労働省保険

　　局が、船員保険にあっては社会保険事務所（地方社会保険事務局が事務を行うことになっている場合

　　にあっては当該地方社会保険事務局を含む。）ごとに社会保険庁が、国民健康保険にあっては国民健

　　康保険事業を行う市町村又は国民健康保険組合ごとに都道府県が、また、組合管掌健康保険にあって

　　は健康保険組合（社会保険診療報酬支払基金に対して支払を行う従たる事務所を含む。）ごとに地方厚

　　生局が、後期高齢者医療にあっては後期高齢者医療広域連合が、共済組合及び自衛官等の療養の給付

　　にあっては各主管官庁が定める番号とする。

4　別添の第1の7を削る。

5　別添の第4の2、3及び6を次のように改める。

　2　郡市区番号は、都道府県ごとに、郡、市及び区を単位として、地方厚生（支）局長が定めるものと

　　する。ただし、独立行政法人国立病院機構等の各施設を一般の医療機関等と区別する必要があるとき



は、地方厚生（支）局長において郡市区番号にかえて、これらを1単位とした2桁の番号を定めても

差し支えないものとする。

3．医療機関（薬局）番号は、医療機関について、医科にあっては1，000から2，999、歯科にあっては3，00

0から3，999、薬局にあっては4，000から4，999の一連番号を前記2の郡市区ごとに、地方厚生（支）局

長がこれを定めるものとする。ただし、4桁の医療機関（薬局）番号のうち、中2桁又は下2桁が90と

なる番号は欠番とするものとする。

　なお、医科と歯科が併設される医療機関にあっては、医科、歯科それぞれの医療機関番号を定める

ものとする。

6　医療機関等コードの管理は、地方厚生（支）局長において行うものとし、医療機関等コードの変更

　に際しては、社会保険診療報酬支払基金導に対して速やかに連絡するものとする。

6　別表1の（1）中「政府管掌健康保険」を「全国健康保険協会管掌健康保険」に改め、　「（政）」を

　「（協会）」に改める。

7　別表3を削る乙

、



（参考）

「保険者番号等の設定について」（昭和51年8月7日保発第45号）の一部改正について

改　　正　　後 改　　正　　前

1　保険者番号の設定について
i1）　全国健康保険協会管掌健康保険（日雇特例被保険者の保

1　保険者番号の設定について
i1）　政府鱗掌健康保険（日雇特例被保険者の保険を除く。）

険を除く。以下r協会管掌健康保険」という。） 政府管掌健康保険（日雇特例被保険者の保険を除く。）の保

協会管掌健康保険の保険者番号については、舎国健康保険 険者番号については、社会保険事務所ごとに、昭和45年1
協会（以下「協会」という。）の　道府県支部ことに平成20 2月21日庁保険発第40号、昭和46年7月1日庁保険発
年9月18日庁保険発第0918001号によって定められた保険者番 第12号、昭和47年5月15日庁保険発第14号、昭和4
号をもって協会管掌健康保険の保険者番号とすること。 8年6月11日庁保険発第7号、昭和49年6月26日庁保

険発第12号、昭和50年6月20日庁保険発第11号及び
昭和51年6月25日庁保険発第12号によって定められた
社会保険事務所符号をもって政府管掌健康保険（日雇特例被保

（2）　船員保険
@　船員保険の保険者番号については、船具保険事務奪取り蓼　う社会保険事務所（地方社会保険事務局が事務を行ワことに

　険者の保険を除く　）の保険者番号とすること。

i2）　船員保険
@　船員保険の保険者番号については、船員保険事務を取り扱
@う都道府県保険課又は社会保険事務所ごとに、昭和51年6

なっている場合にあっては当該地方社会保険事務局をAむ。） 月17日庁文発第1781号通知別添参考「別に通知する日
　ごとに、昭和51年6月17日庁文発第1781号通知別添参考「別
@に通知する日から使用する被保険者証等の課所名のうえに付
@する符号一覧」により示された符号をもって船員保険の保険

ﾒ番号とすること。

i3）　日雇特例被保険者の保険
@　日雇特例被保険者の保険の保険者番号については、協会の

　から使用する被保険者証等の課所名のうえに付する符号一覧」
@により示された符号逢もって船員保険の保険者番号とするこ
@と。

i3）　日雇特例被保険者の保険
@　日雇特例被保険者の保険の保険者番号につい．ては、社会保

都道府県支部ごとに平成20年9月18日庁保険発第0918001号に 険事務所ごとに昭和50年3月19日庁保険発第2号、昭和
より定められた保険者番号をもって日雇特例被保険者の保険 50年6月20日庁保険発第11号及び昭和51年6月25
の保険者番号とすること。 日庁保険発第12号により定められた旧日雇労働者健康保険

なお、受給資格者票に記載ずる保険者番号については、上 の保険者符号をもって日雇特例被保険者の保険の保険者番号



2桁の法別番号を03と、特別療養費受給票に記載する保険者
番号については、04とすることとしているので留意されたい
こと。

4　医療機関コード及び薬局コードの設定について
　　医療機関コード及び薬局ゴード・については、現在要領と同
様の方法により、医療機関又は薬局に設定されている7桁の

　番号をもってそれぞれ当該医療機関又は薬用の医療機関コー
　ド又は薬局コードとされたいこと。
　　なお、今後の設定における医療機関コ旨ド及び薬局コード
　については、保険医療機関の指定等の際、別添要領に基づき、
　地方厚生（支）局長において定められたい．こと。

別添

第1　保険者番号

4保険者（市町村）別番号は ｶ募会驚健篶離農あって騰
禦は謬糠響嘉講社会保険事務局が事務を行うこと

　になっている場合にあっては当該地方社会保険事務局を含
　む。）ごとに社会保険庁が、国民鯉康保険にあっては国民健康
　保険事業を行う市町村又は国民健康保険組合ごとに都道府県
　が、また、組合管掌健康保険にあっては健康保険組合（社会保
　険診療報酬支払基金に対して支払を行う従たる事務所を含
　む。’）ごとに地方厚生（支）局が、後期高齢者医療にあっては
　後期高齢者医療広域連合が、共済組合及び自衛官等の療養の
　給付にあっては各主管官庁が定める番号とする。

（削除）

とすること。

　なお、受給資格者票に記載する保険者番号については、上
2桁の法別番号を03と、特別療養費受給票に記載する保険者
番号については、04とすることとしているので留意されたい
こと。

4　医療機関コード及び薬局コードの設定について
　　医療機関コード及び薬局コードについては、現在要領と同
　様の方法により、医療機関又は薬局に設定されている7桁の
番号をもってそれぞれ当該医療機関又は薬局の医療機関コー

　ド又は薬局コードとされたいこと。
　　なお、今後の設定における医療機関コード及び薬局コード
　については、保険医療機関の指定等の際、別添要領に基づき、
都道府県知事において定められたいこと。

別添

第1　保険者番号

4　保険者（市町村）別番号は、政府管掌健康保険及び船員保険
　にあっては土ム　　　　E　　　　険について　道府県保険課
　が事務を行うことになっている場合にあっては当該保険課を
　含む。）ごとに社会保険庁長官が、国民健康保険にあっては国
民健康保険事業を行う市町村又は国民健康保険組合ごとに都
道府県知事が、また、組合管掌健康保険にあっては健康保険
組合（社会保険診療報酬支払基金に対して支払を行う従たる事
務所を含む。）ごとに都道府県知事が、後期高齢者医療にあっ
ては後期高齢者医療広域連合が、共済組合及び自衛官等の療
養の給付にあっては各主管官庁が定める番号とする。

7　政府管掌健康保険（日雇特例被保険者の保険を除く。）の保
　険者番号についての特例
　政府管掌健康保険（日雇特例被保険者の保険を除く。）の保
　険者番号については、当分の間、前記1及び3にかかわらず、



第4　医療機関コード及び薬局コード

2　郡市区番号は、都道府県ごとに、郡、市及び区を単位とし
て、地方厚生（支）局長が定めるものとする。ただし、独立
行政法人国立病院機構等の各施設を一般の医療機関等と区別
する必要があるときは、地方厚生（支）局長において郡市区
番号にかえて、これらを1単位とした2桁の番号を定めても
差し支えないものとする。

3　医療機関（薬局）番号は、医療機関について、医科にあって・
　は1，000から2，999、歯科にあっては3，000から3，999、薬局に
あっては4，000から4，999の一連番号を前記2の郡市区ごとに、
地方厚生（支）局長がこれを定めるものとする。ただし、4
桁の医療機関（薬局）番号のうち、中2桁又は下2桁が90とな

　る番号は欠番とするものとする。
　　なお、医科と歯科が併設される医療機関にあっては、医科、
歯科それぞれの医療機関番号を定めるものとする。

6　医療機関等コードの管理は、地方厚生（支）局長において
行うものとし、医療機関等コードの変更に際しては、社会保
険診療報酬支払基金等に対して速やかに連絡するものとする。

別表1　法別番号表
（1）

区　　　　分 法別

ﾔ号
制度の　．

ｪ称

全国健康保険協会管掌健康保険（日雇 01 （協会）

特例被保険者の保険を除く。）

都道府県番号2桁及び保険者（市町村）別番号2桁を組み合わ
せた4桁の番号をもって保険者番号とするものとし、この場
合の都道府県番号は、社会保険事務所の所在地の都道府県ご
とに別表3に定める番号とする。

第4　医療機関コード及び薬局コード

2　郡市区番号は、都道府県ごとに、郡、市及び区を単位とし
　て、都道府県知事が定めるものとする。ただし、国立病院、
　国立療養所等を一般の医療機関等と区別する必要があるとき
　は、魎皇において郡市区番号にかえて、これらを1
単位とした2桁の番号を定めても差し支えないものとする。

3　医療機関（薬局）番号は、医療機関について、医科にあって
　は1，000から2，999、歯科にあっては3，000から3，999、薬局に
　あっては4，000から4，999の一連番号を前記2の郡市区ごとに、
都道府県知事がこれを定めるものとする。ただし、4桁の医
療機関（薬局）番号のうち、中2桁又は下2桁が90となる番号

　は欠番とするものとする。
　なお、医科と歯科が併設される医療機関にあっては、医科、
歯科それぞれの医療機関番号を定めるものとする。一

6　医療機関等コードの管理は、都道府県知事において行うも
　のとし、医療機関等コードの変更に際しては、社会保険診療
報酬支払基金等に対して速やかに連絡するものとする。

別表1　法別番号表
（1）

区　　　　分 法別
ﾔ号．

制度の

ｪ称

政府管掌健康保険（日雇特例被保険者 01 （政）

の保険を除く。）



（削除） 別表3

（略）

社会保険事務所の所在地都道府県番号表（政府管掌健
康保険）



ら　　　　　　　　　　　　ヨ

保医発第0930008号

平成20年9月30日

地方厚生（支）局長
地方社会保険事務局長
都道府県民生主管部（局）

　国民健康保険主管課（部）長

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

　後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課
離離

莚蜷
嵩
歯
間
要
，

麟
髄
、

　　　　

ﾕ
　　　

　
闘

　　　　　　

「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について

　健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）の一部が平成20年10月1日に施行

され、政府管掌健康保険について国とは切り離した新たな保険者である全国健康保険協会が設立

されること、及び日本年金機構法（平成19年法律第109号）の一部等が平成20年10月1日に施行さ

れ、保険医療機関の指定等に関する厚生労働大臣の権限が地方社会保険事務局長から地方厚生

（支）局長に移管されることに伴い、下記の通知の一部を別添1から別添3のとおり改正するの

で、その取扱いに遺漏のないよう貴管下の保険医療機関及び審査支払機関等に対し、周知徹底を

図られたい。

記

別添1　「診療報酬請求書等の記載要領等について」　（昭和51年8月7日保険発第82号）の一

　　　部改正について

別添2　「厚生労働大臣が定める病院の診療報酬請求書等の記載要領について」　（平成18年3

　　　月30日保医発第0330007号）の一部改正について

別添3　「訪問看護療養費請求書等の記載要領について」　（平成18年3月30日保医発第0330008

　　　号）の一部改正について



’

r診療報酬請求書等の記載要嶺等について」　（昭和51年8月7目保険発第82号）の一部改正

について

1　別紙1及び別紙2中「地方社会保険事務局長』を「地方厚生（支）局長』に改める。

2　別紙1のHの第3の2（5）を次のように改める。

（5）　「保険者番号』欄について

　　ア　設定された保険者番号8桁（国民健康保険については6桁）を記載すること（別添2「設定

　　　要領』の第1を参照）。

　　イ　船員保険については、当該被保険者及び被扶養者の管轄地方社会保険事務局長と当該保険医

　　　療機関の管轄地方社会保険事務局長とが同一である場合（以下（5）において「自県分の場合」

　　　という。）には、記載を省略して差し支えないこと。

　　ウ　前記により、　「保険者番号』欄の記載は、次表のとおりとなること。

自県分の場合 他県分の場合　‘

： ： ：　　＝ ： ： ：　　：

： ＝ 1　　＝ ： ＝ ＝　　＝
● 喜 1　　　　　　口 ‘ ■ ，　　　　　　o

区　　　分

法別 都道府県 保険者別 検証 法別 都道府県 保険者別 検証

番号 番　　号 番　　号 番号 番号 番　　号 番　　号 番号

健　　康　　保　　険

後期高齢者医療
：
O
I
O
一

＝
O
・
：
O
■

＝　　lO・O・O＝　　：

O
：
O
I
O
，

：
0
：
0
●

＝　　＝O＝O＝OI　　　　　　l

O
退　　職　　者　　医　療

： ＝ ：　．＝ ＝ ： ：　　＝

船　　員　　保　　険 ＝ ＝ l　　l OIO O＝0 OlO＝O O
1 ● ■　　　　　　■ ● o ●　　　　　　1

（省略して差し支えないこと）

国　民　腱　康　保　険
：
：
■

：
O
I
O
，

＝　　＝
n・O・Ol　　l O

＝
：
■

：
O
：
O
●

＝　　lO：OIO●　　　　　　●

O

備考1　0印のものは、必ず記載すること。

　　2　公費負担医療単独の場合及び公費負担医療と公費負担医療の併用の場合（以下r公費負担医

　　　療のみの場合』という。）は、別段の定めのある場合を除き、記載しないこと。

3　別紙1の皿の第3の2（16）のイを次のように改める。

イ　同月中に保険種別等の変更があった場合には、その変更があった日を診療開始日として記載

　し、　「摘要』欄にその旨を記載すること。ただし、政府管掌健康保険から全国健康保険協会管

　掌健康保険への変更については、診療開始日の変更をしなくても差し支えないものであること。



4　別紙1の皿の第3の2（5）を次のように改める。

（5）　「保険者番号』欄について

　　ア　設定された保険者番号8桁（国民健康保険については6桁）を記載すること（別添2r設定

　　　要領」の第1を参照）。

　　イ　船員保険については、当該被保険者及び被扶養者の管轄地方社会保険事務局長と当該保険医

　　　療機関の管轄地方社会保険事務局長とが同一である場合（以下（5）において「自県分の場合」

　　　という。）には、記載を省略して差し支えないこと。

　　ウ　前記により、　「保険者番号』欄の記載は、次表のとおりとなること。

自県分の場合 他県分の場合　　’

二 ．1

：　　： ＝ ＝ ：　　＝

： ： ＝　　： ： ＝ ：　　＝
■ ● 1　　　　　　● ■ ■ ■　　　　　　■

区　　　分

法別 都道府県 保険者別 検証 法別 都道府県 保険者別 検証
番号一 番　　号 番　　号 番号 番号 番　　号 番　　号 番号

健　　康　　保　　険

後期高齢者医療
：
0
＝
O
■

＝
O
：
O
●

：　　1
O＝OIO●　　　　　　， 0

：
O
：
O
■

：
0
＝
0
●

：　　lO・O・Ol　　l

0
退　　職　　者　　医　　療

： ＝ ＝　　： ： ＝ 1　　：
船　　　員　　　保　　　険 ： ： ＝　　＝ O＝O OIO OlO10 O

● ● o　，　　　　一 ■ 嘔 1　　　　　　●

（省略して差し支えないこと）

国　民　健　康　保　険
＝
：
■

＝
O
I
O
■

＝　　10・O・Ol　　＝

O
＝
＝
貫

＝
O
：
O
■

l　　lO＝0：0■　　　　　　■

O

備考1　0印のものは、必ず記載すること。

　　2　公費負担医療単独の場合及び公費負担医療と公費負担医療の併用の場合（以下r公費負担医

　　　療のみの場合』という。）は、別段の定めのある場合を除き、記載しないこと。

5　別紙1の皿の第3の2（16）のイを次のように改める。

イ　同月中に保険種別等の変更があった場合には、その変更があった日を診療開始日と’して記載

　し、　「摘要』欄にその旨を記載すること。ただし、政府管掌健康保険から全国健康保険協会管

　掌健康保険への変更については、診療開始日の変更をしなくても差し支えないものであること。

6　別紙1のWの第2の2（5）を次のように改める。噛

（5）　「保険者番号』欄について

　　ア　設定された保険者番号8桁（国民健康保険については6桁）を記載すること（別添2r設定

　　　要領」の第1を参照）。

　　イ　船員保険については、当該被保険者及び被扶養者の管轄地方社会保険事務局長と当該保険医

　　　療機関の管轄地方社会保険事務局長とが同一である場合（以下（5）において「自県分の場合』

　　　という。）には、記載を省略して差し支えないこと。



ウ　前記により、　「保険者番号』欄の記載は、次表のとおりとなること。

自県分の場合 他県分の場合

： ＝ 1　　＝ ： ： ＝　　＝
：
■

＝
●

：　　＝●　　　　　　● ＝
■

＝
●

＝　　：■　　　　　　1

区　　　分

法別 都道府県 保険者別 検証 法別 都道府県 保険者別 検証

番号 番　　号 番　　号 番号 番号 番　　号 番　　号 番号

健　　康　　保　　険

繩厓w諶ﾒ医療
＝
O
＝
O
●

：
O
：
O
●

1　　：
O・O・Ol　　： O

＝
O
＝
O
■

＝
0
＝
O
一

＝　　l
n・O・Ol　　l O

退　　職　　者　　医　療

船　　員　　保　　険
＝
：
■

＝
＝
●

：　　＝
＝@　：■　　　　　　●

：
0
＝
O
●

：
Q
l
O
■

1　　：
n・O・Ol　　： O

（省略して差し支えないこと）

国　民　腱　康　保　険
：
＝
，

：
O
＝
O
●

＝　　：
O・O・0＝　　＝ O

＝
：
　
・
■

：　’
n＝Ol

1　　＝0・0・Ol　　＝

O

備考1　0印のものは、必ず記載すること。

　　2　公費負担医療単独の場合及び公費負担医療と公費負担医療の併用の場合（以下「公費負担医

　　　療のみの場合』という。）は、別段の定めのある場合を除き、記載しないこと。

7　別紙2の第2の3を次のように改める。

3　「保険者番号』欄について

　（1）　設定された保険者番号8桁（国民健康保険については6桁）を記載すること（別添2r設定要

　　　領』の第1を参照）。

　（2）　船員保険については、当該被保険者又は被保険者であった者（以下単にr被保険者』とい

　　　う。）及び被扶養者の管轄地方社会保険事務局長と当該保険医療機関の管轄地方社会保険事務局

　　　長とが同一である場合（以下r自県分の場合』という。）には、記載を省略して差し支えないこ

　　　と。

　（3）前記により、　「保険者番号』欄の記載は、次表のとおりであること。

自県分の場合 他県分の場合

：
＝
■

：
＝
■

：　　l
戟@　：●　　　　　　■

：
＝
●

＝
＝
■

＝　　：
F　　1■　　　　　　階

区　　　分

決別 都道府県 保険者別 検証 法別 都道府県 保険者別 検証

番号 番　　号 番　　号 番号 番号 番　　号 番　　号 番号

健　　康　　保　　険

繩厓w諶ﾒ医療
　：

nIO
　：

n＝O
　：　　l

nIO＝O O
　＝

n＝O
　＝

nlO
　：　　l

nIO＝O 0
● ● o　　　　　　● ● ■ ■　　　　　　■

退　　職　者　医　療

船　　員　，　保　　険
：
＝

：
：

l　　l
＝@　：

　：

O10
　：

n：O
　＝　　＝

nIOIO 0
● ■ ●　　　　　　● ■ ■ ■　　　　　　●

（省略して差し支えないこと）

● 1 ■　　　　　　， ● ● ■　　　　　　●



ぐ

国　民　腱　康　保　険
：　　OIO　OIO：O　O●　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　● ＝　　O：O　OIO：O　O3　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　■

備考　1　0印のものは、必ず記載すること。

　　　2　公費負担医療単独の場合及び公費負担医療と公費負担医療の併用の場合（以下r公費負担

　　　　医療のみの場合』という。）は、特段の定めのある場合を除き、記載しないこと。

8　別添2の第1の4を次のように改める。

4　保険者（市町村）別番号は、協会管掌健康保険にあっては協会の都道府県支部ごとに厚生労働省保険

局が、船員保険にあっては社会保険事務所（地方社会保険事務局が事務を行うことになっている場合

　にあっては当該地方社会保険事務局を含む。）ごとに社会保険庁が、国民健康保険にあっては国民健

　康保険事業を行う市町村又は国民健康保険組合ごとに都道府県が、また、組合管掌健康保険にあって

　は健康保険組合（社会保険診療報酬支払基金に対して支払を行う従たる事務所を含む。）ごとに地方厚

　生局が、後期高齢者医療にあっては後期高齢者医療広域連合が、共済組合及び自衛官等の療養の給付

　にあっては各主管官庁が定める番号とする。

9　別添2の第1の7を削る。

10　別添2の第4の2、3及び6を次のように改める。

2　郡市区番号は、都道府県ごとに、郡、市及び区を単位として、地方厚生（支）局長が定めるものと

する。ただし、独立行政法人国立病院機構等の各施設を一般の医療機関等と区別する必要があるとき

は、地方厚生（支）局長において郡市区番号にかえて、これらを1単位とした2桁の番号を定めても

差し支えないものとする。

3　医療機関（薬局）番号は、医療機関について、医科にあっては1，000から2，999、歯科にあっては3，00

0から3，，999、薬局にあっては4，000から4，999の一連番号を前記2の郡市区ごとに、地方厚生（支）局

長がこれを定めるものとする。ただし、4桁の医療機関（薬局）番号のうち、中2桁又は下2桁が90と

　なる番号は欠番とするものとする。

　　なお、医科と歯科が併設される医療機関にあっては、医科、歯科それぞれの医療機関番号を定める

　ものとする。

6　医療機関等コードの管理は、地方厚生（支）局長において行うものとし、医療機関等コードの変更

　に際しては、社会保険診療報酬支払基金等に対して速やかに連絡するものとする。

11別表1のq）中「政府管掌健康保険』を「全国健康保険協会管掌健康保険』に改め、「（政）」を

　「（協会）』に改める。

12　別表3を削る。



圃
r厚生労働大臣が定める病院の診療報酬請求書等の記載要領について』（平成18年3月30日保医

発第0330007号）の一部改正について

別紙中「地方社会保険事務局長」を「地方厚生（支）局長」に改める。

ノ



圃「訪問看護療養費請求書等の記載要領について』　（平成18年3月30日保医発第0330008号）の

一部改正について

1　別紙中「地方社会保険事務局長』を「地方厚生（支）局長』に改める。

2　別紙の皿の第2の5を次のように改める。

5　「保険者番号」欄について

　（1）設定された保険者番号8桁（国民健康保険については6桁）を記載すること（「診療報酬

　　　請求書等の記載要領等について」　（昭和51年8月7日保険発第82号厚生省保険局医療課長、

　　　歯科医療管理官連名通知）以下「記載要領等』という。）の別派2（以下「設定要領』とい

　　　う。）の（1・）を参照）。

　（2）　船員保険については、当該被保険者及び被扶養者の管轄地方社会保険事務局長と当該保険

　　　医療機関の管轄地方社会保険事務局長とが同一である場合（以下5において「自県分の場

　　　合」という。）には、記載を省略して差し支えないこと。

　（3）前記により、「保険者番号』欄の記載は、次表のとおりとなること。

自県分の場合 他県分の場合

： ： ＝　　1 ： ＝ 1　　＝

： ＝ ：　　＝ ： ： ：　　1
■ ● ●　　　　　　1 ■ 一 1　　　　　　，

区　　　分

法別 都道府県 保険者別 検証 法別 都道府県 保険者別 麹
番号 番　　号 番　　号 番号 番号 番　　号 番　　号 番号

●

健　　康　　保　　険

繩厓w諶ﾒ医療
＝
O
l
O
I

：
O
I
O
■

1　：OIO：O●　　　　　　1

O
＝
O
＝
O
一

＝
O
：
O
●

：　　＝O・O・O＝　　＝

O
退　職　者　医　療

船　　員　　保　　険
：
：
■

：
＝
●

1　　＝
戟@l●　　　　　1

：
O
＝
O
‘

＝
O
：
O
●

＝　　：O・O・O＝　　1

0’

（省略して差し支えないこと）

国　民　健　康　保　険
：
＝
●

＝
0
1
0
一

：　1
O1010畠　　　　　巳 0

：
＝
■

＝
O
I
O
●

l　　lO・O・O＝　　1

O

備考1　0印のものは、必ず記載すること。

　　2　公費負担医療単独の場合及び公費負担医療と公費負担医療の併用の場合（以下「公費負

　　　担医療のみの場合』という。）は、別段の定めがある場合を除き、記載しないこと。

3　別添1中「地方社会保険事務局長』を「地方厚生（支）局長』に改める。



、

4　別添2の（1）中r政府管掌健康保険」をr全国健康保険協会管掌健康保険』に改め、

　「（政）』を「（協会）』に改める。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新旧対照表

「診療報酬請求書等の記載要領等について」（昭和51年8月7日保険発第82号）の一部改正について

改　正　前

別紙1

診療報酬請求書等の記載要領

1　一般的事項《略》

皿　診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領

第1　診療報酬請求書（医科・歯科、入院・入院外併用）に関する事項（様式第

　　1（1））

　1～4《略》

　5　「保険医療機関の所在地及び名称、開設者氏名、印」欄について

　　（1）保険医療機関の所在地及び名称、開設者氏名については、保険医療機

　　　関指定申請の際等に一局長に届け出た所在地、名称及び
　　　開設者氏名を記載すること。なお、開設者氏名については、開設者から

　　　診療報酬請求等にっき委任を受けている場合は、保険医療機関の管理者

　　　の氏名であっても差し支えないこと。

《以下略》

第2　診療報酬請求書（医科・入院外）に関する事項（様式第1（2））《略》

第2の2　診療報酬請求書（医科・歯科）に関する事項（様式第8）《略》

第3　診療報酬明細書の記載要領（様式第2）

　1　診療報酬明細書の記載要領に関する一般的事項《略》

　2　診療報酬明細書の記載要領に関する事項

　　（1）～（4）《略》

　　（5）　「保険者番号」欄について

　　　　ア　設定された保険者番号8桁（　　掌　　　　　日　　例

　　　　　一」国民健康保険については6桁）を
　　　　　記載すること（別添2「設定要領」の第1を参照）。

　　　　イ　政　　掌　　　　　日　　例　　　　の　　を、く）及び船員保

改　正　後

（1）保険医療機関の所在地及び名称、開設者氏名については、保険医療機

　関指定申請の際等に一＿昼長に届け出た所在地、名称及び開

　設者氏名を記載すること。なお、開設者氏名については、開設者から診

　療報酬請求等につき委任を受けている場合は、保険医療機関の管理者の

　氏名であっても差し支えないこと。

（5）　「保険者番号」欄について

　　ア　設定された保険者番号8桁（国民健康保険については6桁）を記載

　　すること（別添2「設定要領」の第1を参照）。

イ　船員保険については、当該被保険者及び被扶養者の管轄地方社会保

一1一



　険については、当該被保険者及び被扶養者の管轄地方社会保険事務局

　長と当該保険医療機関の管轄地方社会保険事務局長とが同一である

　場合（以下（5）において「自県分の場合」という。）には、記載を省

　略して差し支えないこと。

ウ日例　のについては自．の合は、の2

険事務局長と当該保険医療機関の管轄地方社会保険事務局長とが同

一である場合（以下（5）においてr自県分の場合」という。）には、

記載を省略して差し支えないこと。

に法別　号を必　記　し の記　はノ　して差し　えないこと

工　前記により、「保険者番号」欄の記載は、次表のとおりとなること。
遡
ウ　前記により、 「保険者番号」欄の記載は、次表のとおりとなること。

自県分の場合 他県分の場合 自県分の場合 他県分の場合

l
l

l
I

l　　　　I l
I

I
I

l　　　　I I
I

：
：

1　　：
： ：

：　　：
1 1 1　　　　1 1 1 l　　　　I 1　　：

： ：
：　　：

区　分 I
I

I
I

I　　　　l

h　　　　I l
I

I
I

I　　　　I

h　　　　l
区　分

1 ：
1

：　　：
：
1

：
1

：　　1

法別 都道府県 保険者別 検証 法別 都道府県 保険者別 検証 法別 都道府県 保険者別 検証 法別 都道府県 保険者別 検証

番号 番　　号 番　　号 番号 番号 番　　号 番　　号 番号 番号 番　　号 番　　号 番号 番号 番　　号 番　　号 番号

幽
健康保険

幽
1 1 1　　　　曹 1 1 I　　　　I 後期高齢者 ： ： 1　　： ： ： ：　　：

雌
I
I

I
I

I　　　　I

h　　　　l I
I

I
I

0：010 0 医療
O：O： 0：0： O：0：0：　　1 O

○：○： olO： 010：0：　　： 0
1 1 1　　　　1 1 1 I　　　　I

雌　く　）
（’ して遷し えないこと）

旦
退職者医療

1 1 l　　　　I 1 1 I　　　　l l
I

I
I

I　　　　l I
I

一
1

I　　　　I

船員保険 l
I

I
I

1　　　　量

P　　　　1 O：0 OIO 0：0：0 O 船員保険
l
I

I
l

1　　　　l

h　　　　I

OIOI OlOI OIOIOl　　　　I O
1 1 I　　　　l 書 1 l　　　　I 1 1 I　　　　I 1 1 I　　　　I

（省略して差し支えないこと） （省略して差し支えないこと）

遡
1 1 塵 1 1 1 I　　　　I 1 1 I　　　　I

幽
lOIO

I
I

I　　　　I

h　　　　l

1010 IOIO 1　　　　－

nlOIO 0
国民健康保

I
I

IOIO I　　　　I

nIOIO O 1
1

IOIO I　　　　I

nIOIO ○
1 1 l　　　　l 1 1 酢　　　　1 険 1 1 I　　　　l 1 1 I　　　　l陰

一

（プ して差し えないこと）

塑像
備考1　0印のものは、必ず記載すること。

康保険 1 1 I　　　　I 1 1 l　　　　I 2　公費負担医療単独の場合及び公費負担医療と公費負担医療の併用の場合（以下「公費負担医療

後期高齢者
IOIO IOIO I　　　　l

nIOIO 0 1010 1010 l　　　　I

nIOIO 0 のみの場合」という。）は、別段の定めのある場合を除き、記載しないこと。

医療
1 1 I　　　　l 1 1 I　　　　I

退職者医療

国民健康保 l
l
I

I
l
O
I
O

I　　　　I

h　　　　I

nIOIO 0 I
I
I

1
1
0
1
0

I　　　　I

h　　　　I

n1010 0険 1 1 I　　　　I 1 1 l　　　　I
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備考1　0印のものは、必ず記載すること。

　　2　公費負担医療単独の場合及び公費負担医療と公費負担医療の併用の場合（以下「公費負担医療

　　のみの場合」という。）は、別段の定めのある場合を除き、記載しないこと。

（6）～（12）《略》

（13）　「特記事項」欄について

　　　記載する略号をまとめると、以下のとおりであること。なお、電子計

　　算機の場合はコードと略号を記載すること。

コード　　略　号　　　　　　　　　　　　　　　　内　　　容 コード　　略　号　　　　　　　　　　　　　　　　内　　　容

01～12《略》 01～12《略》

13 先進

　地方　会　　　　　　に届け出て別に厚生労働大臣が定める先進医療を実施

ｵた場合）　（この場合にあっては、当該先進医療の名称及び当該先進医療につ

｢て徴収した特別の料金の額を「適用」欄の最上部に記載すること。）

13 先進

　地方厚生（支）局長に届け出て別に厚生労働大臣が定める先進医療を実施し

ｽ場合）　（この場合にあっては、当該先進医療の名称及び当該先進医療につい

ﾄ徴収した特別の料金の額を「適用」欄の最上部に記載すること。）

14～20《略》 14～20《略》

（14）　「保険医療機関の所在地及び名称」欄について

　　ア　保険医療機関指定申請の際等に蟹陰皇務昼長に届け出た

　　　所在地及び名称を記載すること。この場合、所在地とともに、連絡先

　　　電話番号を記載することが望ましいものであること。

　　　《以下略》

（15）《略》

（16）　「診療開始日」欄について

　　ア《略》

　　イ　同月中に保険種別等の変更があった場合には、その変更があった日

　　　を診療開始日として記載し、「摘要」欄にその旨を記載すること。た

　　　だし、老人　　から盆　一』　　　への　　については、診療開始日

　　　の変更をしなくても差し支えないものであること。

ア　保険医療機関指定申請の際等に塑≧置屋に届け出た所在

　地及び名称を記載すること。この場合、所在地とともに、連絡先電話

番号を記載することが望ましいものであること。

イ　同月中に保険種別等の変更があった場合には、その変更があった日

　を診療開始日として記載し、「摘要」欄にその旨を記載すること。た

　だし、政　　掌　　　から全　　　　　　　掌　　　　以下r

　会　掌　　　　　とい、）への　　については、診療開始日の変更

をしなくても差し支えないものであること。

　　ウ《略》

（17）～（23）《略》

（24）　「投薬」欄について

　　ア　入院分について
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　　　（ア）《略》

　　　（イ）　薬剤名、規格単位（％又はm　g等）及び投与量を「摘要」欄に

　　　　　記載すること。

　　　　　　ただし、医事会計システムの電算化が行われていないものとし

　　　　　て塾友齢局長に届け出た保険医療機関（以下「届出保

　　　　　険医療機関」という。）については、薬剤料に掲げる所定単位当

　　　　　たりの薬価が175円以下の場合は、薬剤名、投与量等を記載する

　　　　　必要はないものとすること。

　　　　　《以下略》

　　イ～ウ《略》

（25）《略》

（26）　「処置」欄又は「手術・麻酔」欄について

　　ア《略》

　　イ　麻酔等（麻酔に伴う前処置を含む。）に伴って薬剤を使用した場合

　　　は、《中略》また、処置等に伴って使用した酸素又は窒素の費用を請

　　　求する場合は、蟹陰茎務昼長に届け出た単価（単位　円・銭）

　　　（酸素のみ）及び当該請求に係る使用量（単位　リットル）を「摘要」

　　　欄に、手術等において特定保険医療材料等を使用した場合は、「摘要」

　　　欄にそれぞれ以下のように記載すること（酸素について、複数の単価

　　　で請求する場合は、単価ごとに、単価及び使用量を記載すること。）。

　　　a～f《略》

　　　g　酸素の費用に係る請求については、当方壁局長に届け

　　　　出た液化酸素（C　E、LG　C）、酸素ボンベ（大型、小型）の酸素

　　　　区分、当該請求に係る単価及び使用量並びに補正率を以下の例によ

　　　　り記載すること。

　　　　《以下略》

　　ウ～ノ《略》

（27）～（37）《略》

一4一

（イ）　薬剤名、規格単位（％又はm　g等）及び投与量を「摘要」欄に

　記載すること。

　　　ただし、医事会計システムの電算化が行われていないものとし

　　て一昼長に届け出た保険医療機関（以下「届出保険

　　医療機関」という。）については、薬剤料に掲げる所定単位当た

　　りの薬価が175円以下の場合は、薬剤名、投与量等を記載する必

　要はないものとすること。

イ　麻酔等（麻酔に伴う前処置を含む。）に伴って薬剤を使用した場合

　は、《中略》また、処置等に伴って使用した酸素又は窒素の費用を請

　求する場合は、一L局長に届け出た単価（単位　円・銭）

　（酸素のみ）及び当該請求に係る使用量（単位　リットル）を「摘要」

　欄に、手術等において特定保険医療材料等を使用した場合は、「摘要」

欄にそれぞれ以下のように記載すること（酸素について、複数の単価

　で請求する場合は、単価ごとに、単価及び使用量を記載すること。）。

9　酸素の費用に係る請求については、些五塵生」置L昼長に届け出

た液化酸素（C　E、LGC）、酸素ボンベ（大型、小型）の酸素区

分、当該請求に係る単価及び使用量並びに補正率を以下の例により

記載すること。



　　（38）　その他

　　　　ア～ケ《略》

　　　　コ　一局長に届け出て別に厚生労働大臣が定める先進
　　　　　医療を実施した場合には、「特記事項」欄に「先進」と記載するとと

　　　　　もに、当該先進医療の名称及び当該先進医療について徴収した特別の

　　　　　料金の額を「摘要」欄の最上部に記載すること。

　　　　サ～ソ《略》

　　（39）《略》

皿　歯科診療に係る診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領《略》

IV　調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項《略》

別紙2

診療録等の記載上の注意事項

第1　一般的事項《略》

第2　診療録等の記載上の注意事項（共通）

　1～2《略》

　3　「保険者番号」欄について

　　（1）設定された保険者番号8桁（政　　掌　　　　日　例　　　の

　　　　一）を記載すること（別添2「設定要領」
　　　　の第1を参照）。

　　（2）　政　　掌　　　　　日　　例　　　　の　　を、く）及び船員保険

　については、当該被保険者又は被保険者であった者（以下単に「被保険

　者」という。）及び被扶養者の管轄地方社会保険事務局長と当該保険医

　療機関の管轄地方社会保険事務局長とが同一である場合（以下「自県分

　の場合」という。）には、記載を省略して差し支えないこと。

3　日　　例　　　　の　　については　自．　の　合は　　　の2　に

法別号を必記　し　　の量　はノ　して差し　えないこと

コ　地遡」昼長に届け出て別に厚生労働大臣が定める先進医療

　を実施した場合には、「特記事項」欄に「先進」と記載するとともに、

　当該先進医療の名称及び当該先進医療について徴収した特別の料金

　の額を「摘要」欄の最上部に記載すること。

（1）設定された保険者番号8桁（匡一極）を記載す
　　ること（別添2「設定要領」の第1を参照）。

（2）　船員保険については、当該被保険者又は被保険者であった者（以下単

　　に「被保険者」という。）及び被扶養者の管轄地方社会保険事務局長と

　　当該保険医療機関の管轄地方社会保険事務局長とが同一である場合（以

　　下「自県分の場合」という。）には、記載を省略して差し支えないこと。

遡
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（4）　前記により、「保険者番号」欄の記載は、次表のとおりであること。 （3）　前記により、「保険者番号」欄の記載は、次表のとおりであること。

自県分の場合 他県分の場合 自県分の場合 他県分の場合

1 1 l　　　　l 1 o l　　　　I

1 ：
：　　：

： ：
l　　l

1 1 I　　　　l 1 1 I　　　　I
1 ：

：　　：
： ：

：　　1

区　分 I
I

轟
1

I　　　　l

h　　　　l I
l

I
I

I　　　　I

戟@　　　I 区　分
1 ：

1
：　　：

：
1

：
1

：　　：

法別 都道府県 保険者別 検証 法別 都道府県 保険者別 検証 法別 都道府県 保険者別 検証 法別 都道府県 保険者別 検証

番号 番　　号 番　　号 番号 番号 番　　号 番　　号 番号 番号 番　　号 番　　号 番号 番号 番　　号 番　　号 番号

幽
健康保険

鯉
1 1 I　　　　I 1 1 I　　　　I 一後期高齢者 ： ： ：　　： ： ： ：　　：

雌
I
I

I
l

I　　　　I

h　　　　I I
I

I
I

1　　　　－

nlOIO 0 医療 O：O O：○ ○：0：0 ○ 0：0 0：0 0：0：0 O
1 1 l　　　　I 1 1 l　　　　I ： ： ：　　： ： ： ：　　：

膿
退職者医療

麹
！ して差し支えないこと）

盟 1 1 l　　　　I 1 1 I　　　　I

船員保険 1
1
I

I
I
I

l　　　　I

戟@　　　I

h　　　　I

I
I
O
I
O

l
I
O
I
O

一　　　　I

戟@　　　I

nlOIO 0
船員保険

1
1
I

I
I
I

騨　　　　I

戟@　　　l

h　　　　I

O
：
O
I

0
：
0
1

0：0：01　　　　1 0
1 1 I　　　　I 1 1 I　　　　l

（省略して差し支えないこと）
（省略して差し支えないこと）

1 1 I　　　　I 1 1 1　　　　1

o 1 1 1 国民健康保 1 1 I　　　　I 1 1 I　　　　I

塾
1 1 I　　　　I 1 1 I　　　　I 1 OIO OlOIO 0 1 OIO OIOIO 0

OIOl
I
I

I　　　　l

h　　　　l

OIOI OlOl OIOIOI　　　　I ○
険
一 1 1 l　　　　I 1 1 I　　　　I

幽
1 1 5　　　　臨 1 1 I　　　　I塵

一

（＾ して差し支えないこと） 備考1　0印のものは、必ず記載すること。

塵
2　公費負担医療単独の場合及び公費負担医療と公費負担医療の併用の場合（以下「公費負担医療

遼
保
険
一

l
I

I
I

1　　　　1 I
I

I
l

I　　　　I

のみの場合」という。）は、別段の定めのある場合を除き、記載しないこと。

後期高齢者 OIOl OIOI 01OIOI　　　　I 0 OIOI OIOl OIOIOI　　　　I ○

医療

退職者医療

備考1　0印のものは、必ず記載すること。

　　2　公費負担医療単独の場合及び公費負担医療と公費負担医療の併用の場合（以下「公費負担医療

　　　のみの場合」という。）は、別段の定めのある場合を除き、記載しないこと。

　　（5）　月の途中において保険者番号の変更があった場合は「備考」欄に変更

　　　　　後の保険者番号を記載すること。

　4《略》

第3　診療録の記載上の注意事項《略》

第4　歯科診療録の記載上の注意事項《略》

第5　処方せんの記載上の注意事項

（4）月の途中において保険者番号の変更があった場合は「備考」欄に変更

　　後の保険者番号を記載すること。
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1《略》

2　r保険医療機関の所在地及び名称」欄について

　　保険医療機関指定申請の際等に一畳畳に届け出た所在地
及び名称を記載すること。

3～8《略》

9　その他

　（1）《略》

　（2）　「保険薬局の所在地及び名称」欄について

　　　保険薬局指定申請の際等に一昼長に届け出た所在地
　　及び名称を記載すること。

　（3）～（4）《略》

別派1

《略》

診療報酬請求書等一覧表

別派2

　保険者番号、公費負担者番号、公費負担医療の受給者番号並びに医

療機関コード及び薬局コ一一ド設定要領

第1　保険者番号

　1～3《略》

　4　保険者（市町村）別番号は、一船員保険にあっては社会

　　保険事務所（』一⊆地方社会保険事務局が事務を行うことになつ

　　ている場合にあっては当該地方社会保険事務局を含む。）ごとに社会保険庁

　　長官が、国民健康保険にあっては国民健康保険事業を行う市町村又は国民健

　　康保険組合ごとに都道府県知事が、また、組合管掌健康保険にあっては健康

　　保険組合（社会保険診療報酬支払基金に対して支払を行う従たる事務所を含

　　む。）ごとに麹室が、後期高齢者医療にあっては後期高齢者医療広

　　域連合が、共済組合及び自衛官等の療養の給付にあっては各主管官庁が定め

　　る番号とする。

　保険医療機関指定申請の際等に蜷L昼長に届け出た所在地及び

名称を記載すること。

　保険薬局指定申請の際等に地方厚生」園山昼長に届け出た所在地及び

名称を記載すること。

4　保険者（市町村）別番号は、　会　掌　　　　に　っては　会の　道　．、

一＿船員保険にあっては社会保険事務所（地方社
会保険事務局が事務を行うことになっている場合にあっては当該地方社会

保険事務局を含む。）ごとに社会保険庁長官が、国民健康保険にあっては国

民健康保険事業を行う市町村又は国民健康保険組合ごとに都道府県が、ま

た、組合管掌健康保険にあっては健康保険組合（社会保険診療報酬支払基金

に対して支払を行う従たる事務所を含む。）ごとに地方厚生昼が、後期高齢

者医療にあっては後期高齢者医療広域連合が、共済組合及び自衛官等の療養

の給付にあっては各主管官庁が定める番号とする。
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》
掌

略
管

《
府6

政

～

5
7

日　　例 の　　を、く）の 号につ

国政　　掌 日　　例 の　　を、く）の 号につ

いては　当　の闘上記1及び3にかか　ら 道 号2　及び

町村）別号2　をみ合せた4　の号をもって と号

るものとしこの合の道 号は、　会 の　　地の　道

．、ごとに別　3に　める　号と　る

　　　公費負担番号《略》

　　　公費負担医療の受給者番号《略》

　　　医療機関コード及び薬局コード

　　《略》

　　　郡市区番号は、都道府県ごとに、郡、市及び区を単位として、些雌

　　」陰皇置畳長が定めるものとする。ただし、独立行政法人国立病院機構等を一

　　般の医療機関等と区別する必要があるときは、型雌毫釐昼長におい

　　て郡市区番号にかえて、これらを1単位とした2桁の番号を定めても差し支

　　えないものとする。

　　2，999、歯科にあっては3，000から3，999、薬局にあっては4，000から4，999

　　の一連番号を主記2の郡市区ごとに、地方盤医陰…壷屋長がこれを定める

　　ものとする。ただし、4桁の医療機関（薬局）番号のうち、中2桁又は下2

　　桁が90となる番号は欠番とするものとする。

　3　医療機関（薬局）番号は、医療機関について、医科にあっては1，000から

第2

第3

第4

　1

　2

4～5《略》

6　医療機関等コードの管理は、一において行うものと
　し、医療機関等コードの変更に際しては、社会保険診療報酬支払基金等に対

　して速やかに連絡するものとする。

鍵

屋長が定めるものとする。ただし、独立行政法人国立病院機構等塑を

一般の医療機関等と区別する必要があるときは、地方厚生」園L昼長におい

て郡市区番号にかえて、これらを1単位とした2桁の番号を定めても差し支

えないものとする。

2，999、歯科にあっては3，000から3，999、薬局にあっては4，000から4，999

の一連番号を前記2の郡市区ごとに、塑≧昼長がこれを定めるも

のとする。ただし、4桁の医療機関（薬局）番号のうち、中2桁又は下2桁

が90となる番号は欠番とするものとする。

　なお　　　と　　が　…される　　　に　っては　　　　　　れれ

2　郡市区番号は、都道府県ごとに、郡、市及び区を単位として、　

3　医療機関（薬局）番号は、医療機関について、医科にあっては1，000から

の 号を　めるものとする

6　医療機関等コードの管理は、些巡L昼長において行うものとし、

医療機関等コードの変更に際しては、社会保険診療報酬支払基金等に対して

速やかに連絡するものとする。
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別表1

@　　　　　　　　　　法別番号及び制度の略称表

i1） （1）

区　　　　分 法別番号 制度の略称 区　　　　分 法別番号 制度の略称

堕管掌健康保険（日雇特例被保険者の保険 全　　　　　　会管掌健康保険（日雇特例被
一を除く。） 01

（政）一

保険者の保険を除く。） 01 （』協会）社
会
保
険
制
度

船員保険

@●
坙{私立学校振興・共済事業団

《略》 《略》

社
会
保
険
制
度

船員保険

@●
坙{私立学校振興・共済事業団

《略》 《略》

（2）～（3）《略》

別表2

@　　　　　　　　　　　　　都道府県番号表

s略》

塵 盟社会保険　　所の所在地都道府県　号

@　　　　（政府管掌健　保険）

都道府県名 コード 都道府県名 コード 都道府県名 コード

北海道
ﾂ　　　森

竅@　　手
{　　　城

H　　　田
R　　　形

氈@　　島

�@　　城
ﾈ　　　木
Q　　　馬

驕@　　玉
轣@　　葉

戟@　　京

_　奈川
V　　　潟
x　　　山

01
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
P0
P1
P2
Q1
R1
R2
R3

石　　　川

氈@　　井

R　　梨
ｷ　　　野
�@　　阜

ﾃ　　　岡
､　　　知

O　　　重
｠　　　賀

栫@　　都
蛛@　　阪
ｺ　　　庫
ﾞ　　　良

a　歌　山
ｹ　　　取
〟@　　根

34
R5
R6
R7
R8
R9
T1
T2
T3
T4
S1
S2
T5
T6
T7
T8

岡　　　山

L　　　島

R　　　口

ｿ　　　島
＝@　　川

､　　　媛

a@　　知
氈@　　岡
ｲ　　　賀

ｷ　　　崎
F　　　本
蛛@　　分
{　　　崎

ｭ児　島
ｫ　　　縄

59
U0
U1
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
W0
W1
W2
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r厚生労働大臣が定める病院の診療報酬請求書等の記載要領について」（平成18年3月30日保医発第0330007号）の一部改正について

改　正　前

別紙

診療報酬請求書等の記載要領

1　一般的事項《略》

n　診療報酬明細書（様式第9）の記載要領

　1《略》

　2　明細書の記載要領に関する事項

　　次に掲げるもののほかは、一般記載要領別紙1のH第3の2の（1）から

　　（9）まで、（11）から（13）まで、（33）から（35）まで及び（37）から（39）までと同

　様であること。この場合、入院分と入院外分に係る記載がなされている事項

　　の場合にあっては、入院分の記載に係る例によること。

　　（1）　r保険医療機関の所在地及び名称」欄について

　　　①保険医療機関指定申請の際等に地方雌建直局長に届け出た

　　　　所在地及び名称を記載すること。この場合、所在地とともに、連絡先

　　　　電話番号を記載すること。

　《以下略》

改　正　後

①　保険医療機関指定申請の際等に一長に届け出た所在
　地及び名称を記載すること。この場合、所在地とともに、連絡先電話

　番号を記載すること。
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r一訪問看護療養費請求書等の記載要領について」（平成18年3月30日保医発第0330008号）の一部改正について
改　正　前

別紙

　　　　　　　　訪問看護療養費請求書等の記載要領

1　一般的事項《略》

H　請求書等の記載要領

第1　請求書に関する事項（様式第一関係）

　1～4《略》

　5r訪問看護ステーションの所在地及び名称、指定訪問看護事業者氏名、㊥」

　　欄について

　　（1）　訪問看護ステーションの所在地及び名称並びに指定訪問看護事業者

　　　氏名については、事業者の指定申請の際に幽塁陰毫釐昼長に届け

　　　出た当該訪問看護ステーションの所在地、名称及び事業者名を記載する

　　　こと。

　　（2）《略》

　6～9《略》

第1の2　請求書に関する事項（様式第三関係）《略》

第2　明細書に関する事項（様式第四）

　1～4《略》

　5　「保険者番号」欄について

　　（1）設定された保険者番号8桁（政　　掌　　　　　（日　　例　　　　の

　　　　一一国民健康保険については6桁）を記載
　　　　すること（「診療報酬請求書等の記載要領等について」（昭和51年8月

　　　　7日保険発第82号厚生省保険局医療課長、歯科医療管理官連名通知）

　　　　以下「記載要領等」という。）の別添2（以下「設定要領」という。）の

　　　　（1）を参照）。

　　（2）　政　　掌　　　　　日　　例　　　　の　　を、く）及び船員保険

改　正　後

（1）　訪問看護ステーションの所在地及び名称並びに指定訪問看護事業者

　氏名については、事業者の指定申請の際に些五塵生＿⊆起し昼長に届け出

　た当該訪問看護ステーションの所在地、名称及び事業者名を記載するこ

　と。

（1）　設定された保険者番号8桁（国民健康保険については6桁）を記載す

　　ること（「診療報酬請求書等の記載要領等について」（昭和51年8月7

　　日保険発第82号厚生省保険局医療課長、歯科医療管理官連名通知）以

　　下r記載要領等」という。）の別添2（以下r設定要領」という。）の（1）

　　を参照）。

（2）　船員保険については、当該被保険者及び被扶養者の管轄地方社会保険
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　　については、当該被保険者及び被扶養者の管轄地方社会保険事務局長と

　　当該保険医療機関の管轄地方社会保険事務局長とが同一である場合（以

　下5において「自県分の場合」という。）には、記載を省略して差し支

　　えないこと。

3　日　　例　　　　の　　については　自．　の　合は　　　の2　に

事務局長と当該保険医療機関の管轄地方社会保険事務局長とが同一で

ある場合（以下5において「自県分の場合」という。）には、記載を省

略して差し支えないこと。

法別　号を必昔　し の奮　はノ　して差し　えないこと 遡
（4）　前記により、 「保険者番号」欄の記載は、次表のとおりとなること。 （3）　前記により、 「保険者番号」欄の記載は、次表のとおりとなること。

自県分の場合 他県分の場合 自県分の場合 他県分の場合

l
l

I
l

1　　　　1 1
1

1
一

I　　　　I I
I

：
：　　：

： ：
：　　：

1 1 騨　　　　1 一 1 I　　　　I
：

：　　：
： ：

：　　：

区　分 l
I

l
l

I　　　　l

戟@　　　l I
I

I
I

I　　　　I

h　　　　I 区　分
1 ：

1
：　　：

：
1

：
1

：　　：

法別 都道府県 保険者別 検証 法別 都道府県 保険者別 検証 法別 都道府県 保険者別 検証 法別 都道府県 保険者別 検証

番号 番　　号 番　　号 番号 番号 番　　号 番　　号 番号 番号 番　　号 番　　号 番号 番号 番　　号 番　　号 番号

鯉
健康保険

鯉
1 1 l　　　　I 1 1 I　　　　I 後期高齢者 ： ： ：　　1 ： ： ：　　：

雌
l
I

I
I

I　　　　I

h　　　　I I
I

l
I

ololO O 医療 1
0
1
0
：

I
O
l
O
：

I　　　　　　I

nIOIO：　　： ○ 1
0
・
0
：

1
0
・
0
：

l　　　　　　l

n・OIOl　　： ○
1 1 I　　　　I 1 1 l　　　　l

雌　く　）
（■ して甚し えないこと）

旦
退職者医療

1 1 I　　　　I 1 1 1　　　　1
1
騨 I

I
I　　　　l I

I
I
I

I　　　　I

船員保険 I
l

1
一

l　　　　I

h　　　　I ○：0 0：0 0：0：0 0 船員保険
l
l

I
l

I　　　　l

h　　　　l

OIO騨 OIOl OIOIOI　　　　一 O
1 1 I　　　　I 1 1 I　　　　I 1 1 1　　　　1 騨 1 l　　　　l

（省略して差し支えないこと） （省略して差し支えないこと）

嚇
1 1 1 1

国民健康保
1 1 I　　　　l 1 1 1　　　　1

幽
1010 口

1

I　　　　I

h　　　　l

IOIO IOIO l　　　　l

nIOIO ○ I
I

1010 I　　　　I

nIO臨○ 0 I
l

IOIO I　　　　I

nIOIO O
1 1 I　　　　I 1 1 I　　　　I 険 1 1 I　　　　I 1 1 I　　　　l陰

一

（’ して差し えないこと）

迦健
備考1　0印のものは、必ず記載すること。

康保険 1 1 I　　　　I 1 1 I　　　　I 2　公費負担医療単独の場合及び公費負担医療と公費負担医療の併用の場合（以下「公費負担医療

後期高齢者
IOIO lOIO I　　　　I

nIOIO O
IOIO 1010 l　　　　l

nIOIO O のみの場合」という。）は、別段の定めのある場合を除き、記載しないこと。
1 1 l　　　　I 1 畦 I　　　　I

医療

退職者医療

1 1 I　　　　I 1 1 I　　　　I

国民健康保 鼻
‘

1010 I　　　　I

nIOIO 0 l
I

IOlO I　　　　I

nIOIO O険 1 1 I　　　　I 1 1 I　　　　I
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備考1　0印のものは、必ず記載すること。

　2　公費負担医療単独の場合及び公費負担医療と公費負担医療の併用の場合（以下「公費負担医療

　　のみの場合」という。）は、別段の定めのある場合を除き、記載しないこと。

6～12《略》

13　「訪問看護ステーションの所在地及び名称」欄について

　（1）　事業者の指定申請の際等に一隆局長に届け出た当該訪

　　　問看護ステーションの所在地及び名称を記載すること。この場合、所在

　　　地とともに、連絡先電話番号を記載することが望ましいものであるこ

　　　と。

　（2）《略》

14～32《略》

（別派1）

訪問看護ステーションコード設定要領

1《略》

2　郡市区番号は、都道府県ごとに、郡、市及び区を単位として、地方齪陰

茎務昼長が定めるものとする。

3　ステーション番号は、「9，000」から「9，499」までの一連の番号

を2の郡、市及び区ごとに、一長がこれを定めるものとする。

ただし、4桁のステーション番号のう　ち、中2桁又は下2桁がr90」とな

る番号は、欠番とするものとする。

4《略》

5　訪問看護ステーションコードの管理は、地方懸屋長において行う

　ものとし、当該ステーションコードの設定又は変更に際しては、審査支払機関

に対して速やかに連絡するものとする。

（別表）《略》

（1）　事業者の指定申請の際等に蝿L昼長に届け出た当該訪問看

　　護ステーションの所在地及び名称を記載すること。この場合、所在地と

　　ともに、連絡先電話番号を記載することが望ましいものであること。

2　郡市区番号は、都道府県ごとに、郡、市及び区を単位として、地方厚生（支）

昼長が定めるものとする。

3　ステーション番号は、「9，000」から「9，499」までの一連の番号

を2の郡、市及び区ごとに、蜷L昼長がこれを定めるものとする。

ただし、4桁のステーション番号のう　ち、中2桁又は下2桁が「90」とな

る番号は、欠番とするものとする。

5　訪問看護ステーションコードの管理は、些遡一局長において行うも

のとし、当該ステーションコードの設定又は変更に際しては、審査支払機関に

対して速やかに連絡するものとする。
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（別派2）

（1）

法別番号及び制度の略称表

（1）

区　　　　分 法別番号 制度の略称 区　　　　分 法別番号 制度の略称

璽管掌健康保険（日雇特例被保険者の保険 全　　　　　　会管掌健康保険（日雇特例被
一を除く。） 01

（政）＝

保険者の保険を除く。） 01 （協会）医
療
保
険
制
度

船員保険

坙{私立学校振興・共済事業団

《略》 《略》

医
療
保
険
制
度

船員保険

@●
坙{私立学校振興・共済事業団

《略》 《略》

（2）～（3）《略》

（日本医師会作成）

一14一



明
治
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

第
、
二
種
郵
便
物
認
可

○

［
＞

○

（3分冊の1）（号外第215号）報官火曜日平成20年9月30日1

一
一　　　　　　　　　　　　　　　一

一
一一　　　　　　　　　　一

一一
一

一

一昌一
一

⊥　　一

一
一

一
一

一　　　　　■

甲　　　　　　一

一　　　　　一

一

（号　　外）
独立行政法人国立印刷局

目
㎜
㎜
㎜
次

〔
府
　
　
令
〕

O
沖
縄
総
合
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改

　
正
す
る
内
閣
府
令
（
内
閣
府
五
七
）

O
前
払
式
証
票
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施

　
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

　
（
同
五
八
）〔

府
令
・
省
令
〕

O
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
施
行
規
則
の

　
一
部
を
改
正
す
る
命
令

　
（
内
閣
府
・
財
務
九
）

O
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
施
行
規
則
の
一

　
部
を
改
正
す
る
命
令

　
（
内
閣
府
・
国
土
交
通
三
）

〔
省
　
　
令
〕

O
更
生
保
護
委
託
費
支
弁
基
準
の
一
部
を
改

　
正
す
る
省
令
（
法
務
五
六
）

O
国
外
に
お
け
る
旅
券
手
数
料
の
額
を
定
め

　
る
省
令
及
び
領
事
官
の
徴
収
す
る
手
数
料

　
の
額
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る

　
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
（
外
務
一
一
）

O
領
事
官
の
徴
収
す
る
手
数
料
の
額
を
定
め

　
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
（
同
一
二
）

　
O
国
際
協
力
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の

　
　
実
施
方
針
に
関
す
る
省
令
を
廃
止
す
る
省

　
　
令
（
同
一
三
）

　
O
国
際
協
力
銀
行
法
施
行
規
則
及
び
国
際
協

　
　
力
銀
行
の
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
に
関

　
　
す
る
命
令
を
廃
止
す
る
省
令

　
　
　
（
外
務
・
財
務
一
）

　
O
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
法
の
一
部

　
　
を
改
正
す
る
法
律
、
株
式
会
社
日
本
政
策

　
　
金
融
公
庫
法
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融

　
　
公
庫
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備

　
　
に
関
す
る
法
律
、
地
方
公
営
企
業
等
金
融

　
　
機
構
法
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫

　
　
法
及
び
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
法

　
　
の
施
行
等
に
伴
う
財
務
省
関
係
省
令
の
整

　
　
備
等
に
関
す
る
省
令
（
財
務
六
一
）

　
O
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
の
財
務
諸

　
　
表
等
の
閲
覧
期
間
並
び
に
附
属
明
細
書
及

　
　
び
業
務
報
告
書
の
記
載
事
項
に
関
す
る
省

　
　
令
（
同
六
二
）

　
O
事
業
運
営
安
定
資
金
事
務
取
扱
規
則
を
廃

　
　
止
す
る
等
の
省
令
（
同
六
三
）

　
O
登
録
免
許
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

　
　
す
る
省
令
（
同
六
四
）

　
O
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

　
　
正
す
る
省
令
（
同
六
五
）

　
O
国
民
生
活
金
融
公
庫
法
施
行
規
則
を
廃
止

　
　
す
る
省
令
（
財
務
・
厚
生
労
働
二
）

　
O
農
林
漁
業
金
融
公
庫
法
施
行
規
則
を
廃
止

　
　
す
る
省
令
（
財
務
・
農
林
水
産
四
）

　
O
農
林
漁
業
金
融
公
庫
の
出
資
業
務
に
関
す

　
　
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
同
五
）

　
O
中
小
企
業
金
融
公
庫
法
施
行
規
則
等
を
廃

　
　
止
す
る
省
令
（
財
務
・
経
済
産
業
七
）

　
O
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す

　
　
る
省
令
（
厚
生
労
働
一
四
八
）

　
O
全
国
健
康
保
険
協
会
の
設
立
に
伴
う
厚
生

　
　
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令

　
　
　
（
同
一
四
九
）

　
O
日
本
年
金
機
構
法
の
一
部
の
施
行
に
伴
う

　
　
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る

　
　
省
令
（
同
一
五
〇
）

四 三四五六

六九
一〇一二三二

O
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
及
び
株

　
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
の
施
行
に

　
伴
う
農
林
水
産
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に

　
関
す
る
省
令
（
農
林
水
産
六
〇
）

O
種
苗
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

　
令
（
同
六
一
）

O
農
林
水
産
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す

　
る
省
令
（
同
六
二
）

O
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

　
行
に
伴
う
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る

　
省
令
（
経
済
産
業
六
九
）

O
中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部

　
を
改
正
す
る
省
令
（
同
七
〇
）

O
国
土
交
通
省
定
員
規
則
の
一
部
を
改
正
す

　
る
省
令
（
国
土
交
通
七
九
）

O
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
等
の
施

　
行
に
伴
う
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
整
理

　
に
関
す
る
省
令
（
同
八
O
）

O
排
水
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正

　
す
る
省
令
（
環
境
一
一
）

〔
告

示
〕

O
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
第
十
九
条
第

　
一
項
第
一
号
及
び
第
一
号
の
二
の
規
定
に

　
基
づ
き
主
務
大
臣
が
定
め
る
資
金
を
定
め

　
る
件
（
内
閣
府
・
財
務
五
）

O
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
施
行
令
第
一

　
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
主
務
大
臣
が
定

　
め
る
小
口
の
教
育
資
金
の
貸
付
け
に
係
る

　
所
得
の
金
額
の
算
定
方
法
等
を
定
め
る
件

　
（
同
六
）

O
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
第
十
九
条
第

　
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
主
務
大
臣

　
が
定
め
る
も
の
を
定
め
る
件
（
同
七
）

O
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
施
行
令
第
二

　
条
の
規
定
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
指
定
す

　
る
も
の
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る

　
件
（
同
八
）

O
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
規
定
に
基
づ
き

　
内
閣
総
理
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
の
指

　
定
す
る
有
価
証
券
及
び
金
融
機
関
を
定
め

　
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

　
（
内
閣
府
・
農
林
水
産
一
）

三
六

三
七

四
四豊豊異四

七
四
八

四
九

O
国
際
協
力
機
構
債
券
の
発
行
に
係
る
基
本

　
方
針
の
提
出
日
を
定
め
る
件

　
（
外
務
・
財
務
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九

〇
外
国
為
替
令
第
二
十
五
条
第
二
項
か
ら
第

　
五
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
な
い
財
務
大

　
臣
の
権
限
を
指
定
す
る
件
の
一
部
を
改
正

　
す
る
件
（
財
務
二
八
一
）

O
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る

　
法
律
施
行
令
第
二
十
八
条
第
五
項
及
び
第

　
三
十
二
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
財
務

　
大
臣
の
指
定
す
る
両
替
業
者
及
び
外
国
為

　
替
取
引
業
者
を
指
定
す
る
件
の
一
部
を
改

　
正
す
る
件
（
同
二
八
二
）

O
各
都
道
府
県
共
同
募
金
会
が
平
成
二
十
年

　
十
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま

　
で
の
間
に
募
集
す
る
寄
附
金
を
寄
附
金
控

　
除
の
対
象
と
な
る
寄
附
金
又
は
法
人
の
各

　
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
金

　
の
額
に
算
入
す
る
寄
附
金
と
し
て
承
認
す

　
る
件
（
同
二
八
三
）

O
関
税
暫
定
措
置
法
第
八
条
の
四
第
一
項
の

　
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
特
恵
鉱
工
業
産
品

　
等
に
つ
い
て
、
輸
入
額
等
が
限
度
額
等
を

　
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
特
定
特
恵
鉱
工
業

　
産
品
等
及
び
月
を
告
示
す
る
件

　
（
同
二
八
四
）

O
予
算
決
算
及
び
会
計
令
第
百
条
の
三
第
二

　
号
に
規
定
す
る
財
務
大
臣
の
指
定
す
る
金

　
融
機
関
を
指
定
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す

　
る
件
（
同
二
八
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

〇
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
施
行
令

　
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
大

　
臣
の
定
め
る
日
を
定
め
る
件
（
同
二
八
六
）

O
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
の
社
債
及

　
び
日
本
政
策
投
資
銀
行
債
の
発
行
並
び
に

　
借
入
金
の
借
入
れ
に
係
る
基
本
方
針
の
提

　
出
日
を
定
め
る
件
（
同
二
八
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
次
の
ペ
ー
ジ
へ
続
く
）
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（
前
の
ペ
ー
ジ
よ
り
続
き
）

O
所
得
税
法
別
表
第
一
第
一
号
の
表
独
立
行

　
政
法
人
の
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
得
税

　
を
課
さ
な
い
法
人
を
指
定
す
る
件
の
一
部

　
を
改
正
す
る
件
（
同
二
八
八
）

O
法
人
税
法
別
表
第
二
第
一
号
の
表
独
立
行

　
政
法
人
の
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
収
益
事

　
業
か
ら
生
じ
た
所
得
以
外
の
所
得
に
対
す

　
る
法
人
税
を
課
さ
な
い
法
人
を
指
定
す
る

　
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
二
八
九
）

O
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
別
表
第

　
三
の
注
⑧
の
規
定
に
基
づ
き
主
務
大
臣
が

　
定
め
る
外
国
法
人
を
定
め
る
件

　
（
同
二
九
〇
）

O
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
別
表
第

　
三
の
備
考
③
の
規
定
に
基
づ
き
主
務
大
臣

　
が
定
め
る
銀
行
等
以
外
の
者
を
定
め
る
件

　
（
同
二
九
一
）

O
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
別
表
第

　
三
の
備
考
㈱
及
び
㈲
＠
の
規
定
に
基
づ
き

　
主
務
大
臣
が
定
め
る
期
間
を
定
め
る
件

　
（
同
二
九
二
）

O
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
別
表
第

　
三
の
備
考
⑤
ω
の
規
定
に
基
づ
き
主
務
大

　
臣
が
定
め
る
も
の
を
定
め
る
件

　
（
同
二
九
三
）

O
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
別
表
第

　
三
の
備
考
⑨
の
規
定
に
基
づ
き
主
務
大
臣

　
が
定
め
る
も
の
を
定
め
る
件
（
同
二
九
四
）

O
国
民
生
活
金
融
公
庫
が
備
え
る
会
計
帳
簿

　
を
定
め
る
件
を
廃
止
す
る
件

　
（
財
務
・
厚
生
労
働
一
）

O
農
林
漁
業
金
融
公
庫
法
第
三
十
一
条
の
主

　
務
大
臣
の
指
定
す
る
債
権
を
定
め
る
件
等

　
を
廃
止
す
る
件
（
財
務
・
農
林
水
産
三
四
）

O
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
附
則
第

　
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
の
主

　
務
大
臣
の
定
め
る
利
率
を
定
め
る
等
の
件

　
（
同
三
五
）

五〇五一

O
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
別
表
第

　
一
第
八
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
資
金
を
指
定

　
す
る
等
の
件
（
同
三
六
）

O
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
四
十
七
条
第
一

　
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
独
立

　
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
の
農
業
信

　
用
保
険
業
務
、
林
業
信
用
保
証
業
務
及
び

　
漁
業
信
用
保
険
業
務
に
係
る
主
務
大
臣
の

　
指
定
す
る
有
価
証
券
及
び
金
融
機
関
を
指

　
定
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

　
（
同
三
七
）

O
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
そ
の
他

　
の
政
策
金
融
改
革
関
係
法
令
の
施
行
に
伴

　
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、

　
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構

　
が
行
う
産
業
基
盤
整
備
業
務
に
係
る
独
立

　
行
政
法
人
通
則
法
第
四
十
七
条
第
一
号
及

　
び
第
二
号
の
主
務
大
臣
の
指
定
す
る
有
価

　
証
券
及
び
金
融
機
関
の
一
部
を
改
正
す
る

　
件
（
財
務
・
経
済
産
業
三
）

O
日
本
政
策
投
資
銀
行
法
第
二
十
三
条
第
二

　
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
日
本
政
策
投
資
銀

　
行
の
投
融
資
指
針
の
届
出
日
を
定
め
る
告

　
示
等
の
廃
止
を
定
め
る
告
示

　
（
財
務
・
国
土
交
通
五
）

O
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
二

　
十
一
号
（
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
七

　
十
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定

　
す
る
有
価
証
券
、
金
融
機
関
及
び
不
動
産

　
を
指
定
す
る
件
）
の
一
部
を
改
正
す
る
件

　
　
　
　
　
　
　
、

五一五
六

O
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
の
一
部
を
改
正
す

　
る
件
（
同
四
六
八
）

O
基
本
診
療
料
の
施
設
基
準
等
の
一
部
を
改

　
正
す
る
件
（
同
四
六
九
）

O
特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
の
一
部
を
改

　
正
す
る
件
（
同
四
七
〇
）

O
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟

　
に
お
け
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算

　
定
方
法
の
一
部
を
改
正
す
る
件

　
（
同
四
七
一
）

O
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び

　
施
設
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件

　
（
同
四
七
二
）

O
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
の
一
部
を

　
改
正
す
る
件
（
同
四
七
三
）

O
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
食
事
療
養
及

　
び
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
生
活
療
養

　
の
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
一

　
部
を
改
正
す
る
件
（
同
四
七
四
）

O
入
院
時
食
事
療
養
及
び
入
院
時
生
活
療
養

　
の
食
事
の
提
供
た
る
療
養
の
基
準
等
の
一

　
部
を
改
正
す
る
件
（
同
四
七
五
）

O
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
指
定
訪
問
看
護

　
の
費
用
の
額
の
算
定
方
法
の
一
部
を
改
正

　
す
る
件
（
同
四
七
六
）

O
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
訪
問
看
護
ス

　
テ
ー
シ
ョ
ン
の
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す

　
る
件
（
同
四
七
七
）

O
療
担
規
則
及
び
薬
担
規
則
並
び
に
療
担
基

　
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
掲

　
示
事
項
等
の
一
部
を
改
正
す
る
件

　
（
同
四
七
八
）

O
健
康
保
険
法
第
六
十
五
条
第
四
項
第
一
号

　
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基

　
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
四
七
九
）

O
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟

　
並
び
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
病
院
及

　
び
調
整
係
数
の
一
部
を
改
正
す
る
件

　
（
同
四
八
O
）

O
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
の
施
行

　
に
伴
う
関
係
告
示
の
整
理
に
関
す
る
件

　
（
農
林
水
産
一
四
二
四
）

O
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
四
十
七
条
第
一

　
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
独
立

　
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
の
農
業
災

　
害
補
償
関
係
業
務
及
び
漁
業
災
害
補
償
関

　
係
業
務
に
係
る
主
務
大
臣
の
指
定
す
る
有

　
価
証
券
及
び
金
融
機
関
を
指
定
す
る
件
の

　
一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
一
四
二
五
）

五
六

五
七

五
八

O
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
四
十
七
条
第
一

　
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
独
立

　
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
に
係
る
主

　
務
大
臣
の
指
定
す
る
有
価
証
券
及
び
金
融

　
機
関
を
指
定
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る

　
件
（
同
一
四
二
六
）

O
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
四
十
七
条
第
一

　
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
独
立

　
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
に
係
る
主
務

　
大
臣
の
指
定
す
る
有
価
証
券
及
び
金
融
機

　
関
を
指
定
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

　
（
同
一
四
二
七
）

O
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
、
株
式

　
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
及
び
株
式
会

　
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
法
の
施
行
に
伴
う

　
経
済
産
業
省
関
係
告
示
の
整
備
に
関
す
る

　
件
（
経
済
産
業
二
〇
八
）

O
平
成
十
五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
九
十

　
四
号
の
一
部
を
改
正
す
る
件

　
（
国
土
交
通
一
一
六
二
）

O
排
出
ガ
ス
対
策
型
建
設
機
械
の
指
定
に
関

　
す
る
件
（
同
一
一
六
三
）

O
建
築
基
準
法
施
行
令
第
三
十
六
条
の
二
第

　
五
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
建
築

　
物
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

　
（
同
一
一
六
四
）

O
道
路
に
関
す
る
件

　
（
九
州
地
方
整
備
局
一
一
六
、
二
七
）

O
都
市
計
画
に
関
す
る
件
（
同
一
一
八
）

O
都
市
計
画
に
関
す
る
件

　
（
沖
縄
総
合
事
務
局
三
六
、
三
七
）

〔
官
庁
報
告
〕

　
　
　
　
国
家
試
験

平
成
二
十
年
司
法
試
験
（
新
司
法
試
験
）
合

格
者
（
司
法
試
験
委
員
会
）

〔
資
　
　
料
〕

国
庫
歳
入
歳
出
状
況
（
平
成
十
九
年
度
平
成

二
十
年
七
月
分
）
（
財
務
省
）

五
八

五
九。

六
六
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＋
九
平
成
＋
九
年
四
旦
贔
霧
翫
告
示
第
八

　
　
号
（
農
林
漁
業
金
融
公
庫
法
別
表
第
一
の
第
一
号
（
一

　
　
の
三
）
の
資
金
を
指
定
す
る
件
）

二
＋
平
成
二
＋
年
四
月
百
聞
霧
輪
告
示
第
＋

　
　
号
（
農
林
漁
業
金
融
公
庫
法
第
十
八
条
第
一
項
第
五

　
　
号
の
三
の
資
金
を
指
定
す
る
件
）

o
劇
林
揃
塾
・
示
第
三
＋
七
号

　
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律

第
七
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
独
立
行
政
法
人

通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
四
十
七
条
第

一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
九
月

三
＋
晶
霧
翫
告
示
第
三
圭
・
更
独
立
行
政
法
人

通
則
法
第
四
十
七
条
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ

き
、
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
の
農
業
信
用
保

険
業
務
、
林
業
信
用
保
証
業
務
及
び
漁
業
信
用
保
険
業
務

に
係
る
主
務
大
臣
の
指
定
す
る
有
価
証
券
及
び
金
融
機
関

を
指
定
す
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成

二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
財
務
大
臣
　
中
川
　
昭
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
農
林
水
産
大
臣
石
破
茂

　
第
二
号
ハ
中
「
商
工
組
合
中
央
金
庫
」
を
「
株
式
会
社

商
工
組
合
中
央
金
庫
」
に
改
め
る
。

o
禦
齢
塾
・
示
第
三
号

　
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律

第
七
十
四
号
）
そ
の
他
の
政
策
金
融
改
革
関
係
法
令
の
施

行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
独
立
行

政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
が
行
う
産
業
基
盤
整
備

業
務
に
係
る
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
四
十
七
条
第
一
号

及
び
第
二
号
の
主
務
大
臣
の
指
定
す
る
有
価
証
券
及
び
金

融
機
関
（
平
成
士
ハ
義
議
論
告
示
第
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
財
務
大
臣
　
中
川
　
昭
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
済
産
業
大
臣
　
二
階
　
俊
博

　
第
二
号
（
一
）
中
「
商
工
組
合
中
央
金
庫
」
を
「
株
式

会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
告
示
は
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
の
施

行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
月
一
日
）
か
ら
適
用
す
る
。

晶
土
艶
蟹
・
示
釜
号

　
次
に
掲
げ
る
告
示
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
を
も
っ

て
廃
止
す
る
。

　
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
財
務
大
臣
　
中
川
　
昭
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
土
交
通
大
臣
　
金
子
　
一
義

一
　
日
本
政
策
投
資
銀
行
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
七
十

　
三
号
）
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
日
本

政
策
投
資
銀
行
の
投
融
資
指
針
の
届
曽
を
定
め
魚

螺
告
示
（
平
成
士
年
九
月
越
暫
示
第
四
号
）

二
　
日
本
政
策
投
資
銀
行
法
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令

　
第
二
百
七
十
一
号
）
第
二
条
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

　
日
本
政
策
投
資
銀
行
の
投
融
資
指
針
の
記
載
事
項
の

豊
主
翼
臣
が
定
め
る
事
項
禁
め
魚
螺
告
示

（
平
成
士
年
九
月
轟
舗
告
示
第
五
号
）

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
六
十
七
号

　
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律

第
七
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
中
小
企
業
退
職
金

共
済
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
七
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省

告
示
第
三
百
二
十
一
号
（
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
七

十
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
有
価
証

券
、
金
融
機
関
及
び
不
動
産
を
指
定
す
る
件
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
適
用

す
る
。

　
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
次
の
題
名
を
付
す
る
。

　
　
　
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
七
十
七
条
第
一
項
の

　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
有
価
証
券
、
金
融
機

　
　
　
関
及
び
不
動
産

　
第
二
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、

第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　
　
　
　
　
土
　
　
　
　
口

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
六
十
八
号

　
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
七
十

六
条
第
二
項
（
同
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
七
十
一
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
二

十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
七
　
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
に
お
け
る
届
出
に
つ
い

　
　
て
は
、
届
出
を
行
う
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局

　
　
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
長
又
は
地
方
厚

　
　
生
支
局
長
（
以
下
「
地
方
厚
生
局
長
等
」
と
い
う
。
）

　
　
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
所
在

　
　
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
又
は
地
方
厚
生
支
局
の

　
　
分
室
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
分
室
を
経
由
し
て
行

　
　
う
も
の
と
す
る
。

　
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
の
規
定
中
「
薔
廿
洋
ゆ

究
弼
珊
漆
抑
畑
」
を
「
誉
尋
画
餅
抑
畑
媚
」
に
改
め
る
。

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
六
十
九
号

　
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告

示
第
五
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
基
本
診
療
料
の
施

設
基
準
等
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日

か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
第
一
の
三
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
四
　
届
出
に
つ
い
て
は
、
届
出
を
行
う
保
険
医
療
機
関

　
　
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
長
又
は
地
方
厚

　
　
生
支
局
長
（
以
下
「
地
方
厚
生
局
長
等
」
と
い
う
。
）

　
　
に
対
し
て
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
所
在
地
を
管

　
　
轄
す
る
地
方
厚
生
局
又
は
地
方
厚
生
支
局
の
分
室
が

　
　
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
分
室
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
。

　
第
二
、
第
五
、
第
六
及
び
第
十
一
中
「
地
方
社
会
保
険

事
務
局
長
」
を
「
地
方
厚
生
局
長
等
」
に
改
め
る
。

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
七
十
号

　
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告

示
第
五
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
掲
診
療
料
の
施

設
基
準
等
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日

か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
第
一
の
三
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
四
　
届
出
に
つ
い
て
は
、
届
出
を
行
う
保
険
医
療
機
関

　
　
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
長
又
は
地
方
厚

　
　
生
支
局
長
（
以
下
「
地
方
厚
生
局
長
等
」
と
い
う
。
）

　
　
に
対
し
て
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
所
在
地
を
管

　
　
轄
す
る
地
方
厚
生
局
又
は
地
方
厚
生
支
局
の
分
室
が

　
　
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
分
室
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
。

　
第
二
か
ら
第
四
ま
で
の
規
定
中
「
地
方
社
会
保
険
事
務

局
長
」
を
「
地
方
厚
生
局
長
等
」
に
改
め
る
。

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
七
十
一
号

　
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告

示
第
五
十
九
号
）
第
一
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、

厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
に
お
け
る
療
養

に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労

働
省
告
示
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
別
表
の
5
の
表
中
「
蒔
母
洋
ゆ
究
添
蝸
詣
抑
蜘
」
を
「
薔

誹
輯
肝
油
湘
×
舜
落
掛
祠
餅
掛
潮
嵐
（
蛇
咽
「
苗
叶
祠
好

配
知
娼
」
㏄
ぐ
ふ
。
）
」
に
改
め
る
。

　
別
表
の
6
の
表
中
「
蒔
誹
畔
ゆ
究
弼
蝦
誤
部
蜘
」
を
「
蒔

財
細
肝
和
蜘
囎
」
に
改
め
る
。

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
七
十
二
号

　
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十

三
条
第
二
項
第
三
号
及
び
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価

療
養
及
び
選
定
療
養
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

四
百
九
十
五
号
）
第
一
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚

生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び
施
設
基
準
（
平
成

二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す

る
。　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
第
一
項
第
二
号
イ
中
「
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
」
を

「
地
方
厚
生
局
長
又
は
地
方
厚
生
支
局
長
（
以
下
「
地
方

厚
生
局
長
等
」
と
い
う
。
」
に
改
め
る
。

　
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
二
ま
で
の
規
定
中
「
地
方
社
会

保
険
事
務
局
長
」
を
「
地
方
厚
生
局
長
等
」
に
改
め
る
。

　
第
一
項
に
第
四
号
と
し
て
次
を
加
え
る
。

四
　
次
項
各
号
に
お
け
る
報
告
に
つ
い
て
は
、
報
告
を
行

　
う
保
険
医
療
機
関
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局

　
長
等
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
所

　
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
又
は
地
方
厚
生
支
局
の

　
分
室
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
分
室
を
経
由
し
て
行
う

　
も
の
と
す
る
。

　
第
二
項
中
「
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
」
を
「
地
方
厚

生
局
長
等
」
に
改
め
る
。
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O
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
七
十
三
号

　
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十

三
条
第
四
項
（
同
法
第
八
十
五
条
第
九
項
、
第
八
十
五
条

の
二
第
五
項
、
第
八
十
六
条
第
四
項
、
第
百
十
条
第
七
項

及
び
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十

七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
六
十
四
条
第
四
項
（
同
法
第
七

十
四
条
第
十
項
、
第
七
十
五
条
第
七
項
及
び
第
七
十
六
条

第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基

づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
（
平
成
十
八
年
厚

生
労
働
省
告
示
第
百
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
し
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
第
二
号
中
「
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
」
を
「
、
当
該

病
院
又
は
診
療
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
長

又
は
地
方
厚
生
支
局
長
」
に
改
め
、
同
号
中
「
届
け
出
た

場
合
」
の
下
に
「
（
当
該
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局

又
は
地
方
厚
生
支
局
の
分
室
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
分

室
を
経
由
し
て
届
け
出
た
場
合
）
」
を
加
え
る
。

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
七
十
四
号

　
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
八
十

五
条
第
二
項
（
同
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第

百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年

法
律
第
八
十
号
）
第
七
十
四
条
第
二
項
及
び
第
七
十
五
条

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る

食
事
療
養
及
び
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
生
活
療
養
の

費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労

働
省
告
示
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
本
則
を
本
則
第
一
号
と
し
、
本
則
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。二

　
別
表
第
一
の
1
及
び
第
二
の
一
に
お
け
る
届
出
に
つ

　
い
て
は
、
届
出
を
行
う
保
険
医
療
機
関
の
所
在
地
を
管

　
轄
す
る
地
方
厚
生
局
長
又
は
地
方
厚
生
支
局
長
（
以
下

　
「
地
方
厚
生
局
長
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
行
う
も
の

　
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚

　
生
馬
又
は
地
方
厚
生
支
局
の
分
室
が
あ
る
場
合
に
は
、

　
当
該
分
室
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
別
表
の
第
一
の
一
の
注
1
及
び
同
表
第
二
の
一
の
注
1

中
「
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
」
を
「
地
方
厚
生
局
長
等
」

に
改
め
る
。

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
七
十
五
号

　
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
食
事
療
養
及
び
入
院
時
生

活
療
養
費
に
係
る
生
活
療
養
の
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す

る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
九
号
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
入
院
時
食
事
療
養
及
び
入
院
時
生
活

療
養
の
食
事
の
提
供
た
る
療
養
の
基
準
等
（
平
成
六
年
厚

生
省
告
示
第
二
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
第
一
号
の
四
中
「
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
」
を
「
地

方
厚
生
局
長
又
は
地
方
厚
生
支
局
長
（
以
下
「
地
方
厚
生

局
長
等
」
と
い
う
。
）
」
に
、
同
号
国
か
ら
同
署
㈲
ま
で
の

規
定
中
「
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
」
を
「
地
方
厚
生
局

長
等
」
に
改
め
る
。

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
七
士
ハ
号

　
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
八
十

八
条
第
四
項
（
同
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
七
十
八
条
第
四

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
指
定
訪

問
看
護
の
費
用
の
額
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労

働
省
告
示
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
別
表
通
則
1
の
一
の
注
2
中
「
苗
尋
洋
船
｛
知
藩
蜘
漆
魏

畑
」
を
「
薔
断
面
財
部
蜘
×
碑
薔
誹
価
餅
鴎
醜
畑
（
蛇
引

「
落
掛
掴
牌
潮
嵐
婚
」
㏄
ぐ
ふ
。
）
」
に
改
め
る
。

　
別
表
通
則
1
の
2
の
注
2
及
び
注
3
中
「
地
方
社
会
保

険
事
務
局
長
」
を
「
地
方
厚
生
局
長
等
」
に
改
め
る
。

　
別
表
通
則
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

“
　
頴
一
畑
3
一
3
蒔
N
ノ
画
砲
3
N
3
蒔
N
油
q
蒔
ω

　
π
銚
ζ
ぴ
面
壁
π
o
ぐ
ノ
パ
碑
ノ
醜
匡
贈
識
ψ
群
醒
酬
慰

　
×
申
一
▽
田
▽
3
引
出
蒔
猷
頭
語
叫
が
蒔
財
面
肝
魂
知

　
婚
δ
融
C
d
訟
ψ
δ
3
㏄
叫
酬
。
洋
議
f
脹
難
熱
中

　
薔
蒔
略
譜
叫
ぴ
溶
断
輯
肝
油
×
“
貼
溶
断
価
貯
鴎
湘
e
¢

　
瞬
噛
猷
が
莇
ゆ
π
箕
’
脹
難
津
隅
磁
繭
巴
C
ぺ
識
窃
θ

　
3
代
叫
ぴ
。

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
七
十
七
号

　
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
指
定
訪
問
看
護
の
費
用
の
額

の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
七

号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
基
準
等
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働

省
告
示
第
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平

成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
第
一
の
一
の
イ
中
「
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
」
を
「
地

方
厚
生
局
長
又
は
地
方
厚
生
支
局
長
（
以
下
「
地
方
厚
生

局
長
等
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

　
第
一
の
一
の
ロ
中
「
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
」
を
「
地

方
厚
生
局
長
等
」
に
改
め
る
。

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
七
十
八
号

　
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
（
昭
和
三

十
二
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
第
二
条
の
六
、
第
五
条
の

四
第
二
項
、
第
十
一
条
の
三
及
び
第
二
十
一
条
第
九
号
た

だ
し
書
、
保
険
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当
規
則
（
昭

和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
六
号
）
第
二
条
の
四
並
び
に

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療

養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
（
昭
和

五
十
八
年
厚
生
省
告
示
第
十
四
号
）
第
二
条
の
六
、
第
五

条
の
四
第
一
項
、
第
十
一
条
の
三
及
び
第
二
十
五
条
の
四

の
規
定
に
基
づ
き
、
療
担
規
則
及
び
薬
担
規
則
並
び
に
療

担
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
掲
示
事
項
等

（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
適
用

す
る
。

　
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
第
一
第
四
号
中
「
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
」
を
「
地

方
厚
生
局
長
又
は
地
方
厚
生
支
局
長
（
以
下
「
地
方
厚
生

局
長
等
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

　
第
二
第
一
号
国
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
国
　
患
者
へ
の
情
報
提
供
に
資
す
る
た
め
、
特
別
の

　
　
　
料
金
等
の
内
容
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す

　
　
　
る
場
合
は
、
地
方
厚
生
局
長
等
に
報
告
す
る
も
の

　
　
　
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
報
告
は
、

　
　
　
報
告
を
行
う
保
険
医
療
機
関
の
所
在
地
を
管
轄
す

　
　
　
る
地
方
厚
生
局
長
等
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す

　
　
　
る
。
た
だ
し
、
当
該
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚

　
　
　
生
局
又
は
地
方
厚
生
支
局
の
分
室
が
あ
る
場
合
に

　
　
　
は
、
当
該
分
室
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
第
二
第
二
号
ω
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
口
　
当
該
診
療
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
先

　
　
　
進
医
療
ご
と
に
、
当
該
診
療
を
適
切
に
行
う
こ
と

　
　
　
の
で
き
る
体
制
が
整
っ
て
い
る
旨
を
地
方
厚
生
局

　
　
　
長
等
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

　
　
　
い
て
、
当
該
届
出
は
、
届
出
を
行
う
保
険
医
療
機

　
　
　
関
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
長
等
に
対

　
　
　
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
所
在
地

　
　
　
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
又
は
地
方
厚
生
支
局
の

　
　
　
分
室
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
分
室
を
経
由
し
て

　
　
　
行
う
も
の
と
す
る
。

　
第
三
第
一
号
国
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
国
　
患
者
へ
の
情
報
提
供
に
資
す
る
た
め
、
特
別
の

　
　
　
料
金
等
の
内
容
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す

　
　
　
る
場
合
は
、
地
方
厚
生
局
長
等
に
報
告
す
る
も
の

　
　
　
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
報
告
は
、

　
　
　
報
告
を
行
う
保
険
医
療
機
関
の
所
在
地
を
管
轄
す

　
　
　
る
地
方
厚
生
局
長
等
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す

　
　
　
る
。
た
だ
し
、
当
該
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚

　
　
　
生
局
又
は
地
方
厚
生
支
局
の
分
室
が
あ
る
場
合
に

　
　
　
は
、
当
該
分
室
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
第
四
第
五
号
、
第
十
一
第
一
号
、
同
第
二
号
、
同
第
三

号
及
び
第
十
三
第
二
号
中
「
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
」

を
「
地
方
厚
生
局
長
等
」
に
改
め
る
。

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
七
十
九
号

　
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十

五
条
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
健
康
保
険
法
第

六
十
五
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の

定
め
る
基
準
（
平
成
十
年
厚
生
省
告
示
第
二
百
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か

ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
第
一
項
本
文
中
「
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
」
を
「
当

該
病
院
又
は
診
療
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局

長
又
は
地
方
厚
生
支
局
長
」
に
改
め
、
同
項
本
文
中
「
届

け
出
た
も
の
」
の
下
に
「
（
当
該
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方

厚
生
局
又
は
地
方
厚
生
支
局
の
分
室
が
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
分
室
を
経
由
し
て
届
け
出
た
も
の
）
」
を
加
え
る
。

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
八
十
号

　
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告

示
第
五
十
九
号
）
第
一
号
た
だ
し
書
並
び
に
厚
生
労
働
大

臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
に
お
け
る
療
養
に
要
す
る
費

用
の
額
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

九
十
三
号
）
別
表
6
及
び
1
4
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労

働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
並
び
に
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
病
院
及
び
調
整
係
数
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働

省
告
示
第
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
別
表
中
「
園
戴
蕗
＞
　
蘂
圏
価
肝
ゆ
　
跨
蕩
謬
⑩
齢
羅
」

を
「
群
ゆ
園
鵡
蕗
＞
灘
圏
画
餅
ゆ
跨
篤
謬
ゆ
齢
醍
」
に
、

「
園
鶏
群
＞
細
貯
ゆ
蒼
茫
囲
妙
激
酪
」
を
「
洋
吟
園
鵡

蕗
＞
徊
爵
ゆ
　
暑
蒲
融
妙
齢
爵
」
に
改
め
る
。
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地方社会保険事務局長
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　国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）

　後期高齢者医療主管課（部）長

殿

　　　　　　　　　　　　　　尉揃踵慰

厚生労働省保険局医療課職敵風
　　　　　　　　　　　　　　藷堕圏

　　　　　　　　　　　　　　　一一

一…一…一

r診療報酬の算定方法の一部を改正する件」等の適用等について

　本日、r診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（厚生労働省告示第468号）等（以下

r改正告示」という。別添1改正告示一覧参照。）が公布され、平成20年10月1日から適

用されるところである。

　改正告示の内容等については以下のとおりであるので、その取扱いに遺漏のないよう、

貴管下の保険医療機関、．支払審査機関等に対しく周知徹底を図られたい。』

記

1　改正告示の内容

　現在、保険医療機関等が地方社会保険事務局に対して行っている診療報酬の施設基準

に係る届出、入院時食事療養及び入院時生活療養に係る届出、訪問看護療養費に係る届

出等’（以下r届出等」という。）については、平成20年10月1日以降、届出等を行う保

険医療機関等の所在地を管轄する地方厚生（支）局長に対して行うものとすること。ま

た、当該所在地を管轄する地方厚生（支）局の分室がある場合には、当該分室を経由し

て行うものとすること。



’

2　改正告示に伴う届出等の取扱いについて

（1）平成20年10月より前に行われた届出等の取扱いについて

　　改正告示の適用前に地方社会保険事務局長に対してされている届出等については、

　改正告示適用後は、適用後の関係告示に基づき、地方厚生．（支）局長に対してされた

　ものとみなすものとすること。

（2）平成20年10月における施設基準等の届出に関する手続きについて
　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ

　　診療報酬等の算定に必要な保険医療機関等の届出時における要件審査等の業務にっ

　いて、地方社会保険事務局から地方厚生（支）局への移管を円滑なものとするため、

　　「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（平成20

　年3月5日保医発第0305002号）、r特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手

　続きの取扱いについて」（平成20年3月5．日保医発第0305003号）、「入院時食事療養

　及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等に係る届出に関する手続きの取扱

　いについて」（平成18年3月6日保医発0306010号）及び「訪問看護ステーションの

　基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」（平成14年保医発第0308009号）

　について、別紙2のとおり改正し、平成20年10月14日までに届出書の提出があり、同

　月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡っ

　て算定することができるものとする。



別紙1

」

改正告示一覧

　　診療報酬の算定方法の一部を改正する件（厚生労働省告示第468号）

　　基本診療料の施設基準等の一部を改正する件（厚生労働省告示第469号）

　　特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件（厚生労働省告示第470号）

　　厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一

　部を改正する件（厚生労働省告示第471号）

5　厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準の一部を改正する件（厚生労働省告示

　第472号）

　の算定に関する基準の一部を改正する件（厚生労働省告示第474号）

8　入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等の一部を改正す

　る件（厚生労働省告示第475号）

9　訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件（厚

　生労働省告示第476号）

10　訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等の一部を改正する件（厚生労

　働省告示第477号）

11療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の

　一部を改正する件（厚生労働省告示第478号）

12　健康保険法第六十五条第四項第一号に規定する厚生労働大臣の定める基準の一部を

　改正する件（厚生労働省告示第479号）

1

2

3

4

6　厚生労働大臣が定める療葦の一部を改正する件（厚生労働省告示第473号）

7　入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額

㌔
，



ψ

別紙2

1　r基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」　（平成20年

　3月5日保医発第0305002号）の第2の7中「同月1日に遡って算定することができるもの

　とする。」を「同月1日に遡って算定することができるものとする。また、平成20年10月

14日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたも

のについては、同月1日に遡って算定することができるものとする。」に改める。

2　r特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」　（平成20年

　3月5日保医発第0305003号）の第2の7中「同月1日に遡って算定することができるもの

　とする。1」’を「同月1日に遡って算定することができるものとする。また、平成20年10月

　14日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたも

のについては、同月1日に遡って算定することができるものとする。」に改める。

3　r入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等に係る届出に関す

　る手続きの取扱いについて」　（平成18年3月6日保医発0306010号）の第2の7中r同月1

　日に遡って算定することができるものとする。」を「同月1日に遡って算定することがで

きるものとする。また、平成20年10月14日までに届出書の提出があり、同月末日までに要

件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することがで

　きるものとする。」に改める。

4　　r訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」　（平成14

年保医発第0308009号）の第2の7中「同月1日に遡って当該療養費を算定すること。」を

　r同月1日に遡って当該療養費を算定すること。また、平成20年10月14日までに届出書の

提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月

　1日に遡って算定することができるものとする。」に改める。



（参考）

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
　　　（平成20年3月5日保医発第0305002号）の一部改正について

改　　正　　後 改　　正　　前

第2’ ﾍ出に関する手続き

@7　各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合
@　は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定する。
@　また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理し
@　た場合には当該月の1日から算定する。なお、平成20年4
@　月14日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審
@　査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日
@　に遡って算定することができるものとする。また、平成20

第2　届出に関する手続き

@7　各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合
@　は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定する。
@　また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理し
@　た場合には当該月の1日から算定する。なお、平成20年4
@　月14日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審
@　査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日
@　に遡って算定することができるものとする。

年10月14日までに届出書の提出があり、同月末日までに要
件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月
1日に遡って算定することができるものとする。



『特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて』
　　　（平成20年3月5日保医発第0305003号）の一部改正について

改　　正　　後 改　　正　　前

第2　届出に関する手続き 第2　届出に関する手続き

7　4に定めるもののほか、各月の末日までに要件審査を終 7　4に定めるもののほか、各月の末日までに要件審査を終
え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係 え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係
る診療報酬を算定する。また、月の最初の開庁日に要件審 る診療報酬を算定する。また、月の最初の開庁日に要件審
査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定 査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定
する。なお、平成20年4月14日までに届出書の提出があり、 する。なお、平成20年4月14日までに届出書の提出があり、
同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたもの 同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたもの
については、同月1日に遡って算定することができるもの については、同月1日に遡って算定することができるもの
とする。また、平成20年10月14日までに届出書の提出があ とする。

り、同月末日までに要件　査を終え届出の受理が行われた
ものについては、同月1日に遡って算定することができる
ものとする。



r入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等に係る届出に関する手続きの取扱いについて』
　　　　　　　　　　　　（平成18年3月6日保医発0306010号）の一部改正について

改　　正　　後 改　　正　　前

第2　届出に関する手続き

@7　各月の末日までに要件審査を終え、．届出を受理した場合
@　は、翌月の1日から当該届出にかかる当該療養費を算定す
@　る。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受
@　理した場合には当該月の1日から算定する。なお、平成20
@　年4月14日までに届出書の提出があり、同月30日までに要
@　件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月
@　1日に遡って算定することができるものとする。また、平

第2　届出に関する手続き

@7　各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合
@　は、翌月の1日から当該届出にかかる当該療養費を算定す
@　る。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受
@　理した場合には当該月の1日から算定する。なお、平成20
@　年4月14日までに届出書の提出があり、同月30日までに要
@　件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月
@　1目に遡って算定することができるものとする。

成20年10月14日までに届出書の提出があり、同月末日まで
に要件　査を終え届出の受理が行われたものについては、
同月1日に遡って算定することができるもみとする。

@　　　　　　　　　　　　　　　》



「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」
　　　　　（平成14年保医発第0308009号）の一部改正について

改　　正　　後 改　　正　　前

第2　届出に関する手続き 第2　届出に関する手続き

7　当該届出に係る算定に当たっては、各月の月末までに受 7　当該届出に係る算定に当たっては、各月の月末までに受
理したものはその翌月から、月の最初の開庁日に受理した 理したものはその翌月から、月の最初の開庁日に受理した
場合は、当該月の1日から当該療養費を算定すること。な 場合は、当該月の1日から当該療養費を算定すること。な
お、平成20年4月14日までに届出書の提出があり、同月末 お、平成20年4月14日までに届出書の提出があり、同月末
日までに要件審査を終え、届出の受理が行われたものにっ 日までに要件審査を終え、届出の受理が行われたものにつ
いては、同月1日に遡って当該療養費を算定すること。圭 いては、同月1日に遡って当該療養費を算定すること。
た、平成20年10月14日までに届出書の提出があり、同月末
日までに要件　査を終え届出の受理が行われたものについ


